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は じ め に 

 

 

 秋田県健康環境センターは，県民の皆様の生活と健康を守ることを使命として平成 18 年に設

立された衛生行政・環境行政における科学的・技術的中核機関です。 

この使命を果たすため，当センターでは感染症のまん延防止や食品・生活環境などの健康リス

クに関する試験検査・調査研究はもとより，未知の病原体や新たな環境問題等がもたらす影響に

ついての情報収集・解析を行うとともに，こうした情報の県内関連機関への技術指導や県民への

周知・啓発に日々取り組んでいます。 

このたび，当センターが令和 3 年度に行った試験検査業務の実績や調査研究の成果等を年報と

して取りまとめましたので，多くの皆様に御活用いただければ幸いです。 

 

令和元年 12 月に発生が報告されたCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）は，県民生活に多

大なる影響を及ぼしており，その動向については今なお県民の大きな関心事となっています。 

当センターでは，検査体制の早期構築及び検査機器の新規整備によって検査機能を強化し，急

増した検査需要に的確に対応するとともに，感染・伝播性の増大等が懸念される変異株の感染状

況の早期把握に努めています。 

また，安全で安心な暮らしを求める県民の多岐にわたる声に従い，食中毒原因菌や食品残留農

薬から水質汚濁や環境放射能に至るまで様々な分野における試験検査についても，その結果の信

頼性が高まるよう，検査手法の研究や改良に励んでいるところです。 

 

年報に掲載した調査研究等の成果は，関係機関と連携し衛生及び環境に関する政策へ反映させ

るとともに，ウェブサイトへの掲載等を通じ，県民の皆様に分かりやすく伝えてまいります。 

当センター職員一同，新たな感染症の発生や最新の環境問題の動向を注視しつつ，今まで以上

に広く県民の皆様の要望に応えられる機関となるよう努力してまいりますので，引き続き御指導

御鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

令和 4 年 12 月 

 

秋田県健康環境センター所長  佐 藤 和 彦 
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1．沿 革 

年 月 事    項 

明治35. 7 衛生試験所を秋田市牛島町に設立。  
明治末期 庁舎を秋田市土手長町に移転。  
昭和28. 1 衛生研究所に改称。  

39. 4 衛生科学研究所に改称。  
39. 6 庁舎を秋田市古川堀反町（現千秋明徳

町）に新築移転。 
 
 

45. 7  
 

公害技術センターを秋田市茨島の工業試験場内
に設立。 

48. 7  庁舎を秋田市八橋に新築移転（八橋庁舎）。 
56. 4  環境技術センターに改称。 

61. 8 庁舎を秋田市千秋久保田町に新築移転
（千秋庁舎）。  

平成12. 4  
 
 

 
環境センターに改称。 
秋田市山王の県庁第二庁舎に総務班及び監視･情
報班を置く。 

14. 3  八橋分室敷地内にダイオキシン類分析棟を新築。 
18. 4 
 

衛生科学研究所と環境センターを組織統合し，健康環境センターとして発足。 
千秋庁舎に企画管理室及び保健衛生部を，八橋庁舎に環境部を設置。 

21. 4 
 

 

八橋庁舎の環境部を千秋庁舎に移転し，庁舎を統合。保健衛生部の理化学部門と環境部の
化学物質部門を統合した理化学班を環境・理化学部内に設置。組織を企画管理室，保健衛
生部及び環境･理化学部とする。 

22. 4 
 
 
 

保健所の試験検査課を統合。保健衛生部の微生物班を細菌班とウイルス班に再編し，健康
科学班を健康科学・管理班に名称変更。環境・理化学部を理化学部と環境保全部に再編。
理化学部には，理化学班を再編した食品理化学班と環境理化学班を設置。環境保全部には
環境調査班を名称変更した環境保全班を設置。 

24. 4 
 

企画管理室の総務・企画班を総務管理班と企画情報班に再編。保健衛生部の健康科学・管
理班を廃止。理化学部の食品理化学班と環境理化学班を理化学班に再編。 

2．庁舎の概要 

1）所在地     秋田市千秋久保田町 6 番 6 号 
2）敷 地     867.75 ㎡（建物建床面積） 
3）建 物   鉄筋コンクリート造 5 階建  延床面積 4,553.52 m2 

 

  
              所  長         

                              
企画管理室長                       

                      

                              
          保健衛生部長   理化学部長   環境保全部長 

                              
総務管理班 企画情報班   細 菌 班 ウイルス班   理 化 学 班   環境保全班 

 主 幹 1  主任研究員 2    主任研究員 3  主任研究員 4    上席研究員 1    上席研究員 1 

 副 主 幹 1  研 究 員 1    専 門 員 1  研 究 員 1    主任研究員 5    主任研究員 2 

 専 門 員 1        研 究 員 1  非常勤職員 1    専 門 員 1    専 門 員 1 

 技 能 主 任 1       非常勤職員 1        研 究 員 1 
  

 研 究 員 3 

 非常勤職員 2                技 師 1    技 師 2 

                    非常勤職員 1    非常勤職員 1 

計 6 計 3   計 6 計 6   計 10   計 10 

  総職員数 45 名（正職員 35 名, 専門員 4 名，非常勤職員 6 名） 

3．組 織 （令和 4 年 4月 1 日現在） 
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4． 職員名簿                           （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

  職 名 氏 名 

  所 長 佐 藤 和 彦 
企画管理室  室 長 中  嶋  志 保 子 

 総務管理班 主 幹 （ 兼 ） 班 長 藤 田 靖 行 
  副 主 幹 須 田 宏 美 
  専 門 員 下  間  美 香 子 
  技 能 主 任 国 安  力 
 企画情報班 主 任 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 小 林 貴 司 
  主 任 研 究 員 佐 藤 寛 子 

 研 究 員 近 藤 麻 実 
保健衛生部  部 長 斎 藤 博 之 

 細 菌 班 （兼）班 長   本    務 

保健衛生部長 斎 藤 博 之 
  主 任 研 究 員 髙 橋 志 保 
  主 任 研 究 員 今 野 貴 之 
  主 任 研 究 員 佐  藤  由 衣 子 
  専 門 員 鈴 木 忠 之 
  研 究 員 伊 藤 佑 歩 
 ウイルス班 主 任 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 秋  野  和 華 子 
  主 任 研 究 員 藤 谷 陽 子 
  主 任 研 究 員 樫 尾 拓 子 
  主 任 研 究 員 柴  田  ち ひ ろ 

  研 究 員 鈴 木 純 恵 
理化学部  （兼）部 長 本    務 

環境保全部長 渡 邊  寿 
 理 化 学 班 上 席 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 池 田 聡 彦 
  主 任 研 究 員 珍 田 尚 俊 
  主 任 研 究 員 中 村 淳 子 
  主 任 研 究 員 松  渕  亜 希 子 
  主 任 研 究 員 村 山 力 則 
  主 任 研 究 員 小 川 千 春 
  専 門 員 藤 田 賢 一 
  研 究 員 古  井  真 理 子 
  技 師 菅  野  さ く ら 

環境保全部  部 長 渡 邊  寿 
 環境保全班 上 席 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 梶 谷 明 弘 
  主 任 研 究 員 玉 田 将 文 
  主 任 研 究 員 生 魚 利 治 
  専 門 員 和 田 佳 久 
  研 究 員 鎗 目 隼 平 
  研 究 員 若 狹 有 望 

  研 究 員 鈴 木 大 志 
  技 師 安  藤  梨 沙 子 
  技 師 西 村 知 将 
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5. 業務内容                           （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

企

画

管

理

室 

総 務 管 理 班 

・人事，服務 

・予算，決算 

・庁舎管理，庶務一般 

企 画 情 報 班 

・研究の企画，評価，進行管理 

・センター中長期計画の進行管理 

・広報，研修 

・行政検査業務の管理 

・危機管理 

・検査の精度管理 

保

健

衛

生

部 

細 菌 班 

・感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査 
・細菌感染症及び食中毒等に係る病原微生物検査及び調査研究 
・結核菌の分子疫学解析 
・食品衛生監視指導に係る検査 
・生活衛生に係る検査 
・水質汚濁対策に係る検査 
・廃棄物対策に係る検査 
・地方衛生研究所衛生微生物協議会 
北海道・東北・新潟ブロック支部レファレンスセンター 

 （カンピロバクター，百日咳，薬剤耐性菌） 
・結核登録者情報調査 

ウ イ ル ス 班 

・感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査 
・ウイルス感染症及び食中毒等に係る病原微生物検査及び調査研究 
・感染症流行予測調査（日本脳炎） 
・つつが虫病の抗体検査 
・感染症情報センター 

理

化

学

部 

理 化 学 班 
 

・食品衛生監視指導に係る検査 
・医薬品等監視指導に係る検査 
・家庭用品試買検査 
・環境放射能水準調査 
・福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査 
・水質汚濁対策に係る検査 
・土壌汚染対策に係る検査 
・廃棄物対策に係る検査 
・食品及び環境中の化学物質に関する調査研究 

環

境

保

全

部 

環 境 保 全 班 

・大気汚染対策に係る検査 
・福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査 
・環境放射能水準調査 
・水質汚濁対策に係る検査 
・土壌汚染対策に係る検査 
・生活衛生に係る検査 
・騒音対策に係る検査 
・化学物質対策に係る検査 
・廃棄物対策に係る検査 
・環境保全に関する調査研究 

 
 
 

- 3 -



秋田県健康環境センター年報 第17号 2021 

 

6. 主要機器                                                     （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

＊同機種 2 台所有 

機  器  名 規     格 

ガスクロマトグラフ 

アジレント・テクノロジー 7890A（FID） 

アジレント・テクノロジー 7890A（FPD） 

アジレント・テクノロジー 6890N（μECD） 

ガスクロマトグラフ質量分析計 

島津  GCMS-QP2010 Ultra 

島津  GCMS-QP2010 Plus 

島津  QP5000 

ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計 島津  GCMS-TQ8050NX 

高速液体クロマトグラフ 

島津  NexeraX2 

日立製作所  L-7000 

日本ウォーターズ   2695 

アジレント・テクノロジー 1200（DAD・FLD） 

液体クロマトグラフタンデム型質量分析計 AB サイエックス  QTRAP4500 

イオンクロマトグラフ 
サーモフィッシャー  ICS-1100 

DIONEX 社  DX-120 

原子吸光分光光度計 バリアン・テクノロジーズ  AA-280FS 

ICP 発光分光分析装置 アジレント・テクノロジー  5110 VDV ICP-OES 

ノルマルヘキサン自動抽出装置 ラボテック  HX-1000-8 

高速溶媒抽出装置 
DIONEX 社  ASE-200 

DIONEX 社  ASE-300 

オートアナライザー ビーエルテック QuAAtro 2-HR 

分離用超遠心機 日立工機  CP70MX 

Ge 半導体検出器付波高分析装置 

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社 GC2518/CCⅡ-VD，

セイコーEG&G 社 MCA7 

セイコーEG&G 社 GEM25-70，セイコーEG&G 社 MCA7600 

PCR プロダクト検出定量システム アプライドバイオシステムズ ABI PRISM 7000 

リアルタイム PCR システム アプライドバイオシステムズ 7500Fast Real-time PCR System 

リアルタイム PCR 装置 日本ジェネティクス  ライトサイクラー480 システムⅡ* 

自動核酸精製装置 日本ロシュ・ダイアグノスティクス  MagNA Pure LC2.0 

自動核酸精製装置 日本ジェネティクス MagNA Pure 24 System* 

モニタリングポスト アロカ  MAR-22 

空間放射線量モニタリングシステム 日立製作所 

低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ  LBC-4201B 

大気汚染常時監視テレメータシステム グリーンブルー 

航空機騒音自動測定装置 リオン  NA-37 

全有機炭素分析装置 三菱ケミカルアナリテック  TOC-300V 
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1. 試験検査実績 

 

1.1 企画管理室（企画情報班） 

＜研究の企画・評価・進行管理＞ 

令和 3 年度は共同研究を含め 17 課題について

調査研究を実施した。 
県政策予算による研究課題は，「食品中の残留

農薬の分析精度向上と調理による変化に関する

研究」の 1 題であった。本研究は，令和 5 年度

に成果をまとめ，翌年度に事後評価を受けること

になっている。また，令和 2 年度に終了した研究

課題である「新規食中毒原因菌エシェリキア・ア

ルバーティーの迅速検出法と感染源の解明」につ

いて，事後評価が行われ，最終目標の達成度及び

研究成果の効果が特に優れているとして 5 段階

評価のうち，最高評価を受けた。 
 

＜検査の精度管理＞ 

GLP（Good Laboratory Practice）に係る収去食

品の検査に関しては，細菌検査と理化学検査を合

わせて内部点検を 4 回，内部精度管理を 4 回実施

し，さらに 6 項目の外部精度管理を受けた。また，

検査に係る標準作業書の一部改訂を行った。  
病原体等検査に関しては，内部監査は腸管出血

性大腸菌検査について，内部精度管理は季節性イ

ンフルエンザウイルスの RT-PCR 検査について

実施した。外部精度管理は，結核菌遺伝子型別等

4 項目について実施した。 
GMP（Good Manufacturing Practice）に係る医

薬品等の検査に関しては，令和 3 年度は検査を実

施しなかったため，管理業務の文書記録などの確

認を行った。 

 

 
1.2 保健衛生部（細菌班・ウイルス班） 

○行政依頼検査（表 1） 

＜感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調

査＞ 

目的 

地域における病原体の流行状況を監視するた

め，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（感染症法）第 14 条及び第 15 条に

基づき，県内の患者発生状況の調査と併せて，原

因となる病原体の検査を実施している。 

実績・結果 

 令和 3 年度はウイルス 571 件，細菌 333 件の検

査を実施した。 

 

＜感染症流行予測調査＞ 

目的 
 予防接種の効果判定や，緊急接種等の対応を行

うための基礎データを得る目的で，予防接種法

23 条第 4 項に基づき，日本脳炎感染源調査を実

施している。  
実績・結果  

本調査はブタを対象とし，血清中の日本脳炎抗

体価の測定を 7 月～9 月にかけて 70 検体行った。 
 

＜食中毒等の検査＞ 

目的 
食品衛生法第 58 条及び感染症法第 15 条に基づ

き,食中毒や感染症の発生時に原因となる病原体

や感染経路を明らかにするための検査を，管轄保

健所からの依頼により実施している。  
実績・結果 

令和 3 年度は，感染性胃腸炎の集団発生や食中

毒疑いなどの事例において，18 事例 181 検体に

ついてウイルス検査 201 件，9 事例 114 検体につ

いて細菌検査 1,350 件を実施した。  
 

＜３類感染症に係る病原微生物検査＞ 

目的 

 感染症法第 6 条により，腸管出血性大腸菌感染

症，コレラ，細菌性赤痢，腸チフス及びパラチフ

スは 3 類感染症に規定され，全数把握対象疾患と

なっている。当センターでは，これらの病原体の

確認検査，患者発生時の接触者に係る感染確認の

ための検査や感染源の調査を実施している。  
実績・結果  
 令和 3 年度は，腸管出血性大腸菌感染症等 184
件の検査を行った。また，そのうち腸管出血性大

腸菌感染症 4 件について分子疫学的解析を行っ

た。 
 

＜４類感染症に係る病原微生物検査＞ 

目的 

 つつが虫病は，4 類の全数把握対象疾患であ

り，当センターでは感染症法第 12 条に基づく医

療機関から保健所への診断・届出根拠となる検査

診断を実施している。検査は間接免疫ペルオキシ
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ダーゼ法を用い，患者血清中のつつが虫病特異的

IgM 及び IgG 抗体価を測定している。つつが虫病

は症状の進行が早いことから，受診・治療が遅れ

た場合の重症化あるいは死亡例発生を防ぐため，

抗体陽性患者を確認した際は，検査依頼元の医療

機関へ連絡するとともに，県保健・疾病対策課へ

患者情報を報告し，速やかな公表による啓発への

支援を実施している。また，鳥インフルエンザウ

イルス（特定鳥インフルエンザを除く）について

も 4 類の全数把握対象疾患であることから検査

対象としている。  
実績・結果  

令和 3 年度は 37 件のつつが虫病の検査を行っ

た。また，養鶏所における鳥インフルエンザウイ

ルス H5N8 型の発生に関して，作業従事者のう

ち，発熱が見られた者 2 名について 2 検体 4 件の

検査を行った。 

 

＜５類感染症に係る病原微生物検査＞ 

目的 

 5 類の全数把握対象疾患，及び定点把握対象疾

患の集団感染事例について原因病原体の検査を

実施している。 

実績・結果  
令和 3 年度はインフルエンザ様疾患（集団か

ぜ）の発生に伴い，4 事例 7 検体について 99 件

の呼吸器系ウイルス検査を行った。麻しん・風し

んについては，3 事例 9 検体について 18 件の検

査を行った。  
 

＜新型インフルエンザ等に係る病原微生物検査＞ 

目的 

 新型インフルエンザウイルスの他に新型コロ

ナウイルスに関する検査を実施している。 

実績・結果  
令和 3 年度は新型コロナウイルスについて，延

べ 14,581 名 14,590 件の検査を行った。  
 

＜結核菌の分子疫学解析＞ 

目的 
秋田県結核菌分子疫学調査事業において，各保

健所で登録した結核患者から医療機関で分離さ

れた結核菌株について，結核菌遺伝子中の反復配

列多型（Variable number of tandem repeat：VNTR）

解析を実施している。  
実績・結果  

令和 3 年度は 31 件の解析を行った。  
 

＜食品衛生監視指導に係る検査＞ 

目的 
 食品衛生法及び秋田県食品衛生監視指導計画

に基づき，県内に流通している食品の安全性を確

認する検査を実施している。 

実績・結果 

令和 3 年度は 217 検体の収去食品について 539
件の細菌検査を行った。 

 

＜生活衛生に係る検査＞ 

目的 
公衆浴場法及び厚生労働省通知「遊泳用プール

の衛生基準について」に基づき，公衆浴場水と遊

泳用プール水の衛生確保のため，大腸菌などの細

菌検査を実施している。また，公衆浴場法及び建

築物における衛生的環境の確保に関する法律に

基づき，レジオネラ症発生防止を目的に，公衆浴

場水及び冷却塔水のレジオネラ属菌検査を実施

している。  
実績・結果  

令和 3 年度は，新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止の観点から公衆浴場水における大腸

菌等の検査は中止となり，遊泳プール水について

12 件の検査を行った。レジオネラ属菌に関して

は 68 件の検査を行った。 
  

＜水質汚濁対策及び廃棄物対策に係る検査＞ 

目的 

 秋田県内の公共用水域の水質汚濁の状況を常

時監視するため，水質汚濁防止法に基づき，公共

用水域の大腸菌群数検査を実施している。また，

事業場及び廃棄物処理施設から公共用水域へ流

される排水について，水質汚濁防止法及び秋田県

公害防止条例に基づき，大腸菌群数検査を実施し

ている。  
実績・結果  

令和 3 年度は十和田湖 27 件，八郎湖及び流入

河川 79 件，田沢湖 20 件の検査を実施した。また，

事業場 120 件，廃棄物処理施設 11 件の検査を実

施した。
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○一般依頼検査（表 2） 

＜業務委託契約検査＞ 

目的 

感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調

査の一環として，秋田市内の医療機関から採取さ

れた検体について,秋田市と業務委託契約を結ん

で検査を実施している。 

実績・結果  
 令和 3 年度は 220 件（ウイルス 148 件，細菌

72 件）の検査を行った。  
 
＜細菌・ウイルス等の試験検査＞ 

目的 
 県内の医療機関等からの検査依頼について，県

の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴収条例

施行規則を定め，対応している。  
実績・結果  
 令和 3 年度は，同規則別表の「ウイルス検査」

4 検体 7 件，「腸管出血性大腸菌検査，三．菌株」

2 件の検査を行った。  
 

○情報提供（表 3） 

＜感染症情報センター＞ 

目的 
 感染症対策の中核として，各都道府県に地方感

染症情報センターが設置され，国の中央感染症情

報センターと連携して，感染症に関する情報の収

集・報告・還元・解析・提供の業務を行っている。

このうち，提供に関しては，感染症法第 16 条（情

報の公表）に基づき，感染症発生動向調査で得ら

れた患者発生情報，病原体検出情報等を週報及び

月報としてホームページで公開するとともに，県

保健・疾病対策課を通して報道機関へ情報提供し

ている（URL：http://idsc.pref.akita.jp/kss/）。 
実績・結果  
 令和 3 年度は患者情報として週報 53 件，月報

12 件，病原体情報としてウイルス 292 件，細菌

82 件の情報提供を行った。 
 

＜結核登録者情報調査＞ 

目的 
結核については，かつては結核予防法の規定

により医療機関から保健所に届出のあった患者

に関する情報を集計して国に報告していたが，

平成 19 年に感染症法に統合され，調査を継続し

ている（第 53 条の 2～15）。 
実績・結果  
 令和 3 年度は月報 12 件，年報 1 件の情報提供

を行った。
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表 1 行政依頼検査（細菌班・ウイルス班） 

（件数） 

項 目                           年 度                 令和元 令和 2 令和 3 

感染症発生動向調査に係る 

病原体定点観測調査 

ウイルス分離等検査 734 526 571 

細菌検査 513 407 333 

感染症流行予測調査 日本脳炎感染源調査 70 70 70 

食中毒等の検査 
ウイルス検査 273 129 201 

細菌検査 1,840 1,706 1,350 

3 類感染症に係る病原微生物検査   184 515 184 

4 類感染症に係る病原微生物検査 

つつが虫病血清抗体検査 65 55 37 

A 型肝炎ウイルス検査 0 0 0 

E 型肝炎ウイルス検査 5 0 0 

デング・チクングニア・ジカウイルス検査 54 12 0 

鳥インフルエンザウイルス（特定鳥インフ

ルエンザを除く）検査* 
－  －  4 

狂犬病検査 
抗原検査 6 0 0 

遺伝子検査 2 0 0 

5 類感染症に係る病原微生物検査 
インフルエンザ等呼吸器ウイルス検査 42 20 99 

麻疹・風疹ウイルス検査 28 6 18 

新型インフルエンザ等に係る 

病原微生物検査 
新型コロナウイルス検査 231 3,143 14,590 

結核菌の分子疫学解析   50 41 31 

その他の微生物学的検査   42 90 21 

地研レファレンスセンター業務 

カンピロバクター（薬剤感受性試験） 30 29 21 

百日咳 0 0 0 

薬剤耐性菌 0 0 0 

感染症検査外部精度管理 16 12 16 

食品衛生監視指導に係る検査 
食品収去検査   770 593 539 

精度管理   5 5 5 

生活衛生に係る検査 
公衆浴場水，遊泳プール水の大腸菌検査 28 28 12 

公衆浴場等レジオネラ属菌検査 62 64 68 

水質汚濁対策に係る検査 

公共用水域水質環境調査 47 47 47 

八郎湖水質保全調査 79 93 79 

工場・事業場排水基準検査 182 133 120 

廃棄物対策に係る検査 産業廃棄物等基準検査 18 17 11 

合    計 5,376 7,741 18,427 
 
*鳥インフルエンザウイルス（特定鳥インフルエンザを除く）検査については，令和 3 年度から新たに項目を起こ

した。 
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表 2 一般依頼検査（細菌班・ウイルス班） 

（件数） 

項 目                            年 度 令和元 令和 2 令和 3 

業務委託契約検査 
感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査 

（秋田市保健所依頼分） 
276 239 220 

細菌・ウイルス等の 

試験検査 

食中毒等胃腸炎ウイルス検査（ノロウイルス等） 0 0 0 

A 型肝炎ウイルス検査 0 0 0 

麻疹・風疹・発疹性ウイルス検査 12 6 6 

インフルエンザウイルス検査 0 6 0 

呼吸器ウイルス（インフルエンザウイルスを除く）検査 24 60 0 

SFTS ウイルス検査 0 0 0 

デング・チクングニア・ジカウイルス検査 30 0 0 

MERS ウイルス検査  0 0 0 

新型コロナウイルス検査 7 143 0 

急性弛緩性麻痺検査 2 0 0 

ウイルス分離 3 3 1 

腸管出血性大腸菌検査 2 5 2 

細菌培養同定検査     1 0 0 

細菌遺伝子解析検査     1 0 0 

合    計 358 462 229 

 

 

表 3 情報提供（細菌班・ウイルス班） 

（件数） 

  項 目                         年 度 令和元 令和 2  令和 3  

地方感染症情報センター 

（感染症発生動向調査） 

患者情報 

週報 

収集 468 468 477 

報告・還元・解析 52 52 53 

提供 468 468 477 

月報 

収集 108 108 108 

報告・還元・解析 12 12 12 

提供 108 108 108 

病原体情報 
報告 

ウイルス 493 229 292 

細菌    184 174 82 

還元・解析 24 24 24 

健康づくり審議会感染症対策分科会資料提供 1 1 0 

結核登録者情報調査 患者情報 

月報 

収集 108 108 108 

報告・還元・解析 12 12 12 

提供 108 108 108 

年報* 

収集 9 9 9 

報告・還元・解析 1 1 1 

提供 9 9 9 

合    計 2,165 1,891 1,880 

*新規結核登録患者数：46 人、結核登録者数：113 人（令和 3 年 1 月～12 月） 
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1.3 理化学部（理化学班） 

○行政依頼検査（表 4） 

＜食品衛生監視指導に係る検査＞ 

目的 

県内で流通している食品の安全性を確保する

ため，食品衛生法に基づき，食品・添加物等の

規格基準検査を実施している。  
実績・結果 

 令和 3 年度は食品収去検査 113 検体 329 件を

実施し，1 検体 1 件の表示違反，残留農薬及び

残留動物用医薬品検査は 48 検体 14,902 件を実

施し，全て基準に適合した。 

 

＜医薬品等監視指導に係る検査＞ 

目的 

県内で製造される医薬品等の品質を確保

するため，医薬品，医療機器等の品質，有効

性及び安全性の確保等に関する法律に基づ

き，医薬品等の規格基準検査を実施している。 

実績・結果 

 令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止対策のため，中止となった。 

 

＜家庭用品試買検査＞ 

目的 
 県内で流通している有害物質を含有する家

庭用品による健康被害を未然に防止するた

め，有害物質を含有する家庭用品の規制に関

する法律に基づき，家庭用品中のホルムアル

デヒド，メタノールについて検査を実施して

いる。  
実績・結果 

令和 3 年度は乳幼児繊維製品 15 検体 40 部

位中のホルムアルデヒド及び家庭用エアゾル

製品 3 検体中のメタノールについて検査を行

い，全て基準に適合した。  
 
＜環境放射能水準調査＞ 

目的 

自然由来及び人的発生由来による国内の放

射能レベルを把握するため，本県では昭和 36
年から定時降水中の全ベータ放射能測定及び

降下物，大気浮遊じん，土壌等に含まれる放

射性核種分析を原子力規制庁委託事業として

実施している。  
実績・結果 

令和 3 年度は定時降水中の全ベータ線 145
検体，環境試料中の核種分析 25 検体 123 件を

実施した。 

   

＜福島原子力発電所事故に伴うモニタリング

調査＞ 

目的 

福島第一原子力発電所の事故を受け，県内

で流通している食品の安全性を確認するた

め，平成 23 年度から食品中の放射性核種モニ

タリング調査を実施している。 

実績・結果 

令和 3 年度は流通食品等 53 検体 159 件，県

産農産物等 24 検体 72 件を実施し，全て食品

衛生法に規定する規格基準に適合した。 

 

＜水質汚濁対策に係る検査＞ 

目的 

県内の工場・事業場における排水基準の適

合状況を把握するため，水質汚濁防止法及び

秋田県公害防止条例に基づき，揮発性有機化

合物（VOC）に係る排水基準検査を実施して

いる。  
実績・結果 

令和 3 年度は環境調査（公共用水域水質調

査）4 検体 35 件，工場・事業場排水基準検査

15 検体 68 件を実施し，全て基準に適合した。 

 

＜廃棄物対策に係る検査＞ 

目的 

県内の廃棄物処理施設から排出される廃棄

物等に係る基準の適合状況を把握するため，

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き，VOC の検査を実施している。  
実績・結果 

令和 3 年度は産業廃棄物等基準検査 11 検体

94 件について行い，全て基準に適合した。 

また，能代産業廃棄物処理センター環境保

全対策に係る VOC のモニタリング調査は，能

代地区周辺環境 472 件，能代産業廃棄物処理

センター関連 2,753 件を実施した。 
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表 4 行政依頼検査（理化学班） 

（件数） 

項 目                            年 度 令和元 令和 2 令和 3 

食品衛生監視指導に係る検査 

食品収去検査（理化学検査） 449 381 329 

残留農薬検査 14,083 16,066 14,502 

残留動物用医薬品検査 800 396 400 

精度管理 19 19 19 

医薬品等監視指導に係る検査 医薬品，医薬部外品，医療機器 5 0 0 

家庭用品試買検査 有害物質 40 46 43 

環境放射能水準調査 

全ベータ線 136 153 145 

核種分析 123 123 123 

分析確認 72 72 34 

空間線量 12 12 12 

福島原子力発電所事故に伴う 

モニタリング調査 
核種分析 

流通食品等試料 231 261 159 

県産農産物等試料 72 39 72 

水質汚濁対策に係る検査 

環境調査 

公共用水域水質調査 35 35 35 

地下水調査 4 0 0 

緊急調査 4 0 0 

工場・事業場排水基準検査 44 57 68 

土壌汚染対策に係る検査 汚染土壌処理施設検査 12 0 0 

廃棄物対策に係る検査 

産業廃棄物等基準検査 226 215 94 

能代産業廃棄物処理

センター環境保全対策 

能代地区周辺環境調査 599 599 472 

能代産業廃棄物処理 

センター関連調査 
2,327 2,327 2,753 

合    計 19,293 20,801 19,260 
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1.4 環境保全部（環境保全班） 

〇行政依頼検査（表 5） 

＜大気汚染対策に係る調査・検査＞ 

大気汚染常時監視  
 大気汚染防止法第 22 条に基づき，高濃度時

の緊急時対応及び各種大気汚染対策の基礎資料

とすることを目的に，県内の大気汚染状況を常

時監視している。令和 3 年度は一般環境測定局

7 局において常時監視を行った。  
環境基準の評価対象となる年間の測定時間を

満たした有効測定局における測定結果は，二酸

化硫黄（4 局），二酸化窒素（6 局），浮遊粒子状

物質（7 局），微小粒子状物質（4 局）について

は，全てで環境基準を達成していたが，光化学

オキシダントについては全 5 局で環境基準を達

成しなかった。 

 

工場・事業場ばい煙排出基準検査 

大気汚染を未然に防止することを目的に，令

和 3 年度は，公害防止協定締結工場 1 施設 3 件

について検査を行い，排出基準に適合していた。 
 
酸性雨調査 

本県の酸性雨の状況を把握し，地域特性を明

らかにすることを目的に，降水中の pH 等のモ

ニタリング調査を実施している。  
大館市（北秋田地域振興局大館福祉環境部），

秋田市（秋田県健康環境センター）及び横手市

（平鹿地域振興局福祉環境部）の 3 地点におい

て，降水を原則 1 週間単位で通年採水し，pH，

電気伝導率，降水量，陽イオン成分（NH4
+，K+，

Na+，Ca2+，Mg2+）及び陰イオン成分（SO4
2-，

NO3
-，Cl-）の 11 項目，1,661 件について測定し

た。その結果，pH の年平均値は 5.18（秋田市）

から 5.20（大館市）の範囲であった。  
 
アスベスト環境調査 

大気汚染防止法に基づく届出があった特定粉

じん排出等作業について，周辺環境のアスベス

ト濃度を測定し，作業が適正に管理されている

かを検証している。また，環境中におけるアス

ベスト濃度の実態を把握し，今後のアスベスト

飛散防止対策に資することを目的に，一般大気

中の測定を実施している。 

令和 3 年度は届出があった 5 件の特定粉じん

排出等作業について，それぞれの敷地境界 4 方

向 4 地点においてモニタリング調査を行った。

また，一般大気環境中のアスベスト濃度調査に

ついて，大館市，男鹿市，横手市の各 2 地区に

おいて 2 地点ずつ行った。その結果，基準は設

けられていないが, いずれの地点においても大

気汚染防止法に基づくアスベスト製品の生産又

は加工にかかる工場等の敷地境界基準（空気 1L
あたり 10 本のアスベスト）を下回っていた。 

 

＜福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査＞ 

福島第一原子力発電所の事故を受け，県内で

処理される廃棄物の放射性物質濃度を把握する

ことを目的に，最終処分場放流水，汚泥等の分

析を実施している。  
令和 3 年度は，最終処分場放流水・地下水 22

検体，汚泥 11 検体，河川水 20 検体，その他 3
検体の計 56 検体，140 件について行い，全て基

準に適合していた。  
 

＜水質汚濁対策に係る調査・検査＞  
公共用水域水質調査 

水質汚濁防止法第 15 条に基づき，公共用水委

の水質の汚濁状況を把握することを目的に，八

郎湖，田沢湖及び十和田湖の水質調査を実施し

ている。令和 3 年度は，湖水及び流入河川水 360
検体を採取し，3,982 件の分析を実施した。  

この 3 つの湖沼のうち，化学的酸素要求量

（COD）の環境基準を達成したのは田沢湖のみ

であった。健康項目については，全ての湖沼に

おいて環境基準を達成した。 
 

工場・事業場排水基準検査 

水質汚濁防止法及び秋田県公害防止条例に基

づき，工場・事業場の排水基準適合状況を把握

するため，令和 3 年度は 179 検体，990 件の検

査を行った。基準に適合しなかった検体は 20
検体，項目別では pH 3 件，生物化学的酸素要求

量（BOD）7 件，浮遊物質量（SS）3 件，全り

ん 2 件，全窒素 5 件であった。  
 

＜生活衛生に係る検査＞ 

 不特定多数が利用する遊泳用プール及び公
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衆浴場の衛生向上を図ることを目的に，水質検

査を実施している。  
 令和 3 年度は，遊泳用プール 6 施設 18 件につ

いて検査を行い，全ての施設で基準に適合して

いた。  
 

＜騒音対策に係る検査＞ 

航空機騒音調査 

 空港周辺における航空機騒音の実態を把握

することを目的に，秋田空港東側の藤森及び西

側の安養寺を基準点として固定局舎による通年

測定を行うとともに，補助点として堤根で 1 週

間の短期測定を行った。 

大館能代空港における測定は，新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策により，便数が大きく

減少したことから，実施しなかった。 
 
＜廃棄物対策に係る調査・検査＞ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き，産業廃棄物の排出事業所や処理施設等から

排出される汚泥，放流水等の適正な管理状況を

把握するため，廃棄物の種類に応じ，重金属類，

シアン化合物等の項目について検査を実施して

いる。令和 3 年度は 49 検体，276 件について検

査を行い，全て基準に適合していた。  
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表 5 行政依頼検査（環境保全班）   
 

（件数） 

項 目                         年 度 令和元 令和 2 令和 3 

大気汚染対策に係る 

調査・検査 

大気汚染常時監視*1 

一般環境大気測定局 
46 42 42 

(400,769) (358,585) (341,843) 

自動車排出ガス測定局*2 
5 

－ － 
(42,374) 

大規模工場の常時監視*1 
84 84 68 

(489,314) (566,754) (547,432) 

工場・事業場ばい煙排出基準検査 23 7 3 

酸性雨調査 酸性雨実態調査 1,584 1,639 1,661 

アスベスト 

環境調査 
石綿飛散調査 28 24 32 

福島原子力発電所事故に

伴うモニタリング調査 
核種分析 

環境試料 
216 182 140 

(地下水、河川水、汚泥等） 

環境放射能水準調査 空間線量（モニタリングポスト） 2,195 2,190 2,190 

水質汚濁対策に係る 

調査・検査 

環境調査 

公共用水域水質調査 4,149 3,983 3,982 

地下水調査 2 4 1 

緊急調査 135 80 56 

工場・事業場排水基準検査 1,351 1,048 990 

八郎湖水質保全 

対策調査 
底質等調査*3  820 821 197 

玉川酸性水影響調査 358 368 360 

十和田湖水質保全対策調査 256 256 256 

土壌汚染対策に係る検査 汚染土壌処理事業所検査 20 0 0 

生活衛生に係る検査 
遊泳用プール水質検査 24 21 18 

公衆浴場水質検査 32 48 0 

騒音対策に係る調査 航空機騒音調査 723 696 684 

化学物質対策に係る調査 化学物質環境調査 43 46 46 

廃棄物対策に係る 

調査・検査 

産業廃棄物等基準検査 403 366 276 

能代産業廃棄物処理センター関連調査 634 657 694 

緊急調査   0 0 56 

合    計 （*1 を除く） 12,996 12,436 11,642 

*1  大気汚染及び大規模工場の常時監視は，測定対象項目数（実測データ数）を表す。  
*2  自動車排出ガス測定局は，令和元年度末で廃止となった。  
*3  底質等調査に係る件数は，R3 年度から計数方法を変更した。  
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2．研修・学会等 

2.1 研修等参加：全てオンライン参加 

年月日 研修名 参加者等 主催機関 

R3.4.26 
.～5.28 データサイエンス講座 池 田 聡 彦 総務省統計研究研修所 

R3.5.21 製薬製造現場に今後求められるデジタル化対

応とは ～Part 11 から over DX～ 
池 田 聡 彦 LabWare Japan 

R3.6.26 第 76 回秋田県感染対策協議会研修会 ウイルス班 秋田県感染対策協議会 

R3.7.9 
衛生微生物技術協議会・第 41 回研究会アルボ

ウイルス・リケッチアレファレンスセンター

等関連合同会議 

ウイルス班 国立感染症研究所 

R3.7.21 
京都大学 産学連携 SDGs「下水から新型コロ

ナウイルスがわかる」～産学連携による持続

可能な社会に向けて～ 

斎 藤 博 之 

秋野和華子 

池 田 聡 彦 

京都知恵産業創造の森産学公

連携推進部 

R3.10.12 
.～10.13 

令和 3 年度地方衛生研究所全国協議会北海道･

東北・新潟支部微生物研究部会総会・研修会 

地域専門家会議及び地域レファレンスセンター

連絡会議 

保健衛生部 

池 田 聡 彦 

令和 3 年度地方衛生研究所全国

協議会北海道・東北・新潟支部 

R3.10.20 
.～10.21 

令和 3 年度 薬剤耐性菌の検査に関する研修基

本コース 
伊 藤 佑 歩 国立感染症研究所 

R3.10.22 
LabWare Japan セミナー2021  DI を実現する

LIMS システム導入セミナー PIC/S 査察官向け

DI ガイダンスのポイント紹介 

池 田 聡 彦 LabWare Japan 

R3.10.27 
令和 3 年度地方衛生研究所全国協議会北海道･

東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会・

研修会 

保健衛生部 
令和 3 年度地方衛生研究所全国

協議会北海道・東北・新潟支部 

R3.11.13 
.～12.10 

令和 3 年度日臨技北日本支部臨床微生物部門

研修会 
髙 橋 志 保 

（一社）日本臨床検査技師会北

日本支部会 

R3.12.23 厚生労働省オミクロン株説明会 ウイルス班 厚生労働省 

R4.1.13 
令和 3 年度地方衛生研究所全国協議会北海道･

東北・新潟ブロック腸管出血性大腸菌検査担

当者研修会 

今 野 貴 之 
令和 3 年度地方衛生研究所全国

協議会北海道・東北・新潟支部 

R4.1.17 
.～1.18 

令和 3 年度化学物質環境実態調査環境科学セ

ミナー 

玉 田 将 文 

和 田 佳 久 

池 田 聡 彦 

環境省 

R4.1.20 統合データベース講習会「タンパク質のデー

タベースを活用する」 
池 田 聡 彦 

（国研)科学技術振興機構バイオ

サイエンスデータベースセンター 

R4.1.21 令和 3 年度 衛生理化学分野研修会 理 化 学 班 地方衛生研究所全国協議会 

R4.1.24 
～1.25 

令和 3 年度検査機関に対する検査能力・精度

管理等の向上を目的とした講習会（検査能力

向上講習会） 

伊 藤 佑 歩 国立感染症研究所 

R4.2.17 
.～2.18 令和 3 年度希少感染症診断技術研修会 保健衛生部 国立感染症研究所 

R4.2.18 
日本食品衛生学会ブロックイベント（西日本

ブロック合同企画）令和 3 年度 第 2 回食品に

関するリスクコミュニケーション公開セミナー 

松渕亜希子 

藤 井 愛 実 

厚生労働省 

（公社）日本食品衛生協会 
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2.2 学会等出席 

年月日 学会名 
参加者/班・部 

（○発表者） 
主催機関 開催地等 

R3.5.21 第 30 回感染研シンポジウム   保健衛生部 国立感染症研究所 オンライン 

R3.6.9 
.～6.10 衛生微生物技術協議会第 41 回研究会 保健衛生部 

池 田 聡 彦 
国立感染症研究所 オンライン 

R3.7.23 第 70 回東北公衆衛生学会学術大会 
○柴田ちひろ 

斎 藤 博 之 

秋野和華子 

東北公衆衛生学会 オンライン 

R3.9.7 秋田県感染症研究会第 80 回例会  斎 藤 博 之 

 秋野和華子 
秋田県感染対策協議会 秋田市＊ 

R3.9.10 第 28 回ダニと疾患のインターフェース

に関するセミナー（SADI) ○佐 藤 寛 子 SADI 組織委員会 オンライン 

R3.9.14 第 64 回大気環境学会 大気環境モデリン

グ分科会 
 環境保全部 大気環境学会 オンライン 

R3.9.14
～9.15 第 24 回日本水環境学会シンポジウム 環境保全部 日本水環境学会 オンライン 

R3.9.16 令和 3 年度日本水環境学会 COVID-19 タ

スクフォースセミナー 
 斎 藤 博 之 

 秋野和華子 
日本水環境学会 オンライン 

R3.9.17 第 3 回 SFTS 研究会学術集会 ウイルス班 SFTS 研究会 オンライン 

R3.9.20 
.～9.22 

日本陸水学会 第 85 回大会 環境保全部 日本陸水学会 オンライン 

R3.9.21 
～10.20 

第 42 回日本食品微生物学会学術総会 
○斎 藤 博 之 

髙 橋 志 保 

秋野和華子 

日本食品微生物学会 オンライン 

R3.10.12 
～10.13 

地方衛生研究所全国協議会 北海道・東

北・新潟支部 微生物研究部会 
 保健衛生部 

 池 田 聡 彦 

地方衛生研究所全国協議

会 北海道・東北・新潟

支部 

オンライン 

R3.10.26 
～11.9 

日本食品衛生学会第 117 回学術講演会 理 化 学 班 日本食品衛生学会 オンライン 

R3.11.5 令和 3 年度地方衛生研究所 全国協議会 
近畿支部自然毒部会研究発表会  理 化 学 班 

地方衛生研究所 全国協

議会 近畿支部 
オンライン 

R3.11.15 ウイルス性下痢症研究会第32回学術集会 ○斎 藤 博 之 

秋野和華子 
ウイルス性下痢症研究会 オンライン 

R3.11.16 
～11.18 

第 68 回日本ウイルス学会学術集会 ○斎 藤 博 之 日本ウイルス学会 オンライン 

R3.11.17 
～11.18 

第 44 回農薬残留分析研究会 
 松渕亜希子 

 古井真理子 

 藤 井 愛 実 

日本農薬学会  

残留農薬分析研究会 
オンライン 

R3.11.18 第48回環境保全・公害防止研究発表会 
○玉 田 将 文 

  環境保全部 
全国環境研究協議会 オンライン 

R3.11.25 
～11.26 

第 58 回全国衛生化学技術協議会年会 理 化 学 班 全国衛生化学技術協議会 オンライン 

R3.12.3 秋田応用生命科学研究会第 34 回講演会 ○斎 藤 博 之 
秋田県総合食品研究セン

ター 
秋田市 
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R3.12.14 令和3年度日本公衆衛生協会シンポジウム  保健衛生部 日本公衆衛生協会 オンライン 

R4.1.21 第 67 回日本水環境学会セミナー 環境保全部 日本水環境学会 オンライン 

R4.1.27 第 35 回公衆衛生情報研究協議会総会・

研究会  保健衛生部 公衆衛生情報研究協議会 オンライン 

R4.2.1 
.～2.17 

第 37 回全国環境研究所交流シンポジウム 
玉田将文 

和田佳久 
国立環境研究所 オンライン 

R4.3.4 令和3年度茨城県霞ヶ浦環境科学センター

研究成果発表会 

玉田将文 

和田佳久 

茨城県霞ヶ浦環境科学セ

ンター 
オンライン 

R4.3.7 
.～3.8 

令和 3 年度地域保健総合推進事業発表会  ウイルス班 日本公衆衛生協会 東京都＊ 

R4.3.16 
.～3.18 

第 56 回日本水環境学会年会 環境保全部 日本水環境学会 オンライン 

*ハイブリッド開催 

 

2.3 健康環境センター調査研究発表会 

 開催日：令和 3 年 8 月 6 日  美の国秋あきたネット公開 

 

2.4 その他の発表 

 演題名  発表者 

1 新規食中毒原因菌エシェリキア・アルバーティーは何処にいるか？  今 野 貴 之 

2 秋田県における新型コロナウイルスの検出状況  樫 尾 拓 子 

3 LC-MS/MS による有毒植物イヌサフラン調理品中に含まれるコルヒチン等

の分析  藤 井 愛 実 

4 秋田県一般環境大気中メタン濃度測定結果（平成 12 年度～令和元年度）に

ついて  梶 谷 明 弘 

5 八郎湖における POPs 条約対象物質等の残留状況及び経年変化の把握  玉 田 将 文 

年月日 発表会名 演題名 発表者 開催地等 

R4.1.21 
令和 3 年度秋田

県保健環境業務

研究発表会  

秋田県におけるカルバペネム耐性腸内細

菌科細菌感染症の届出状況及びサーベイ

ランス結果  
髙 橋 志 保 

オ 

ン 

ラ 

イ 

ン 

食品中のヒスタミン分析法の検討  古井真理子 

県内流通食品の水分活性及び pH の調査

結果について  若 狹 有 望 

平成 28～令和 2 年度における工場事業場

排水の試験検査結果について 野 村  修 
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2.5 講師派遣等 

2.5.1 技術支援 

 

2.5.2 出前講座 

 

2.5.3 その他講師派遣 

実施日 主な内容 講師 依頼元 参加人数 

R3.5.17 廃棄物および地下水中の揮発性有機化

合物のモニタリングと生物影響 
小 林 貴 司 秋田県立大学 5 

R3.5.24 食品および農産物中の残留農薬のモニ

タリングと生物影響 
小 林 貴 司 秋田県立大学 5 

R3.6.12 新型コロナウイルス検査の実際と検出

状況 
秋野和華子 秋田県臨床検査技師会 63 

R3.8.3 初任科（放射性物質災害） 斎 藤 博 之 消防学校 46 

R3.10.14 疾病論Ⅱ（微生物） 斎 藤 博 之 由利本荘看護学校 35 

R3.10.20 
～10.21 

令和 3 年度 薬剤耐性菌の検査に関す

る研修基本コース 
髙 橋 志 保 

国立感染症研究所薬

剤耐性研究センター 
53 

R3.10.21 疾病論Ⅱ（微生物） 斎 藤 博 之 由利本荘看護学校 35 

R3.10.28 疾病論Ⅱ（微生物） 斎 藤 博 之 由利本荘看護学校 35 

R3.11.4 疾病論Ⅱ（微生物） 斎 藤 博 之 由利本荘看護学校 35 

R3.11.9 特殊災害科（細菌・ウイルス災害） 斎 藤 博 之 消防学校 14 

R3.11.11 疾病論Ⅱ（微生物） 斎 藤 博 之 由利本荘看護学校 35 

R4.1.13 
令和 3 年度北海道・東北・新潟ブロッ

ク腸管出血性大腸菌検査担当者 Web
研修会 

今 野 貴 之 
岩手県環境保健研究

センター 
18 

R4.3.19 最奥の場所～新型コロナウイルス検査

の舞台裏～ 
斎 藤 博 之 あきた環境懇話会 30 

 

 

 

 

年月日 主な内容 講師 対象 参加人数 

R3.10.8 Escherichia albertii の検査法について  今 野 貴 之 秋田県食肉衛生検査所  2 

講座名 講師 実施回数 延参加人数 

ウイルスによる感染症・食中毒について  斎 藤 博 之 4 168 
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2.6 視察・見学等受入 

＊令和 2～3 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策により，中止となった。 

  

2.7 受賞・表彰等 

 

参加者区分 
参加人数（団体数） 

令和元年度  令和 2 年度 令和 3 年度 

インターンシップ*  5（5） 0 0  

その他の学生  32（2） 5（1） 12（1） 聖霊女子短期大学専攻科（2 年生） 

合計 37（7） 5（1） 12（1） 短期大学 1 

年月 表彰名 受賞者 授与機関 

R3.7 令和 3 年度全国環境研究協議会  
北海道・東北支部長表彰  梶 谷 明 弘 全国環境研究協議会北海道・東北

支部 

R3.7 令和 3 年度地方衛生研究所全国協議会

北海道・東北・新潟支部長表彰  秋野和華子  地方衛生研究所全国協議会北海

道・東北・新潟支部  

R3.10 厚労省医薬・生活衛生局長感謝状 

(環境衛生監視業務功労者） 野 村  修 厚生労働省  
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3．研究業務実績 

3.1 保健衛生部 細菌班 

 

食品由来感染症の病原体解析の手法及び病

原体情報の共有に関する研究（厚生労働科

学研究費補助金） 
（令和 3 年度～令和 5 年度）  

 
研究概要  

平成 30 年 6 月 29 日付厚生労働省から発出さ

れた事務連絡「腸管出血性大腸菌による広域的

な感染症・食中毒に関する調査について」によ

り，腸管出血性大腸菌の遺伝子解析検査は

MLVA 法に統一され，情報共有の迅速化が求め

られている。しかしながら，分子疫学解析には

他にも PFGE 法や IS-PS 法があり，多くの機関

で行われている。そこで，北海道・東北・新潟

ブロック腸管出血性大腸菌解析及び精度管理に

関する研究として，MLVA 法，PFGE 法，及び

IS-PS 法の 3 法の精度管理及び Web による研修

を実施した。  
結果  
 IS-PS 法の精度管理を実施し，判定の難しい菌

株を解析することで，技術の向上に繋がった。

また，各施設で正確な解析のために工夫してい

る点について情報共有した。 
 
 
環境中における薬剤耐性菌及び抗微生物剤

の調査法等の確立のための研究（厚生労働

科学研究費補助金） 
（令和 3 年度～令和 5 年度）  
 
研究概要  

全国各地の水再生センター（下水処理場）か

らの放流水を採水し，国立感染症研究所・病原

体ゲノム解析研究センターにて網羅的塩基配列

解析（メタゲノム解析）を実施し，水環境中に

存在する薬剤耐性遺伝子をモニタリングする。  
結果  
 令和 3 年度は，県内 1 ヵ所から夏季と冬季

の 2 回採水し，国立感染症研究所・病原体ゲノ

ム解析研究センターにて当該サンプルの解析が

終了した。これまでの調査から，検出される薬

剤耐性遺伝子に地域差や季節変動があることが

確認された。 
 
食品微生物試験法の国際調和のための研究

（厚生労働科学研究費補助金） 
（令和 3 年度～令和 5 年度）  
 
研究概要  

カンピロバクター食中毒の発生低減に向け，

欧州では鶏肉の定量的モニタリングが行われて

いる。しかしながら，国内においての鶏肉等に

おけるカンピロバクターの定量的汚染データは

極めて限定的であり，試験法の統一性について

も不明な点が多い。国内の食品微生物試験法を

国際調和の取れた形へと導くための科学的根拠

を創出することを目的として，カンピロバクタ

ーの定量試験法を策定し，妥当性を評価する。  
結果  
 国立医薬品食品衛生研究所との共同研究によ

り，Campylobacter jejuni に汚染された 48 検体に

ついて定量試験法を実施し，各施設の結果を比

較して試験法の妥当性を確認した。 
 
 
食中毒原因細菌の検査法の整備のための研

究（厚生労働科学研究費補助金） 
（令和 3 年度～令和 5 年度） 
 
研究概要  

国内では astA 保有大腸菌による食中毒の発

生が続いており，患者が 3,000 人を超える大規

模事例も発生している。しかしながら，これら

の非典型的な病原大腸菌の食品等の検査法は国

内外で確立されていない。また，病原大腸菌に

類似する Escherichia albertii の食品での検査法

についても，標準的な検査法は整備されていな

い。検査法を適切に整備することで，食品等で

の汚染実態を明らかにし，その制御法を検討す

る。 
結果  
 astA 保有大腸菌の県内での検出状況を解明

し，30 株の astA 保有大腸菌を確認した。また， 

E. albertii の食品検査法について，19 検体を供試

して，国立医薬品食品衛生研究所等とコラボレ

イティブスタディを行い，妥当性を評価した。
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薬剤耐性菌のサーベイランス強化および薬

剤耐性菌の総合的な対策に資する研究（日

本医療研究開発機構研究費補助金） 

（令和 3 年度～令和 5 年度） 
 

研究概要  
 2017 年から開始された薬剤耐性菌病原体サー

ベイランスにより，カルバペネマーゼ遺伝子な

どの薬剤耐性遺伝子の種類や保有率，保有する

菌種は，国内において地域差があることが明ら

かとなった。薬剤耐性菌感染症例からの分離株

を精査することで，国内における臨床疫学・分

子疫学像を明らかにし，地域差を考慮した薬剤

耐性菌の分子疫学マップを作成する。また，38
カ所の地方衛生研究所において，作成された薬

剤感受性試験法手順書に基づき，カルバペネム

耐性腸内細菌科細菌（CRE）感染症由来株の薬

剤感受性試験を実施し，手順書の検証を行う。 

結果  
 令和 3 年度は，CRE 感染症届出症例由来株 20
株を国立感染症研究所薬剤耐性研究センターに

送付した。今後，さらに菌株を送付し，ゲノム

解析が行われる。 

 

 
カンピロバクターレファレンスセンター業

務（衛生微生物技術協議会） 
（平成元年度～） 

百日咳レファレンスセンター業務（衛生微

生物技術協議会） 
（平成 15 年度～）  

薬剤耐性菌レファレンスセンター業務（衛

生微生物技術協議会） 
（平成 27 年度～）  

 
研究概要  
 衛生微生物技術協議会のレファレンスセン

ター業務として，カンピロバクター，百日咳

及び薬剤耐性菌について検査法の検討，地区

内における検査の技術支援，研修等のレファ

レンスセンター業務を行っている。 
結果  
 カンピロバクターレファレンスセンター業務

として，C. jejuni の Penner PCR 型別法の評価試

験を行った。令和 3 年度は 19 株について PCR

型別法で解析し，PCR 型別法の有用性が実証さ

れた。また，病原因子等のプロファイルに基づ

く新たな分子疫学解析法として，mP-BIT 法を

21 株で試行し，血清型との関連を明らかにした。 
 
 
新 し い 食 中 毒 原 因 菌 Staphylococcus 

argenteus による市販食品等の汚染実態の

解明（大同生命厚生事業団地域保健福祉研

究助成） 

（令和 2 年度～令和 3 年度） 
 

研究概要  
S. argenteus による食中毒事例報告は少なく，

本菌に関する詳細は不明である。そのため，本

菌を迅速かつ確実に検出するための検査法を検

討し，さらに県内における市販食品等の汚染実

態を調査する。 

結果  
 ブドウ球菌食中毒の原因菌となる S. argenteus
と黄色ブドウ球菌の鑑別が可能なリアルタイム

PCR 法による，増菌培養液からの迅速検出法を

確立した。また，食肉や生菓子等の市販食品 176
検体について汚染実態を調査し，鶏肉等 3 検体

から S. argenteus を検出した。検出率は低いもの

の，本県で流通している食肉等が汚染されてい

る実態が明らかとなった。 
 
 
3.2 保健衛生部 ウイルス班 

 

ノロウイルスによる健康被害実態及び食品

寄与率の推計に関する研究（内閣府食品安

全委員会・食品健康影響評価技術研究） 
（令和元年度～令和 3 年度）  
 
研究概要 

ノロウイルス（NoV）による感染症は食中毒

事例のみならず施設等での集団感染事例による

健康被害が報告されており，その対策は公衆衛

生上の大きな課題となっている。食品衛生の観

点からは NoV 感染症の全体像(ヒト，食品，環

境での循環)と，その中に占める食品の寄与を把

握しリスクの低減を図ることが重要である。本

研究では NoV 感染症における全体像，食品の寄
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与，および調理従事者の感染状況等の把握のた

めの基礎的知見を得て，リスクプロファイル提

言の次期更新に繋げることを目的としている。  
結果 

2021 年 4 月～2022 年 3 月に秋田県で発生した

NoV による集団感染事例は 10 例あった。その内

8 例が保育園におけるヒト－ヒト感染であり食

品が原因と考えられるものは 2 例であった。1
例はサーモン塩焼きから，もう 1 例は大根おろ

しから NoV が検出され，患者と調理従事者の検

便から検出された NoV と遺伝子配列が一致し

た。両事例とも食品の検査にはパンソルビン・

トラップ法が用いられた。 
 

 

3.3 理化学部 理化学班 
 
原子力規制庁委託 環境放射能水準調査 
（昭和 36 年～）  
 
研究概要 

本県では昭和 29 年から雨水･地下水･河川水

等の放射能測定を独自に実施しており，昭和 36
年からは科学技術庁（当時）の委託を受けて国

の放射能水準調査に参加し，現在も継続して実

施している。  
調査項目は環境試料中の「ガンマ線放出核

種」，「定時降水試料中の全ベータ放射能」及

び「空間放射線量率」であり，対象は大気浮遊

じん，降下物，降水，陸水（蛇口水，河川水），

土壌及び県内産食品（牛乳，野菜，海藻等）で

ある。  
また，測定結果の信頼性を確保するため，年

に一度の外部精度管理試験を実施している。  
結果 

令和 3 年度は，環境試料中のガンマ線放出核

種分析については 25 検体（123 件）を実施し，

このうち，土壌及び精米の各１検体からごく微

量の放射性セシウムが検出されたが，いずれも

例年と比較して大きな変動はなかった。  
定時降水試料中の全ベータ放射能分析につい

ては 145 検体を実施し，年間を通して異常はな

かった。  
外部精度管理試験については模擬牛乳，粉末

試料及び模擬土壌の計 6 検体（34 件）を実施し，

全て基準に適合していることを確認した。  
 

 
食品中の残留農薬の分析精度向上と調理に

よる変化に関する研究 
（県政策）  

（令和 3 年度～令和 5 年度）  

 
研究概要 

食品の安全性確保対策の一環として，残留農

薬の分析精度の向上と分析可能食品の拡充を図

るため，県内に流通する多種多様な食品につい

て妥当性評価試験を実施する。また，食の安全

・安心に寄与するため，一般家庭で行われる洗

浄や加熱等の調理操作による農薬の変化を探る

挙動確認試験等を行うことで，農場から食卓ま

での農薬の挙動を分かりやすく提示し ,県民の

残留農薬に対する正しい知識・理解の向上を図

る。 
結果 

 令和 3 年度は，従来の分析法を改良し，効率

化，迅速化及びコスト削減を行った。改良分析

法の妥当性を検証するため，食品 6 種類につい

て妥当性評価試験を行い，従来法と同等以上の

精度を確認した。  
 5 種類の食品において調理操作による残留農

薬の挙動確認試験を実施し，試料中の残留農薬

の基礎データを収集した。 
 
 
3.4 環境保全部 環境保全班 

 
環境省委託 化学物質環境実態調査 

（平成元年～）  
 
研究概要 

 本調査は環境省が実施する化学物質の全国的

な調査であり、次の二つの目的で行われている。 
1）初期／詳細環境調査 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律（化管法）」

の指定化学物質及び「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律（化審法）」に定める優

先評価化学物質の環境リスク評価等を行う際の

資料とするために，環境中化学物質濃度を把握
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すること。  
2）モニタリング調査 

「化審法」の特定化学物質等の環境中残留状

況を監視し，「残留性有機汚染物質（POPs）に

関するストックホルム条約」対象物質等の環境

中残留状況の経年変化を把握すること。  
 これらの目的のために，国との協議のうえ選

定した秋田運河及び八郎湖の地点において水・

底質試料を採取し，国委託の分析機関へ送付し

た。 
結果 

秋田運河では，水質試料からオクタメチルシ

クロテトラシロキサン，二硫化炭素等が検出さ

れ，底質試料からは[(3-オクタデカンアミド-

プロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート等

が検出された。  
八郎湖では，水・底質試料から PCB，HCB，

PFOS，PFOA 及びペンタクロロベンゼンが微量

に検出されたが，これらの POPs 濃度レベルは

横ばい又は漸減傾向で推移している。  
なお，本調査結果の詳細は，環境省のウェブサ

イト(http:www.env.go.jp/chemi/kurohon/)で公開

されている。  
 
 
自然湖沼における気候変動影響の観測と評

価 

（令和 3 年度～令和 5 年度）  
 
研究概要 

 気候変動に伴う高水温化や貧酸素化は自然

湖沼でも常態化すると考えられている。特に

湖底付近の貧酸素化は，底生生物の大量死や

湖底堆積物から栄養塩の溶出により湖水の水質

悪化を引き起こす。その影響を軽減するため

に，高水温化や貧酸素化の現状把握と水生生

物の減少や水質環境への影響を把握すること

が必要である。そこで当センターでは，国立環

境研究所及び 6 道県との共同研究に参画し，自

然湖沼を対象とした湖水の酸素代謝変数の温

度依存性，気象依存性の評価及び貧酸素化要

因の解明に取り組んでいる。 

結果 

 令和 3 年度は，八郎湖内の大潟橋，湖心及び

調整池西部の計 3 地点に水温及び溶存酸素濃度

のセンサーロガーを設置し，5 月下旬から 11 月

上旬までのおよそ 5 か月間に渡り水面下 50 cm
の表層部及び湖底上 50 cm の底層部の連続デー

タを取得した。また，月に 1 回の同地点での表

層部及び底層部の採水調査も実施し，各水質項

目のデータも取得した。  
 この結果，水深が 8 m 程度と八郎湖の中では

比較的深い湖心及び調整池西部では，特に 8 月

上旬までの気温が上昇傾向の期間では底層部の

貧酸素化の継続が見られた。この理由として，

日射や気温の影響を直接受けて温まりやすい表

層部と，その影響を受けにくい底層部との水温

差が拡大することで生じる密度差によって湖水

の鉛直混合が妨げられ，底層部への酸素の供給

がなくなることが推測された。8 月中旬頃から

気温が低下傾向に転じてからは，同 2 地点にお

いて，気温が上昇傾向の時期に比較し底層部の

貧酸素化の継続期間は短くなった。なお，大潟

橋の調査地点では，水深が 3.5 m 程度と比較的

浅いため風等による湖水全体の撹拌が比較的起

きやすく，気温が上昇傾向の期間においても湖

心及び調整池西部ほどは底層部の貧酸素化は継

続しなかった。  
 湖心及び調整池西部の底層部では，貧酸素化

が継続していた 8 月の水質が，貧酸素化が見ら

れなかった他の月と比較し，アンモニア態窒素

及びリン酸態リンの濃度が上昇していることが

確認された。このことから，底層部の貧酸素化

により湖底堆積物から湖水へと栄養塩が溶出し

ていることが示唆された。 
令和 4 年度以降も，底層部の貧酸素化の原因

究明及びデータの蓄積のために，引き続き調査

を実施する予定である。

 
 

- 23 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ⅲ 報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



秋田県健康環境センター年報 第17号 2021 

 

食品衛生対策事業  
秋田県内に流通する食品中の残留農薬検査について 

（平成 18 年度～令和 3 年度） 
 

松渕亜希子  古井真理子  珍田尚俊 

 

県内に流通する食品の安全性確保を目的として，当センターでは農産物を中心に残留農薬検査を実施し

ている。本編では，ポジティブリスト制度が施行された平成 18 年度から令和 3 年度までの 16 年間におけ

る検査結果を集計し，検出された農薬の種類や頻度，及び食品毎の特徴等をまとめた。 

検査を実施した総検体数は 939 検体，検査対象農薬の総延べ検査数は 196,481 件で，そのうち 482 検体

から延べ 1,015 件の農薬が一律基準（0.01 ppm）以上の濃度で検出された。 

検出農薬については，0.01～0.1 ppm の検出割合が最も多く，概ね各残留基準値の 20 分の 1 に相当する

範囲内にあった。検出回数の多い農薬として，ジノテフランやアセタミプリド等のネオニコチノイド系殺

虫剤が挙げられ，トマト,玄米，りんご等の多くの農産物から検出された。 

なお，基準値超過事例は平成 18，19 年度に 1 件ずつ計 2 件あり，いずれも適正な措置がとられた。 

 

1．はじめに 

 秋田県における食品の安全確保に向けた取り

組みの一環として，当センターでは，県内で流通

する農産物を中心に残留農薬検査を行っている。 
平成 18 年にポジティブリスト制度が施行され，

検査対象農薬の拡大と一律基準（0.01 ppm）レベ

ルの分析が必要となり，当センターにおいても，

ガスクロマトグラフ質量分析計及び液体クロマト

グラフ質量分析計を用いた多成分一斉分析法によ

る検査体制を構築し，運用してきた。 
ポジティブリスト制度が始まって 16 年余りが

経ち，残留農薬のリスク管理は確実に強化されて

いるが，内閣府食品安全委員会や県の調査からは，

依然，消費者が残留農薬の安全性に対して高い関

心を持っていることがうかがえる 1-3）。検査結果に

ついては，これまでに平成 18 年度から 20 年度ま

での 3 年間の集計結果を報告しているが 4），平成

21 年度以降は行っていない。そこで，今後の食品

衛生行政の推進に資するため，改めて平成 18 年度

から令和 3 年度までの検査結果をまとめたので報

告する。 
 
2．方法 

2.1 検査対象食品 

秋田県食品衛生監視指導計画に基づき，平成 18
年度から令和 3 年度までの県の 8 保健所で収去し

た食品（農産物 42 種類 833 検体，畜産物 1 種類 4
検体，加工食品 4 種類 102 検体の合計 939 検体）

を対象とした。表 1 に検査対象食品の内訳を示す。 

 

表 1 検査対象食品の内訳 

 
2.2 検査対象農薬 

 平成 18 年度から 20 年度までは 204 農薬，平成

21 年度から 24 年度までは 150 農薬，平成 25 年度

から令和 3 年度までは 356 農薬を対象とした。 

分類 産地 検体数

トマト 大豆

きゅうり しめじ

こまつな もも

キャベツ 未成熟いんげん

はくさい チンゲンサイ

ピーマン ほうれんそう

なす いちご

だいこん とうもろこし

玄米 メロン

すいか えだまめ

日本なし ねぎ

ばれいしょ 小豆

かぼちゃ りんご

きょうな みかん

さといも レモン*
かぶ ブロッコリー*
しゅんぎく アスパラガス*
レタス ぶどう*
にんじん さくらんぼ*
パプリカ バナナ

グレープフルーツ オレンジ

レモン ブロッコリー

アスパラガス ぶどう

さくらんぼ

畜産物（1種類） 国産 はちみつ 4

国産 果実ジュース　冷凍食品　小麦粉　漬物 60

輸入 果実ジュース　冷凍食品　小麦粉 42

計 939

加工食品

（4種類）

品目

農産物

（42種類）

* 国産品と輸入品がある農産物（5種類）

国産

輸入 82

751
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2.3 装置 

検査に使用した装置は，以下のとおりである。 
1）ガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MS，GC-

MS/MS） 
・Agilent 社製 GC6890 / MSD5973N 

（平成 18～23 年度で使用） 
・Thermo Fisher Scientific 社製 TRACE GC Ultra / 

TSQ Quantum（平成 24～令和元年度で使用） 
・島津製作所社製 Nexis GC-2030 / GCMS- 

TQ8050 NX（令和 2～3 年度で使用） 
2）液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS/MS） 
・AB Sciex 社製 Agilent 1100 series / API4000 

（平成 18～30 年度で使用） 
・AB Sciex 社製 Exion LC / QTRAP4500 

（令和元～3 年度で使用） 
 

2.4 分析方法 

平成 18 年度から 23 年度までは，西名ら 5）の方

法を参照した超臨界流体抽出-固相カラム精製法 4）

及び畠山ら 6）のメタノール抽出-限外濾過膜精製

法にて試験溶液を調製し，GC/MS 及び LC-MS/MS
で測定した。 

平成 24 年度から令和 3 年度までは，QuEChERS
法 7）による抽出を行い，抽出液を固相カラムで精

製する方法 8）で試験溶液を調製し，GC-MS/MS 及

び LC-MS/MS で測定した。 
 
2.5 検出限界及び定量下限 

 平成 18 年度から 21 年度までは，検出限界，定

量下限ともに 0.005 ppm とした。 
平成 22 年度から令和 3 年度までは，検出限界

0.005 ppm，定量下限 0.01 ppm とした。 
 
2.6 集計対象 

平成 18 年度から 21 年度までは，食品毎に添加

回収試験を行い，回収率 70～120%（LC-MS/MS は

50～120%）の農薬を集計対象とした。平成 22 年

度から令和 3 年度までは，食品毎に添加回収試験

又は妥当性評価試験を行い，回収率及び精度が厚

生労働省通知 9,10）にある目標値に適合した農薬を

集計対象とした。 
また，原則として 0.01 ppm 以上の検出事例を集

計対象としたが，農産物については検査結果のよ

り詳細な把握のため，0.005 ppm 以上 0.01 ppm 未

満の検出事例も対象とした。 

3．結果及び考察 

3.1 全食品における検査結果の概況 

 平成 18 年度から令和 3 年度にかけて，農産物，

畜産物，加工食品の合計 939 検体の検査を実施し，

検査対象農薬の総延べ検査数は 196,481件となり，

そのうち 482 検体から延べ 1,015 件の農薬が一律

基準（0.01 ppm）以上の濃度で検出された。 
図 1 に当センターにおける各年度毎の検体検出

率及び農薬検出率並びに全国における農薬検出率

及び基準値超過率を示す。 
なお，各検出率は以下のとおり求めた。 
 
検体検出率(%)  

＝ 
農薬が検出された検体数（年度） 

× 100 
全検体数（年度） 

 
農薬検出率(%)  

 
基準値超過率(%)  

 

 

図 1 検体検出率及び農薬検出率の推移 

* 厚生労働省の集計結果（農産物の平成 18～30 
年度の結果）11-18）より作成 

 

16 年間における検体検出率は平均 51±9.6%で，

各年度約 40～60%で推移しており，検査を実施す
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ると約半分の検体から何らかの農薬が検出される

という結果となった。農薬検出率は平均 0.6±0.3%，

最大でも 1.3%で，各年度 0.6%前後で推移してい

た。厚生労働省による全国のデータから集計した

農薬検出率 11-18）は平均 0.4±0.08%で，当センター

よりも若干低く，横ばい傾向であった。 
基準値超過事例は平成 18，19 年度に 1 件ずつ

計 2 件あり，これらの基準値超過率は 0.01%，

0.008%で，全国の基準値超過率 11-18 ）の平均

0.01±0.002%と同水準であった。 
当センターと全国では集計データ数が大幅に異

なるため，単純な比較は難しいものの，農薬検出

率は 1%以下，基準値超過率は 0.01%以下と概ね同

じ傾向であり，県内で流通している食品の残留レ

ベルは十分に低いものと考えられる。 
 
3.2 農産物及び畜産物の検査結果 

3.2.1 検出農薬の類別による概況 
 図 2 に各年度毎の検出濃度別の検出状況を示す。

平成 25 年を除き 0.01 ppm 以上 0.1 ppm 未満の検

出割合が約 40～80%と最も高く，次いで高い 0.005 
ppm 以上 0.01 ppm 未満と合わせると，約 70～90%
を占めた。 
 図 3 に検出農薬の基準値に対する濃度比（以下，

対基準値比）を求め，その対基準値比毎の検出割

合をまとめたものを示す。概ね，対基準値比 1/100
未満の検出割合が約 40～60%で最も高かった。対

基準値比 1/100 以上 1/20 未満と合わせると 75～
95%を占めた。また，対基準値比 1/20 未満に該当

する全ての農薬の実濃度をみると，概ね 0.005～
0.1 ppm の範囲にあった。 
 対基準値比 1/20 以上 1/10 未満及び 1/10 以上 1/2
未満の検出割合は，3～15%，1～12%となり，対基

準値比 1/20 以上になると検出割合が急に減少す

る傾向であった。対基準値比 1/2 以上及び同比以

上に至っては，検出割合が 1～2%と非常に低く，

稀な事例であることが示された。 
対基準値比と同比以上の件数は，平成 18, 19, 27

年度及び令和 2 年度に各 1 件ずつ計 4 件あった。

平成 18，19 年度の各 1 件は基準値超過事例であ

り，いずれも適正な措置がとられた 4）。平成 27 年

度はこまつな 1 検体から殺虫剤ダイアジノンが

0.1 ppm，令和 2 年度はトマト 1 検体から殺虫剤 
メタミドホスが 0.02 ppm 検出され，これらは基準

値と同値で，基準値超過ではないと判断された。 

図 2 検出濃度別の農薬検出状況 

 

図 3 対基準値比別の農薬検出状況 

 

 

図 4 用途別の農薬検出状況 
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トマトから検出されたメタミドホスは無登録

農薬であるが，この検体からはメタミドホスの前

駆物質で，農薬として使用可能なアセフェートも

検出されたため，当該メタミドホスは作物体中で

アセフェートが代謝された結果生じたものである

と考えられた 19）。 
図 4 に用途別（殺虫剤，殺菌剤等）の検出状況

を示す。各年度で殺虫剤と殺菌剤が多く，これら

は約 70～100%を占めた。次いで殺虫・殺ダニ剤，

除草剤，殺ダニ剤と続き，3 剤併せて 2～16%であ

った。農薬の出荷量データ 20-22）によると，野菜・

果樹類では殺虫剤・殺菌剤の出荷量が高く，防除

のために多用されていることが推察され，今回の

結果とも対応していた。また，除草剤も水稲を筆

頭に野菜・果樹類で多用されているが 20-22），除草

剤の選択特性や使用方法によって，栽培作物その

ものに極力残留しないように開発されていること

から，ほとんど検出されなかったと考えられた。 
図 5 に系統別の検出状況を示す。平成 18 年度

を除く各年度で，ネオニコチノイド系殺虫剤が約

10～40%検出された。ピレスロイド系殺虫剤も毎

年度ではないが約 10～20%検出された。さらに，

平成 18 年度から 21 年度にかけてジカルボキシイ

ミド系殺菌剤が約 15～20%，平成 28 年度から令

和 3 年度にかけて酸アミド系殺菌剤が約 10%前後，

平成 27 年度及び平成 29 年度から令和 3 年度にか

けてストロビルリン系殺菌剤が約 10%前後検出さ

れた。 
ネオニコチノイド系殺虫剤の検出は他の自治体

でも比較的多くみられ，また増加傾向であること

から 23-26），同殺虫剤の使用はここ十数年の全国的

なトレンドであり，さまざまな農産物に広く使用

されていると思われる。当センターにおいても，

検査対象とした農産物 42 種類中 31 種類から何ら

かのネオニコチノイド系殺虫剤が検出された。 
ジカルボキシイミド系やストロビルリン系，酸

アミド系の農薬においても各自治体で高頻度に検

出されており 24,25），ネオニコチノイド系農薬も含

め，今後も監視項目として重要と思われる。 
 
3.2.2 検出農薬の詳細について 

平成 18 年度から令和 3 年度までに，全部で 126
農薬が検出され，総検出回数は 1273 回にのぼっ

た。10 回以上検出されたのは 29 農薬で，当セン

ターの検査対象農薬 356 農薬（平成 25～令和 3 年） 

図 5 系統別の農薬検出状況 

 

表 2 10 回以上検出された農薬（降順） 

 

検出農薬
検出

回数

検出

割合(%)
用途 系統

ジノテフラン 84 6.6 殺虫 ネオニコチノイド系

ボスカリド 78 6.1 殺菌 酸アミド系

アセタミプリド 74 5.8 殺虫 ネオニコチノイド系

カルベンダジム 69 5.4 殺菌 ベンゾイミダゾール系

イミダクロプリド 64 5.0 殺虫 ネオニコチノイド系

クロルフェナピル 50 3.9 殺虫・殺ﾀﾞﾆ 有機ハロゲン化合物

イプロジオン 49 3.9 殺菌 ジカルボキシイミド系

プロシミドン 48 3.8 殺菌 ジカルボキシイミド系

クロチアニジン 47 3.7 殺虫 ネオニコチノイド系

アゾキシストロビン 36 2.8 殺菌 ストロビルリン系

ピラクロストロビン 31 2.4 殺菌 ストロビルリン系

シペルメトリン 29 2.3 殺虫 ピレスロイド系

フサライド 24 1.9 殺菌 有機ハロゲン化合物

トリフルミゾール 22 1.7 殺菌 イミダゾール系

クレソキシムメチル 21 1.6 殺菌 ストロビルリン系

ジエトフェンカルブ 20 1.6 殺菌 N-ﾌｪﾆﾙｶｰﾊﾞﾒｰﾄ系

シプロジニル 19 1.5 殺菌 アニリノピリミジン系

トルフェンピラド 19 1.5 殺虫 ﾋﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾙﾎﾞｷｻﾐﾄﾞ

イマザリル 18 1.4 殺菌・防ばい イミダゾール系

エトフェンプロックス 18 1.4 殺虫 ピレスロイド系

クロルピリホス 17 1.3 殺虫 有機リン系

ペルメトリン 17 1.3 殺虫 ピレスロイド系

チアベンダゾール 16 1.2 殺菌・防ばい ヘテロサイクリック系

フルジオキソニル 16 1.2 殺菌 フェニルピロール系

ピリダベン 15 1.2 殺虫 ピラゾール系

フェンプロパトリン 13 1.0 殺虫 ピレスロイド系

フルフェノクスロン 13 1.0 殺虫 ベンゾフェ ニルウレア系

シハロトリン 10 0.8 殺虫 ピレスロイド系

ルフェヌロン 10 0.8 殺虫 ベンゾフェ ニルウレア系

※ 表に挙げた29農薬（延べ検出回数947回）の他，97農薬

　（326回），計126農薬（1273回）を検出
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の約 15%であった。表 2 に 29 農薬の内訳を検出

回数の多い順に示す。 
検出回数が 70 回以上の殺虫剤ジノテフラン（84

回），殺菌剤ボスカリド（78 回），殺虫剤アセタミ

プリド（74 回）の 3 農薬の検出割合を合わせると

18.5%で，約 2 割を占めた。これに検出回数 30 回

以上の農薬の検出割合を合わせると 49.4%，20 回

以上までを含めると 58.5%となり，20 回以上の 16
農薬が汎用されていることが示唆された。 

ネオニコチノイド系殺虫剤 4 種類（ジノテフラ

ン，アセタミプリド，イミダクロプリド，クロチ 
アニジン）は、いずれも検出回数 40 回以上で，検 
出割合の合計が 21.1%を占めた。酸アミド系殺菌

剤ボスカリド，ジカルボキシイミド系殺菌剤イプ

ロジオン及びプロシミドン等，図 5 で比較的高い

割合で検出された系統の農薬についても検出回数

が多く，系統別の検出状況と相関がみられた。 
 

3.2.3 検出検体の概況 

図 6 に検査対象食品別の検体検出率を示す。42
農産物 833 検体及び 1 畜産物 4 検体の合計 837 検

体のうち 37 農産物 439 検体で農薬が検出された。 
22 農産物で検出率が 50%以上であり，そのうち

特に検出率の高かった農産物（検体数 5 以上かつ

検出率 70%以上）は，国産品ではりんご，ピーマ

ン，日本なし，ぶどう，いちご，こまつな及びチ

ンゲンサイ，輸入品ではパプリカ及びレモンであ

った。農薬が検出されなかったのは，ばれいしょ，

しめじ，とうもろこし，さといも，小豆，はちみ

つであった。 
 

3.2.3.1 国産品の検出状況 

国産品において，特に検体数の多い（30 検体以

上）農産物は 6 種類あり，そのうち検出率 50%以

上の農産物はトマト（67.7%），きゅうり（55.9%），

玄米（54.4%），りんご（97.1%）の 4 種類であった

（図 6）。表 3 にこれらの 4 農産物の検出農薬を検

出回数の多い順にまとめたものを示す。 
トマトでは殺菌剤カルベンダジム及びイプロジ

オン，殺虫剤アセタミプリド，殺菌剤ボスカリド

の順で検出回数が多く，総検出回数の約 4 割を占

めた。これらの農薬は県内及び県外の産地別でみ

ても上位を占めていた。また，ネオニコチノイド

系殺虫剤のジノテフランも比較的多く検出し，同 
殺虫剤のイミダクロプリド，クロチアニジンも検 

 
図 6 検査対象食品別の検出状況 

* 総検体数 ** 0.01ppm 未満の検出を含む 

 
出された。 

トマトで最も検出回数の多いカルベンダジムが
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カルブも検出される場合が多かった。これは，ジ

エトフェンカルブにはカルベンダジム耐性菌に対

し抗菌活性があり，耐性菌と感受性菌の同時防除

ができるようカルベンダジムとの混合剤として使

用されているためと推察された 27）。 
きゅうりでは殺菌剤プロシミドン，殺虫・殺ダ

ニ剤クロルフェナピル，殺菌剤カルベンダジムの

検出回数が多かった。最も検出回数の多いプロシ

ミドンは約 8 割が県外産からの検出で，県内産か

らはカルベンダジムや殺虫剤クロチアニジンが比

較的多く検出された。 
また，平成 24 年度の県外産きゅうり 1 検体，平

成 25 年度の県内産きゅうり 2 検体及び令和 3 年

度の県内産きゅうり 1 検体の計 4 検体から殺虫剤

ディルドリンが 0.006～0.01 ppm で検出された。

ディルドリンは 1975 年に登録が失効しており，検

出濃度も低いことから，栽培時に使用されたので

はなく土壌中に残留していたものがきゅうりに移

行したと考えられた。 
なお，平成 24 年度にも，かぼちゃ 3 検体（県内

産 2，県外産 1）から，ディルドリンが 0.005～0.02 
ppm で検出されている。ディルドリンは難分解性

で長期にわたり土壌に残留するため 28），使用禁止

になってから約50年を経ても全国的に散見され 29,30），

今後も監視を続ける必要があると考えられる。 
玄米（すべて県内産）では，殺菌剤フサライド，

殺虫剤ジノテフラン，殺菌剤トリシクラゾールの

3 農薬合わせて，総検出回数の約 7 割を占めた。

フサライド，トリシクラゾールはいもち病の予防

のための農薬であり，いもち病の発生防止に重点

が置かれていると考えられた。ジノテフランにつ

いては，哺乳類，鳥類及び農産物に対する安全性

に優れ，長期残効性や広い殺虫スペクトル等の性

能 31）を有するため，県内で使用が推奨されている

ことやネオニコチノイド系農薬で浸透移行性があ

り，玄米の胚乳まで浸透し残留する 32）ことから検

出回数が多くなったと考えられる。 
 りんごについては検体検出率 97.1%と 4 農産物

で最も高く，りんご栽培には農薬による防除が不

可欠であることがうかがえた。検出回数の多い農

薬は，殺菌剤ボスカリド，殺虫剤アセタミプリド，

殺菌剤ピラクロストロビン，殺菌剤カルベンダジ

ム及びクレソキシムメチルで，総検出回数の約 5
割を占めた。ボスカリドが検出された検体ではピ

ラクロストロビンが同時に検出されることが多く，

これはボスカリドがピラクロストロビンとの混合

水和剤として使用されているためと考えられた 33）。 
また，りんごは 1 検体から複数の農薬が検出さ

れることが多く，1 検体あたり 4 農薬以上検出さ

れる検体の割合が約 7 割あり，最大で 9 農薬が検

出された。 
 

表 3 4 農産物の検出農薬及び検出回数 

 

 

総数 県内産 県外産

トマト カルベンダジム 39 24 15
県内産107検体 イプロジオン 36 17 19
県外産85検体 アセタミプリド 29 16 13

ボスカリド 28 15 13
ジエトフェンカルブ 19 12 7
ジノテフラン 19 10 9
アゾキシストロビン 14 9 5
イミダクロプリド 12 4 8
トルフェンピラド 12 2 10
クロチアニジン 11 3 8
クロルフェナピル 10 8 2
ルフェヌロン 10 5 5
トリフルミゾール 9 3 6
ペルメトリン 9 6 3
その他 83 43 40
計 340 177 163

きゅうり プロシミドン 18 4 14
県内産47検体 クロルフェナピル 11 5 6
県外産21検体 カルベンダジム 7 5 2

クロチアニジン 6 5 1
アゾキシストロビン 6 4 2
アセタミプリド 5 2 3
ディルドリン 4 3 1
イミダクロプリド 4 4 0
メタラキシル 4 4 0
その他 17 10 7
計 82 46 36

玄米 フサライド 24 24 0
県内産57検体 ジノテフラン 10 10 0

トリシクラゾール 6 6 0
フェリムゾン 5 5 0
その他 10 10 0
計 55 55 0

りんご ボスカリド 25 23 2
県内産32検体 アセタミプリド 19 17 2
県外産2検体 ピラクロストロビン 14 12 2

カルベンダジム 12 10 2
クレソキシムメチル 9 9 0
シプロジニル 8 8 0
ジノテフラン 6 6 0
シハロトリン 6 5 1
キャプタン 5 4 1
フェンプロパトリン 5 5 0
クロルフェナピル 5 5 0
トリフロキシストロビン 4 2 2
フルバリネート 4 4 0
プロバルギット 4 4 0
その他 31 28 3
計 157 142 15

* 検出回数4回以上（トマトは9回以上）を表示

農産物 検出農薬
＊ 検出回数
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3.2.3.2 輸入品の検出状況 

輸入品（検体数 10 以上）において，検出率 50%
以上の農産物は，パプリカ（71.4%），グレープフ

ルーツ（69.2%），レモン（84.6%），バナナ（53.8%）

であった（図 6）。表 4 にこれらの農産物の検出農

薬を検出回数の多い順にまとめたものを示す。 
パプリカでは，ネオニコチノイド系殺虫剤イミ

ダクロプリドの検出回数が 16 回と突出していた。

同じくネオニコチノイド系殺虫剤のジノテフラン，

クロチアニジン及びアセタミプリドの検出回数も

5～8 回と比較的多かった。 
グレープフルーツ及びレモンでは，防ばい剤の

イマザリル及びチアベンダゾールの検出回数が多

かった。グレープフルーツで除草剤 2,4-ジクロロ

フェノキシ酢酸が，レモンで植物成長調整剤ジベ

レリンが検出されたのが特徴的であった。 
 
3.2.4 1 検体あたりの検出農薬数 

 図 7 に 1 検体から検出された農薬数を集計し，

農薬数別に検体数の割合をまとめたものを示す。 
 検出検体においては，各年度で 1 農薬もしくは

2 農薬が検出される検体の割合が最も高く，それ

らの割合を合わせると約 30～60%を占めた。さら

に，不検出検体の割合を合わせると約 60～100%
であった。 

4 種類以上の複数農薬の検出がよくみられた農

産物は，トマト，ピーマン，パプリカ，りんご，

日本なし，ぶどう及びグレープフルーツの 7 農産

物で，それらの検体検出率は約 70%以上と比較的

高かった。 
なお，平成 20 年度のピーマン 1 検体から，最大

で 15 農薬が検出された。 
 

3.3 加工食品の検査結果 

加工食品の結果を表 5 に示す。加工品について

は，基準値適合性を判断する場合を考慮し，原材

料に遡りやすいよう加工度合いの低い食品を主な

対象としている。これまでに，果実ジュース 45 検

体，冷凍食品 40 検体（野菜類 32，惣菜類 8），小

麦粉 10 検体，漬物 7 検体の検査を実施し，基準値

を超過した検体はなかった。 
特に検査数が多かったのは，りんごジュース 38

検体，冷凍野菜類のえだまめ 18 検体で，全検査検

体数（102 検体）の約 5 割であった。りんごジュ

ースでは，殺虫剤アセタミプリド及び殺菌剤  

表 4 輸入品の検出農薬と検出回数 

図 7 検出農薬数別の検体状況 

農産物 検出農薬
＊

 パプリカ イミダクロプリド 16

 28検体 ジノテフラン 8

プロシミドン 7

クロチアニジン 6

テトラコナゾール 5

クロルフェナピル 5

アセタミプリド 5

アゾキシストロビン 5

ボスカリド 5

その他 14

計 76

 グレープフルーツ イマザリル 8

 13検体 チアベンダゾール 5

ピラクロストロビン 5

2.4-ジクロロフェノキシ酢酸 4

カルボフラン 4

クロルピリホス 4

ブプロフェジン 4

その他 18

計 52

 レモン チアベンダゾール 5

 １3検体 イマザリル 4

クロルピリホス 2

ジベレリン 2

その他 4

計 17

 バナナ フェンプロピモルフ 6

 13検体 クロルピリホス 5

ビフェントリン 5

その他 4

計 20
* 検出回数4回以上（レモンは2回以上）を表示
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カルベンダジムの検出回数が特に多く，この 2 農 
薬は加工前のりんごにおいても高頻度で検出がみ

られた農薬である。冷凍野菜類のえだまめからは，

12 種類の農薬が検出された。 
 

表 5 加工食品の検査結果 

 
4．まとめ 

平成 18 年度から令和 3 年度までの 16 年間にお

ける残留農薬検査結果を集計した。検査を実施し

た総検体数は 939 検体，検査対象農薬の総延べ検

査数は 196,481 件で，そのうち 482 検体から延べ

1,015 件の農薬が一律基準以上の濃度で検出され

た。農薬検出率は年度平均 0.6±0.3%で，全国の集

計結果と同様の傾向であり，県内で流通している

食品の残留レベルは十分に低いと考えられる。 
 検出農薬については 0.01～0.1 ppm での検出割

合が最も多く，概ねそれぞれの残留基準値に対し

20 分の 1 未満の範囲にあった。また，ジノテフラ

ンやアセタミプリド等のネオニコチノイド系殺虫

剤が多くの農産物から高頻度に検出された。 
検体検出率については，年度平均 51±9.6%で，

各年度約 40～60%で推移していた。検出率が高か

った農作物（検体数 5 以上かつ検出率 70%以上）

は，国産品ではりんご，ピーマン，日本なし，ぶ

どう，いちご，こまつな及びチンゲンサイ，輸入

品ではパプリカ及びレモンであった。特に検査数

の多い（30 検体以上）農産物のトマト，きゅうり，

玄米，りんごの検出状況からは，検出農薬の種類，

頻度及び残留性に関するいくつかの知見が得られ

た。 
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*生活環境部生活衛生課 
 

食品衛生対策事業  

LC-MS/MS による食品中のテトロドトキシン分析法の検討 

 
古井真理子  藤井愛実*  松渕亜希子 

 

食中毒発生時には被害拡大防止のため，迅速な原因究明が求められる。今回，フグ食中毒の原因物

質であるテトロドトキシンについて，LC-MS/MS を用いた迅速な分析法を検討した。その結果，フグ

筋肉などでは無毒とされる目安である，テトロドトキシン 2.2 µg/g の濃度で十分な感度が得られ,定量

分析が可能であった。また，油分などの夾雑物が多く含まれる唐揚げの場合においても，定性分析は

可能と考えられた。検討した本法を用いて，分析対象を市販のフグ加工品や，フグを各部位に分けた

もの及びその模擬調理品に広げて分析を行ったところ，本法が十分に適用可能であることを確認した。

LC-MS/MS による本分析法はフグ食中毒時における原因究明の一つとして有用な方法であり，速やか

な行政対応に寄与できると考えられる。 

1. はじめに  
 フグ食中毒の原因物質であるテトロドトキシ

ン（tetrodotoxin：TTX）は，主としてフグ科魚類

がもつ神経毒である。フグ毒中毒は，食後 20 分

から 3 時間程度で痺れや麻痺などの症状が現れ，

重症の場合には呼吸困難で死亡することがある 1）。   
全国の発生状況は，平成 24 年から令和 3 年の

過去 10 年間で事件数 281 件，患者数 253 名，死

者数 4 名となっている 2)。 
フグ毒中毒は，一般消費者が釣ったフグを自ら

調理することによる家庭料理が原因になること

が多い 1）。その毒の強さはフグの種類と部位に

よって異なるため，食用可能なフグの種類と部位

が定められている 3)。 
フグ毒の検査は，食品衛生検査指針 4)に参考法

として，マウス検定法が示されている。マウスの

致死時間から毒量を測定する方法で，体重 20 g
のマウスを 30 分間で死亡させる毒量を 1 MU（マ

ウスユニット：TTX 0.22 µg に相当）と定義し，

フグ毒の強さが 10 MU/g 以下の場合は食用に供

しても健康を害するおそれがないと判断される。  
しかし，常時マウスを飼養していない場合はマ

ウスの調達に時間がかかる上，サキシトキシンな

ど麻痺性貝毒との判別が困難である。  
食中毒発生時には，被害拡大防止のため，迅速

な原因究明が求められる。近年，マウスを使用し

ない高感度かつ高選択性を有する LC-MS/MS（液

体クロマトグラフタンデム質量分析計）を用いた

TTX 分析法が報告されている 5,6)。 

今回，当センターにおいても LC-MS/MS によ

る TTX 分析法を検討し，市販のフグ加工品や，

フグを各部位に分けたもの及びその模擬調理品

について分析を行ったので，その概要を報告す

る。 
 

2. 方法 

2.1 標準品 
標準品は，富士フイルム和光純薬（株）製のテ

トロドトキシン（生化学用，1 mg）を用い，全

量を超純水に溶解し，標準原液（1 mg/mL）とし

たのち，0.1％酢酸水溶液で希釈し，標準溶液（100
µg/mL）を調製した。  

 
2.2 添加回収試験 

試料はフグの筋肉，液体フグだし，フグ唐揚げ

を粉砕・均一化して用いた。10 MU/g に相当する

2.2 µg/g となるよう標準溶液を添加し，添加回収

試験を行った（n=3）。なお，ブランク試料から

TTX が微量検出された場合は，差し引いて回収率

を算出した。 
 

2.3 県内流通フグ加工品試料 

試料は，令和 2～3 年度に秋田県内で流通して

いた 8 種類のフグ加工品（フグオイル漬け，フグ白

子ムース，フグぞうすい，液体フグだし，ゴマフグ

ジャーキー，マフグ唐揚げ，マフグ筋肉及びゴマフ

グ精巣）を粉砕・均一化して用いた（n=1）。なお，

フグオイル漬け，フグ白子ムース，フグぞうすい
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及び液体フグだしは数種類のフグが混合したも

のであった。  
 

2.4 フグ部位別試料及び模擬調理品試料  
試料は，令和 3 年 6 月 21 日に秋田県で水揚げ

されたゴマフグ（雄，雌），ショウサイフグ （雌），

シマフグ（雄），シロサバフグ（雄）を用いた。  

用いたフグの写真を図 1 に示す。  

ゴマフグ ショウサイフグ

シマフグ シロサバフグ

 
図 1 試料に用いたフグ  

フグを 7 部位（筋肉，尾ビレを除くヒレ，ヒレ

を除く皮，精巣又は卵巣，肝臓，頭・骨・尾ビレ，

その他の内臓）に分け，未調理又はゴマフグの場

合は表 1 のとおり調理も行い，粉砕して試料とし

た（n=1）。 

表 1 調理方法（ゴマフグ）

部位 調理名 調理内容

ヒレ ヒレ酒

ヒレを40 ℃で150分間乾燥させ，

グリルで3分間焼き，80 ℃に加
温した15 %エタノールに3分間
浸漬する

皮 湯引き
沸騰させた水道水約1 kgで，
皮100 gを1分間ゆでる

卵巣 
塩漬け 卵巣を，重量の10 %の塩化Na

で24時間漬ける

卵巣の塩
漬け焼き 

上記の卵巣の塩漬けをグリル
で10分間焼く

肝臓

肝醤油 

沸騰させた水道水約500 gで，

肝臓50 gを1分間ゆでた後，
ゆでた肝臓40 gと醤油40 gを
混和する

肝ゆで 沸騰させた水道水約200 gで，
肝臓50 gを3分間ゆでる 

頭･骨･
尾ビレ

アラ汁
沸騰させた水道水約800 gで，

頭・骨・尾ビレ200 gを1分間
煮る  

 

 

2.5 前処理法及び測定条件 

試料の前処理法を図 2 に，LC-MS/MS の測定

条件を表 2 に示す。 

なお，カラムに試料中の夾雑物が残存しない

よう，試料を数回測定後，超純水 20 µL を注入

し，B 液：0％（0 min）→0％（54 min）→100
％（55 min）→100％（70 min），流速 0.3 mL/min
の条件でカラム内を洗浄し，その後平衡とピー

ク強度の確認として，2.0 ng/mL 標準液を 3 回繰

り返し測定してから次の試料を測定した。 

試料2.0 g
0.15 %酢酸水溶液 20 mL

振とう 1 min

定容 100 mL 0.15 %酢酸水溶液

試験溶液 1,000 倍希釈

ろ過 手芸用ポリエステル綿 0.1 g

ろ液 残渣と綿を0.15 %酢酸水溶液で反復洗浄

分取 250 µL
0.15 %酢酸含有アセトニトリル 750 µL

遠心分離 15,000 rpm 10 min 4℃

上清

加熱 沸騰水中 5 min
冷却 水中 5 min

遠心分離 3,000 rpm 5 min 10 ℃

上清

分取 2 mL

精製  InertSepC18※とInertSepPSA 500 mgを連結

コンディショニング：
メタノール 5 mL，0.15 %酢酸水溶液 10 mL
溶出：0.15 %酢酸水溶液 7 mL

定容 10 mL 0.15 %酢酸水溶液

※脂質の多い試料  （唐揚げ･肝臓･卵巣等）  は1 g，
　脂質を含む試料（精巣･フグだし等）は500 m g，
　脂質の少ない試料（筋肉･皮･ヒレ）は精製を省略  

 

図 2 前処理法 

 

表 2 測定条件

QTRAP4500（AB SCIEX）
Atlanti s HILIC Si lica  （2.1 mm i.d.×150 mm,  3 µm）
A液（超純水：ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ：ﾒﾀﾉｰﾙ＝95：4：1混液）

B液（0.05 %ぎ酸, 10 mMぎ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ含有,超純水
　　  ：ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ：ﾒﾀﾉｰﾙ＝45：44：11混液） 
B液：100 %（0 min）→100 %（3.5 min）→0 %
　　 （4 min）→0 %（10 min）→100 %（11 min）
　　   →100 %（32 min）
0.2 mL/min
40 ℃
5 µL  
ESI（+）
Scheduled MRM  
500 ℃
5000 V
定量 320.0＞302.1，定性 320.0＞161.9

LC-M S/MS装置 
カラム                 
移動相                 
                             
                                   
グラジエント条件 

流　速 
カラム温度 
注入量 
イオン化法
測定モード

イオン源温度 
イオン源電圧
測定イオン（m/z）

 

 

3. 結果及び考察 

3.1 検量線及び定量下限  
 1.0 ng/mL～50 ng/mL の範囲（7 点）で，ピー

ク面積による絶対検量線を作成した結果，良好な

直線性（相関係数 0.999 以上）が得られた。1.0 
ng/mL で S/N 比 10 以上を確認できたことから，

この値を定量下限値とした。 
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3.2 添加回収試験 
平均回収率は，フグ筋肉が 84.3％（相対標準偏

差 4.5％），液体フグだしが 101.0％（4.8％），

フグ唐揚げが 59.1％（5.9％）であった。妥当性

評価ガイドライン 7)を参考とし，フグ筋肉と液体

フグだしは回収率の目標値である 70％～120％
の範囲内であり，添加した 10 MU/g 相当で定量

性を確認した。夾雑物が多く含まれるとみられる

フグ唐揚げは目標値を下回ったが，TTX 検出の

有無の判断は可能と考えられた。  
 

3.3 フグ試料中の TTX 濃度 
 県内で流通していたフグ加工品の TTX 濃度

は，表 3 のとおり，すべて 10 MU/g 相当（TTX2.2 
µg/g）以下であった。  

フグ部位別試料の TTX 濃度は表 4 のとおりで

あり，食用部位である筋肉，精巣からは TTX は

検出されなかった。毒があるとされる卵巣や肝臓

では種類毎に TTX 含量が大きく異なっていた。

また，シマフグとシロサバフグのヒレ及び皮は可

食部位であるが 10 MU/g 相当を超える値であっ

た。これは，運搬時に排卵しているゴマフグの雌

と同じ箱に入れられたため，卵とヒレや皮が接し

てしまい，汚染されたことが原因と推察された。 

表 3 フグ加工品試料の TTX 濃度(MU/g 相当) 

加工品名 結果 加工品名 結果

フグオイル漬け － ゴマフグジャーキー －

フグ白子ムース － マフグ唐揚げ －

フグぞうすい － マフグ筋肉 －

液体フグだし － ゴマフグ精巣 －

「－」は10 MU/g相当以下（TTX：≦ 2.2 μg/g） 
表 4 フグ部位別試料の TTX 濃度(MU/g 相当) 

種類

部位

ゴマフグ
（雄）

※卵巣のみ雌

ショウサイ
フグ

（雌）

シマフグ
（雄）

シロサバ
フグ

（雄）

筋肉 － － － －

ヒレ 91.7 138.4 18.1 15.1

皮 186.0 441.7 25.1 13.7

精巣 － － －

卵巣 529.3※ 3433.9

肝臓 438.6 1537.0 277.8 －

頭･骨･
尾ビレ

－ 27.7 10.9 －

他内臓 149.7 154.2 30.9 －

　　　網掛けは可食部位　
「－」は10 MU/g相当以下（TTX：≦ 2.2 μg/g） 

表 5 のゴマフグの非可食部位模擬調理の結果

では，TTX が高濃度に検出されたものもあり，

調理による低毒化は困難であり，従来言われてい

るとおり，加熱などの調理では無毒化されないと

いうことが裏付けられた。 

 

表 5 ゴマフグ模擬調理品試料の 

TTX 濃度(MU/g 相当) 

部位 料理名 結果

ヒレ ヒレ酒 －

皮 湯引き 76.3

卵巣 
塩漬け 574.1
卵巣の塩漬け焼き 597.4

肝臓
肝醤油 211.8
肝ゆで 77.5

頭･骨･尾ビレ アラ汁 －

「－」は10 MU/g相当以下（TTX：≦ 2.2 μg/g） 

 

4. まとめ 

LC-MS/MS による食品中の TTX 分析法を検討

した。フグ筋肉などでは無毒とされる 10 MU/g
相当（TTX2.2 µg/g）の濃度で十分な感度及び定

量性が確認された。夾雑物が多く含まれる唐揚げ

の場合においても，検出の有無の判断は可能と考

えられた。  
また，本分析法はフグ加工品，水揚げフグ，フ

グ調理品において適用可能であり，秋田県内で流

通していたフグ加工品は無毒とされる 10 MU/g
相当以下であった。  

本法は，フグによる食中毒が疑われる事例が発

生した際には，有用な分析法であると考える。  
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環境省化学物質環境実態調査 

秋田運河における未規制化学物質検出状況及び生態リスク初期評価 

 
玉田将文 和田佳久 

 

 

秋田県では，環境省化学物質環境実態調査に参加し，秋田運河における医薬品関連物質（PPCPs）
等,未規制化学物質に関する調査を実施している。調査の結果,水試料,底質試料及び生物試料におけ

る未規制化学物質の検出率は,それぞれ 33.1%，62.1%及び 42.9%であった。また酸化防止剤や添加剤

として利用されている 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール（BHT）の生物濃縮係数は,既報値と大

きな差異はなかった。さらに,環境省の化学物質の環境リスク初期評価ガイドラインを参考に，検出さ

れた PPCPs 等主要検出物質のハザード比(HQ)を算出した結果, クラリスロマイシン,トリクロサン及

びヒドラジンが 1 を超過し,詳細な評価を行う候補と考えられた。 

 

1. 緒言 

 秋田県では，環境省化学物質環境実態調査 1)

に参加し，秋田運河における医薬品関連物質

（PPCPs）等未規制化学物質に関する調査を実

施している。本調査の目的は,①環境リスクが

懸念される化学物質について,一般環境中で高

濃度が予想される地域においてデータを取得

することにより「化学物質排出把握管理促進

法」の指定化学物質の指定,その他化学物質に

よる環境リスクに係る施策について検討する

際のばく露の可能性について判断するための

基礎資料等とすること,②「化学物質の審査及

び製造等の規制に関する法律」の優先評価化学

物質のリスク評価等を行うため,一般環境中に

おける全国的なばく露評価について検討する

ための資料とすること,の 2 つである。本報告

では,2013～2020 年度の調査結果を報告する。 

 

2. 調査方法 

 調査地点の秋田運河は,河川法上の名称は

「旧雄物川」であり, かつては雄物川の本流で

あったが、1938 年の雄物川放水路の通水によっ

て旧流路が運河となった 2)。その全長は約 9.3 
km であり,秋田市茨島で雄物川から分流後、太

平川、旭川及び草生津川等と合流し，秋田港を

通じて日本海に流れている（図 1）。運河沿い

には,事業所及び下水処理場が点在しており,

調査地点は調査対象物質の排出源である下水

処理場 3)の下流水域を想定し, 秋田臨海処理セ

ンターの放流口下流とした。試料は環境省指定

の方法 4)に従い,干潮時に採取した。即日,環境

省指定の分析機関へ送付し，調査対象物質の測

定に供した。また,年度毎の調査試料及び調査

対象化学物質数の推移を図 2 に示した。なお,

水試料及び底質試料は毎年度,生物試料は 2015
年度及び 2016 年度に採取した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 調査地点 

図 1 調査地点 

□ は試料採取地点,青矢印は流下方向 

 

 

 

秋田県 
岩手県 

青森県 
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図 2 調査試料及び調査対象化学物質数の推移 

 

3. 結果と考察 

3.1 秋田運河における未規制化学物質検出状況 

 水試料,底質試料及び生物試料（スズキ）にお

ける未規制化学物質検出状況を，表 1 に示した。

上記試料毎の検出率は,それぞれ 33.1%，62.1%及

び 42.9 %であった。水試料からは, エチレンジ

アミン四酢酸(EDTA),BHT,ホルムアルデヒド

等の添加剤や合成原料,クラリスロマイシン， 

6-アセチル-1,1,2,4,4,7-ヘキサメチルテトラリ

ン（AHTN）,トリクロサン, ベザフィブラート,

ロキシスロマイシン及びスルファメトキサゾ

ール等の PPCPs が検出された。調査地点は下水

処理場放流口下流であることから,既報 5-7)と同

様に下水処理工程で除去されなかった PPCPs
が検出されたものと推測された。底質試料から

は, BHT, エトフェンプロックス, ペルメト

リン等の添加物や殺虫剤等が検出された。生物

試料からは, BHT, 安息香酸ベンジル及び

4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタ

ンが検出された。 

 

 

3.2 生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration 

Factor） 

 2015 年度調査において, 水試料及び生物試

料から BHT を検出した。そこで,以下の式（1）
により BCF を算出し,OECD TG305 による既報

値 8）と比較した。 

 

BCF = MECfish / MECwater (L/kg)・・・（1） 

MECfish（Measured Environmental  
Concentration in fish : 魚類中濃度) 

MECwater（Measured Environmental 
Concentration in water : 水試料中濃度) 

BCF は 108～3,500（L/kg）となり（表 2）,既

報値 1,299（L/kg）と大きな差異はなかった。

なお, スズキの魚齢は畑中ら 9)の方法に従い, 
顕微鏡による鱗紋観察から推定した。 

 

 

表 1 秋田運河における未規制化学物質検出状況 

試料 調査対象 

化学物質数 

検出 

化学物質数 

検出率 

（％） 

検出化学物質（抜粋） 

水試料 357 118 33.1 EDTA,ホルムアルデヒド,イソシアヌル酸, 

ニトリロ三酢酸,クラリスロマイシン，AHTN,

トリクロサン,スルファピリジン,スルファメ

トキサゾール,ヒドラジン,BHT,ロキシスロ

マイシン,ベザフィブラート,レボフロキサシ

ン,ジクロフェナク,エリスロマイシン,クリ

ンダマイシン,スルファメラジン,アニリン 

底質試料 66 41 62.1 BHT, エトフェンプロックス, ヒドラジン, 

ペルメトリン,中鎖塩素化パラフィン 

生物試料 

（スズキ） 

7 3 42.9 BHT, 安息香酸ベンジル, 4,4'-ジアミノ-

3,3'-ジクロロジフェニルメタン 
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表 2 魚類（スズキ）3 検体における BHT の生物濃縮係数 BCF 

項目 検体 1 検体 2 検体 3 
水試料中濃度（ng/L） 12 12 12 
魚類中濃度（ng/g-wet） 42 2.8 1.3 
BCF（L/kg） 3,500 233 108 
雌雄 雌（卵巣あり） 雌（卵巣あり） 雄 

魚齢（年）9) 5 5 5 
体長（cm） 50.5 51.5 49.5 
体重(g) 1,622.8 1,935.8 1,623.1 
採取部位 可食部（筋肉） 可食部（筋肉） 可食部（筋肉） 

 

3.3 生態リスク初期評価 

 環境省の化学物質の環境リスク初期評価ガ

イドライン 10)を参考に，式(2)により秋田運河

の水試料で検出された PPCPs 等の HQ を算出し

た（表 3）。 

HQ = MECwater / PNEC   ・・・（2） 

PNEC（Predicted No Effect Concentration :  
予測無影響濃度) 

今回は,本調査において検出された秋田運河

の 水 試 料 中 最 大 濃 度 を MECwater と し て

PEC(Predicted Environmental Concentration)の代

わりに用い,PNEC は環境省「化学物質の環境リ

スク評価」11)及び既報 12, 13)の値を用いた。上記

ガイドラインでは，HQ が 1 以上の化学物質は

「詳細な評価を行う候補」，0.1 以上 1 未満の

化学物質は「情報収集に努める必要がある」と

いう評価分類となっている。生態リスク初期評

価の結果，HQ が 1 を超過した化学物質は,クラ

リスロマイシン,トリクロサン及びヒドラジン

となり，詳細な評価を行う候補と考えられた。

これら 3 つの化学物質は,藻類へ生長阻害

（EC50, NOEC）の影響を及ぼす可能性があるた

め, 複数地点での濃度把握や発生源の特定等,

より詳細な調査が必要であると考えられる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 生態リスク初期評価（濃度：ng/L） 

検出化学物質（抜粋） MECwater PNEC HQ 生物群 毒性 

クラリスロマイシン 300 69 4.3 藻類 急性 

AHTN 140 3,500 0.040 魚類 慢性 

トリクロサン 93 28 3.3 藻類 急性 

スルファメトキサゾール 54 100 0.54 藻類 慢性 

トリメトプリム 39 31,000 0.0012 甲殻類 慢性 

ニトリロ三酢酸 1,000 3,000 0.33 藻類 慢性 

トリフルオロ酢酸 120 1,000 0.12 藻類 慢性 

BHT 16 690 0.023 甲殻類 慢性 

p-tert-ブチル安息香酸 57 33,000 0.0017 魚類 急性 

ジクロフェナク 12 1,100 0.010 魚類 慢性 

ベザフィブラート 12 10,000 0.0012 藻類 急性 

レボフロキサシン 4.9 79 0.062 藻類 慢性 

1,2,4-トリメチルベンゼン 6.1 12,000 0.00050 甲殻類 急性 

アニリン 13 400 0.032 甲殻類 慢性 

p-ジクロロベンゼン 44 10,000 0.0044 甲殻類 慢性 

ジエタノールアミン 61 6,000 0.010 藻類 慢性 

ヒドラジン 14 5 2.8 藻類 慢性 

EDTA 4,200 6,400 0.65 藻類 慢性 
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食品衛生行政対策事業，感染症発生動向調査事業 

秋田県におけるサルモネラの検出状況と 

食中毒を引き起こした血清型 Infantis の解析 
 

今野貴之  伊藤佑歩  髙橋志保  鈴木忠之 

 
 
1. はじめに 

 サルモネラ（Salmonella enterica）には 2,500
種類以上の血清型が存在し，ヒトに病原性を示

す S.enterica の亜種 I には固有の名称が付与さ

れている。サルモネラは，細菌性食中毒の主要

な原因菌のひとつであり，血清型は重要な疫学

的指標として，食中毒対策や感染症のサーベイ

ランスに役立っている。  
2021 年は県内でもサルモネラを原因とする

集団食中毒事例が発生した。そこで，本報では

2021 年に当センターで確認したサルモネラの

各血清型の検出状況を報告する。また，食中毒

を引き起こした血清型 Infantis について，その

分子疫学解析の結果を併せて報告する。  
 

2. 方法  
2.1 対象 

 2021 年に感染症発生動向調査事業により県

内の医療機関から収集したサルモネラ菌株及び

食中毒疑い事例で検出したサルモネラ菌株を対

象とした。 

 

2.2 血清型別試験 

血清型別試験は，サルモネラ免疫血清「生研」

（デンカ）を使用して行った。  
 

2.3 分子疫学解析 

分子疫学解析をパルスフィールド電気泳動法

（PFGE）により行った。制限酵素には，XbaI と
BlnI を使用した。機器は CHEF DR Ⅱ (Bio-Rad)
を使用し，0.5×TBE buffer にて電圧 6.0V/cm，パ

ルスタイム 2.2～63.8 秒，14℃で 19 時間，電気

泳動を行った。 

 

3．結果 

3.1 サルモネラの検出状況 
 2021 年に感染症発生動向調査で検出したサ

ルモネラは 16 株で，9 種類の血清型に分類され

た。Infantis，Typhimurium，及び Newport が各 3
株で検出数が多く，特に Infantis はすべて 8 月

に確認された（図 1）。  

図１ 秋田県におけるサルモネラ検出状況

（2021 年） 

表 1 食中毒疑い事例の概要 
a) 有症苦情

発生時期 2021年3月

発生施設 不明

原因食品 不明

病因物質 サルモネラ

　血清型 Infantis
患者数 3名
検査状況

　菌陽性者／患者便 2/2

　菌陽性者／従事者便 1/5（利用した飲食店従事者）

b) 食中毒

発生時期 2021年8月

発生施設 旅館

原因食品 不明(調理、提供した食事)

病因物質 サルモネラ

　血清型 Infantis

患者数 105名

検査状況

　菌陽性者／患者便 7/11

　菌陽性者／従事者便 2/6

　菌陽性数／検食 0/4

　菌陽性数／拭取り 0/10

疫学情報

疫学情報
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 サルモネラが検出された食中毒疑い事例は，

2021 年 3 月に発生した有症苦情と 8 月に発生し

た旅館を原因施設とする食中毒の 2 事例であっ

た。いずれの事例についても原因となったサル

モネラの血清型は Infantis であった（表 1）。 
 
3.2 Infantis の PFGE 解析 
 感染症発生動向調査事業及び食中毒疑い事例

で検出したサルモネラ計 15 株について，XbaI
と BlnI の 2 種類の制限酵素を用いて PFGE を行

った結果，どちらの制限酵素を用いた場合でも

すべての菌株の PFGE パターンが一致し，相同

性の高い菌株であることが確認された（図 2）。 
 
4. 考察  

国立感染症研究所の病原体検出情報による

と，2021 年の全国における主要なサルモネラの

血 清 型 は ， Typhimurium ， Schwarzengrund ，

Infantis，及び Thompson の 4 種類となっている 1）。

秋田県においては感染症発生動向調査で検出さ

れ た サ ル モ ネ ラ は 16 株 と 少 な く ，

Schwarzengrund は 確 認 さ れ な か っ た が ，

Thompson が 2 株，Typhimurium と Infantis はそ

れぞれ 3 株確認された。特に，Infantis について

は集団食中毒も発生しており，県内におけるサ

ルモネラの主要な血清型と考えられた。  
PFGEによる分子疫学解析の結果，感染症発生

動向調査事業及び2つの食中毒疑い事例の検査

で確認されたInfantisの菌株は，すべてPFGEパ

ターンが一致し，相同性の高い菌株であった。

感染症発生動向調査事業で検出された Infantis
は集団食中毒の発生した8月に検出されており，

集団食中毒との関連が疑われた。実際，そのう

ちの1株については，医療機関からの情報提供に

より食中毒の原因施設の利用者由来であること

が確認されている。ただし，サルモネラは各血

清型において菌株の相同性が高いことが知られ

ている。そのため，疫学的に関連のない事例に

由来する菌株であっても同様なPFGEパターン

を示す場合があることから，PFGEの結果のみで

事例間を関連付けないように注意が必要であ

る。 

Infantisは，分離された家畜等の種類によって

は固有の優勢となるPFGEパターンが存在する

ことが報告されている2, 3)。そのため，PFGEパ
ターンが一致している場合は，由来となった畜

種が近いことが想定される。2021年に県内で

Infantisが検出された事例については，いずれも

感染源は特定されていないが，Infantisはブロイ

ラーや豚での検出率が高いことから2)，感染源

としてはこれらの畜産物が可能性の一つとして

考えられた。 

 

4. まとめ 

2021 年に県内では，血清型 Infantis によるサ

ルモネラの感染事例や集団食中毒が発生した。

図 2 Infantis の PFGE パターン  
Lanes, M: DNA size standard λ ladder, 1-3: 有症苦情由来株, 4: 感染症

発生動向調査由来株（秋田市保健所管内, 8/10 採取）, 5-13: 集団食中

毒由来株, 14: 感染症発生動向調査由来株（大館保健所管内, 8/10 採

取）, 15: 感染症発生動向調査由来株（横手保健所管内, 8/11 採取）. 

- 43 -



秋田県健康環境センター年報 第17号 2021 

 

PFGE による分子疫学解析により，菌株の相同

性の高さが示され，共通した感染源が存在した

可能性が示された。  
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食品衛生行政対策事業 

食品検体からノロウイルスが検出された食中毒２事例 

 
秋野和華子  佐藤由衣子  柴田ちひろ  樫尾拓子  藤谷陽子  斎藤博之 

 

1. はじめに 

 ノロウイルス（NoV）はウイルスによる食中

毒の主要な病原体であり，厚生労働省の食中毒

統計 1)（2021 年）によると全食中毒患者数の約

半数を占めている。しかしながら，食品へのウ

イルス汚染量は微量なことも多く 2)，また，食

品中の夾雑物等が検査に影響する場合もあるた

め，実際に食品から NoV が検出された事例は少

ない。  
今回，食中毒 2 事例において，食品検体から

NoV を検出することができたケースを経験した

ので報告する。  
 
2. 材料と方法  
2.1 材料 

 事例 1 は，3 グループに同一飲食店より提供

された食事が原因と疑われたケース（摂食者 58
名中患者 43 名）で，摂食者便 6 検体（有症者便

5 検体，無症者便 1 検体），調理従事者便 5 検

体，施設ふきとり 10 検体および食品残品 10 検

体を検査した。  
事例 2 は，介護施設の利用者に提供された給

食が原因と疑われたケース（摂食者 83 名中患者

30 名）で，摂食者便 10 検体（すべて有症者便），

調理従事者便 9 検体および保管検食 23 検体を検

査した。  
 

2.2 方法 

糞便検体は，糞便乳剤から核酸を抽出し，リ

アルタイム RT-PCR を行った。陽性検体につい

ては Capsid N/S 領域遺伝子を増幅し，ダイレク

トシークエンスにて塩基配列を決定した。食品

検体は，ウイルスの濃縮を当センターで開発し

たパンソルビン・トラップ法 3)（平成 25 年 10
月 22 日付け食安監発 1022 第 1 号）に準じて行

い，核酸を抽出した。その後，RT-PCR を行い，

陽性検体については糞便検体と同様の手順で塩

基 配 列 を 決 定 し た 。 ふ き と り 検 体 は ，

ワイプチェック（佐藤化成工業所）の希釈液を

分取し核酸を抽出後，Random Primer を用いて

cDNA を合成し，リアルタイム PCR を行った。 

 

3. 結果 

 食中毒事例の概要と検出状況を表に示す。事

例 1 では，摂食者便 6 検体すべてから，また，

調理従事者便 2 検体および食品残品 2 検体（い

ずれもサーモン塩焼き）から NoVGII が検出さ

れた。ふきとり検体 10 検体はすべて不検出であ

った。検出された NoV の遺伝子型は GII.2 であ

り，塩基配列は検出されたすべての検体で一致

した（図）。食品の汚染量については，ウイル

ス量が少なく定量には至らなかった。  

 

表 食中毒事例の概要と検出状況  

発生年月日    　　　　　 2021年4月11日
原因食品　      　　　　　 不明（同施設で調理・提供した食事）

病因物質　　        　　　 ノロウイルス

遺伝子型 GII.2
原因施設 飲食店

摂食者数 58名
患者数 43名
検出状況

　検出数／摂食者便 6／6
　検出数／調理従事者便 2／5
　検出数／ふきとり 0／10
　検出数／食品残品 2／10
　検出食品 サーモン塩焼き

　検出数／食中毒菌（検体数） 0／20

発生年月日    　　　　　 2022年2月12日
原因食品　      　　　　　 大根おろし

病因物質　　        　　　 ノロウイルス

遺伝子型 GII.4
原因施設 事業場（介護施設）- 給食施設

摂食者数 83名
患者数 30名
検出状況

　検出数／摂食者便 10／10
　検出数／調理従事者便 1／9
　検出数／保管検食 1／23
　検出食品 大根おろし

事例1

事例2
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事例 2 では，摂食者便 10 検体すべてから，ま

た，調理従事者便 1 検体および保管検食 1 検体

（大根おろし）から NoVGII が検出された。検

出された NoV の遺伝子型は GII.4 であり，塩基

配列は検出されたすべての検体で一致した

（図）。検食の汚染量は，食品 1 g 当たり 20 コ

ピーであった。 

 

4. 考察 

事例 1 では，食品検体から NoV が検出され，

また摂食者および調理従事者便の遺伝子型が一

致したにも関わらず，原因食品の断定には至ら

なかった。この事例は，3 グループに同日提供

された食事により感染が拡がっていたが，NoV
が検出された食品検体は各グループに共通した

ものではなかった。このことは，感染者である

調理従事者が，盛り付け作業時に複数の食品を

汚染した可能性を示唆しており，各食品に微量

かつ不均一にウイルスが付着していたものと考

えられる。改めて食品検体におけるウイルス検

出の難しさを認識する事例であった。また，NoV
は一定条件の加熱により不活化する 4)と言われ

ているが，検出された食品は十分に加熱処理さ

れたものであった。この状況は，調理後の盛り

付け段階に感染の原因がある二次汚染と推測さ

れ，ウイルスの汚染を防ぐには加熱が有効な手

段であっても，その後の工程には注意が必要で

あると思われる。  
事例 2 では，大根おろしが原因食品と判明し，

感染者である調理従事者からの汚染が原因と推

定された。この大根おろしは既製品ではなく，

施設で調理されたものであった。大根おろしは

調理過程において，手指の接触が多く，非加熱

で提供される食品である。この事例においては，

食品がウイルスにより比較的均一に汚染された

ことで，多くの摂食者が感染に至ったものと考

えられた。  
両事例の調理従事者は不顕性感染者であり，

事例 2 においては，食中毒発生の数日前に調理

従事者の家族が胃腸炎症状を呈し，本人も調理

従事後に発症していた。いずれも，感染してい

る認識が無い状態で調理に携わっていた。調理

従事者においては，自らが感染の原因とならな

いよう，家族を含めた健康観察や調理時におけ

る手洗いの徹底および手袋の交換等に配慮が求

められるものと考えられた。 
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新規食中毒原因菌エシェリキア・アルバーティーの迅速検出法の検討と感染源の解明（平成 30～令

和 2 年度）  

新規食中毒原因菌エシェリキア・アルバーティーは何処にいるか？ 

 
今野貴之  鈴木純恵  樫尾拓子  伊藤佑歩  髙橋志保 

 

 

1． 緒言 

 エシェリキア・アルバーティーは，2003 年に

新種として承認された新規の食中毒原因菌であ

る。しかしながら，本菌の性状は，大腸菌に類

似しており，しばしば誤同定されてきた。本菌

の生物型は，インドール産生性やリジン脱炭酸

能から主に 3 種類に分類できるが，大部分は大

腸菌に類似した生物型 3 を示す。さらに，イン

チミンと呼ばれる腸粘膜に接着する付着因子

（eae）や細胞膨化致死毒素（cdt）を保有し，一

部の菌株はベロ毒素の亜型（stx2a，stx2f）を併

せ持っている場合がある。これらの病原因子は，

腸管病原性大腸菌や腸管出血性大腸菌と共通す

る。 
2011 年 11 月に秋田県内で発生した食中毒疑

い事例の検査の過程で本菌が検出されて以降，

国内においてもエシェリキア・アルバーティー

の存在が徐々に知られるようになり，近年では，

この菌を原因とする集団食中毒の発生が複数確

認されている。しかしながら，本菌の感染源や

感染経路についてはよく分かっていない。食中

毒の原因食品についても実際に本菌が検出され

た事例は少なく，汚染がどのように起こってい

るか確かめられていない。自然界では，鳥類（主

として野鳥）などから検出されており，こうし

た保菌動物からヒトにどのように感染するのか

について解明することが必要と考えられる。そ

こで，エシェリキア・アルバーティーのヒトへ

の感染源を明らかにするため，県内の環境水及

び食品におけるエシェリキア・アルバーティー

の汚染状況を調査し，検出された菌株について

精査した。  
 

2． 材料と方法 

2．1 対象 

  

環境水 23 地点 53 検体，食品として食肉 305
検体及び野菜類 376 検体を供試した。  
 
2．2 汚染状況調査 

 NmEC 培地にて 42 ℃で一晩増菌培養後，培養

液から DNA 抽出し，real-time PCR にてエシェリ

キア・アルバーティーの有無を確認した。エシ

ェリキア・アルバーティーが検出された検体に

ついて，クロモアガーECC 寒天培地とキシロー

ス加マッコンキー寒天培地にて分離培養した。

菌の同定は，clpX，mdh，lysP の PCR にて行っ

た。 

 

2．3 菌株の精査 

 生化学的性状は，API20E 及び OF 培地にて決

定した。病原因子として，eae，cdt，stx（stx2f
含む）について PCR による検出を行った。薬剤

感受性試験は，アンピシリン（ABPC），テトラ

サイクリン（TC），ストレプトマイシン（SM）

を含む 12 薬剤について KB ディスク法にて行っ

た。菌の血清型について，EAO-genotyping によ

り決定した。分子疫学解析は，XbaI を用いた

PFGE により行った。比較対象として，ヒト由来

株 39 株，分離済みの環境水由来 1 株を併せて供

試した。  
 

3． 結果 

3．1 エシェリキア・アルバーティーの検出状況  
 Real-time PCR で陽性となったのは環境水 53
検体中 16 件で，その内 10 件から計 14 株が分離

された（表）。食肉ではニワトリ精肉 53 検体中

1 件，ニワトリ内臓 53 検体中 2 件，およびブタ

内臓 50 検体中 8 件，野菜類では葉菜類 40 品目

309 検体中 4 品目 8 件，果菜類 5 品目 23 検体中

1 件で real-time PCR で陽性となり，これらのう

ち 12 検体から菌株が分離された。  
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3．2 環境水及び食品由来株の性状  
環境水由来株及び食品由来株は，いずれもイ

ンドール産生性（＋）リジン脱炭酸能（＋）で

生物型 3 に該当した。病原因子として cdt 及び

eae がすべてから検出されたが，stx は検出され

なかった。薬剤感受性は，環境水由来株で ABPC
に 1 株が耐性，食品由来株ではブタ由来の 2 株

が TC に耐性で，その内 1 株は SM にも耐性であ

った。  
型別可能であった環境水由来 12 株の血清型

は 10 種類に分かれ，その内 6 種類はヒト由来株

と共通であった。一方，型別可能であった食品

由来 10 株の血清型は 8 種類に分かれ，その内 1
種類はヒト由来株及び環境水由来株，5 種類は

ヒト由来株，1 種類は環境水由来株と共通であ

った。分子疫学解析においては，環境水由来 4
株及び食品由来 1 株が，ヒト由来菌株と 80 %以

上の高い相同性を示した。また，食品由来 1 株

が環境水由来株と 80%以上の高い相同性を示し

た。 
  
4． 考察 

 本研究では，エシェリキア・アルバーティー

が環境水中に広く生息していることを示した。

さらに，食肉および野菜類 12 検体からも本菌を

分離し，エシェリキア・アルバーティーによる

食品の汚染実態を明らかにした。食肉において

は，トリ肉やブタ内臓から本菌が確認された一

方，腸管出血性大腸菌の感染源として重要な牛

肉からは検出されなかった。また，食肉以外に

野菜類からもエシェリキア・アルバーティーが

検出されており，野菜類においても本菌の汚染

があることが示された。  
 環境水由来株及び食品由来株は，ヒト由来株

と性状が類似し，病原因子も同様に保有してお

り，病原性を有することを示した。薬剤感受性

については，環境水由来株では ABPC の単剤耐

性のみ確認された。大腸菌では，環境水由来株

の薬剤耐性プロファイルは単純で，単剤耐性が

多いとされており，エシェリキア・アルバーティー

も同様の傾向であった。一方，食品由来株にお

いては，TC と SM に非感性の菌株がブタ内臓か

ら分離された菌株で確認された。ブタ由来の菌

株においては，薬剤耐性が進行している可能性

があり，ヒトへの感染を考慮する上で重要と考

えられた。  
分子疫学解析において，一部の環境水由来株

と食品由来株にヒト由来株と近縁な菌株が存在

していた。エシェリキア・アルバーティーは鳥

類などの保菌動物から排泄物などを介して環境

水を汚染し，新たな宿主に感染するとの指摘が

ある。実際，過去には湧水や井戸水といった水

が原因と推定される食中毒事例が確認されてい

る。食品由来株において，ヒト由来株や環境水

由来株と近縁だったのは野菜類から分離された

菌株であり，野菜類のヒトへの感染源としての

重要性が示唆された。野菜類の栽培には河川等

の環境水が使用されることも多い。2013 年に発

生した熊本県の生野菜が原因と推定される食中

毒事例や 2016 年に発生した沖縄県のニガナの

白和えを原因とする食中毒事例など，野菜類が

関与したと考えられる事例も確認されている。

環境水中のエシェリキア・アルバーティーはヒ

トに直接感染するだけではなく，野菜類などの

食品を汚染して間接的に感染している可能性が

考えられた（図）。  

 
5． まとめ 

  エシェリキア・アルバーティーは環境水，

食品では食肉（トリ，ブタ）や野菜類に存

在する。  
  エシェリキア・アルバーティーは，水やそ

れにより汚染された野菜類を介して感染す

る可能性がある。

表 エシェリキア・アルバーティーの汚染状況 

検体数 real-time PCR
陽性数

検出した菌株数

環境水 53 16 14

食品 食肉 305 11 5
野菜類 376 9 7

検体の種類

図 本研究から推定されたエシェリキア・ 

アルバーティーの感染経路 
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令和 3 年度（第 16 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録 
 
感染症発生動向調査事業 

秋田県における新型コロナウイルスの検出状況 

 
樫尾拓子  柴田ちひろ  佐藤由衣子  齊藤志保子  藤谷陽子  秋野和華子  斎藤博之 

 
 

1. はじめに  
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症

（COVID-19）は 2019 年 12 月に中国で確認され

て以降，世界中に感染が拡大した。現在は，世

界各地で次々に新規変異株が確認され，新たな

脅威となっている。当センターでは 2020 年 1 月

31 日に検査体制を整備し，2021 年 2 月 22 日か

らは N501Y 変異検査を実施している。今回，検

査を開始した当初から 2021 年 5 月末までの

SARS-CoV-2 及び N501Y 変異株の検出状況をま

とめたので報告する。  
 
2. 方法 

2.1 対象 

 SARS-CoV-2 遺伝子の検出については，2020
年 2 月 14 日から 2021 年 5 月 31 日までに県保健

・疾病対策課，県内 8 保健所及び秋田市保健所

（2020 年 2 月 19 日まで）より COVID-19 疑い

例として検査依頼があった 4,950 名 5,049 検体を

対象とした（このうち，98 名は同日に複数検体

を採取）。検体の種別は，鼻咽頭拭い液 2,340
検体（46.4%），唾液 2,330 検体（46.1%），鼻

腔拭い液 260 検体（5.1%），喀痰 68 検体（1.3%），

咽頭拭い液 36 検体（0.7%），その他 15 検体（0.3%）

であった。  
N501Y 変異検査は，2021 年 2 月 22 日以降に

SARS-CoV-2 遺伝子が検出された 121 検体中 119
検体（5 月以降，同一陽性者の検体が複数ある

場合は 1 検体を選択）を対象とした。  
 
 

2.2 検査 
SARS-CoV-2 遺伝子の検出は，「病原体検出

マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1（国立感染症研

究所）」を，N501Y 変異検査は「リアルタイム

one-step RT-PCR 法による SARS-CoV-2 Spike 
N501Y 変異の検出（暫定版 v2.1）（2021 年 2
月 19 日付け国立感染症研究所）」に準じて実施

した。RNA 抽出には QIAamp Viral RNA mini kit
（QIAGEN），リアルタイム PCR には，試薬と

して THUNDERBIRD Probe One-step qRT-PCR 
Kit（TOYOBO），機器として LightCycler480Ⅱ
（Roche Diagnostics）を使用した。N501Y 変異

検査陽性株のゲノム解析は国立感染症研究所に

依頼した。  
 
3. 結果と考察 

3.1 SARS-CoV-2 遺伝子の検出  
 検体数，陽性検体数，陽性率の月別推移を表

1 に 示 す 。 5,049 検 体 中 ， 324 検 体 か ら

SARS-CoV-2 遺伝子が検出された。2020 年 4 月

と 5 月の陽性率が高くなっているが，これは当

時の退院基準を満たすため陽性患者の検査を複

数回行っていたことも一因である。  
新規陽性者数を年齢階級別でみると，他の年

齢層よりも 10 歳未満と 70 代で陽性者が少なか

った（図 1）。同様の傾向は，検体数とその陽

性率でも見られた（図 2）。要因として，10 歳

未満は接触の範囲が，家族や保育施設等に限ら

れたことが考えられた。ただし，陽性率は低い

ものの保育施設でのクラスターを 1 例確認して

おり，集団生活に起因する感染には注意が必要  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

表 1 月別検体数，陽性検体数及び陽性率

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
検体数 52 179 395 80 35 99 378 279 119 328 547 675 46 162 927 748 5049

（被検者数） (39) (161)(368) (76) (33) (98) (369)(276)(117)(318)(547)(674) (45) (162)(926)(741) (4950)
陽性検体数 0 7 52 7 0 0 25 4 0 15 36 54 3 8 59 54 324

（新規陽性者） (0) (4) (6) (0) (0) (0) (10) (3) (0) (12) (36) (53) (3) (8) (58) (52) (244)
検体陽性率（%） 0.0 3.9 13.2 8.8 0.0 0.0 6.6 1.4 0.0 4.6 6.6 8.0 6.5 4.9 6.4 7.2 6.4 

2020年 2021年
合計
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と思われる。70 代についても，感染リスクを伴

うような社会活動の範囲が狭いことが原因と考

えられた。しかし，類似の背景を持つと思われ

る 80 代以上で陽性者，陽性率ともに高くなって

いた。これは，病院や介護福祉施設でのクラス

ターの発生が影響したものと考えられる。この

結果から，病院や施設での感染対策の重要性が

改めて確認された。  
また，複数の検体が採取された 98 名のうち，

2 名は検体の種別で結果が異なっていた（表 2）。
2 名ともウイルスが検出された検体の Ct 値が高

かったことから，ウイルス量は少ないと推測さ

れた。これにより，感染初期や発症から日数が

経過した場合等では，検体種別によって結果が

左右される可能性が示唆された。検体採取にあ

たっては，適切な検体種別，採取手技が重要と

考えられた。  
 
被検者 検体種別 結果 Ct 値（平均） 

1 
鼻腔拭い液 不検出 － 

喀痰 検出 35.91 

2 
鼻咽頭拭い液 不検出 － 

唾液 検出 36.88 

 
3.2 N501Y 変異の検出 
 119 検体中 28 検体で変異陽性となった（表 3）。
このうち Ct 値がおおよそ 30 以下の 25 検体をゲ

ノム解析した結果，23 検体がアルファ型と判明

した（2 検体は解析不能）。 
SARS-CoV-2 陽性検体に占める N501Y 変異検

査陽性検体の比率について，3 月は SARS-CoV-2 
陽性検体自体が少なかったため評価は難しい 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が，4 月と合わせると 67 検体中の陽性率は 1 割 
未満であり，低く抑えられていた。陽性者につ  
いても，3 月と 4 月のケースは疫学調査から，

県外への往来など感染経路が推定し得た。しか

し，5 月に入ると陽性検体の割合が 4 割を超え，

感染源が特定されない事例もあったことから，

今後，県内における N501Y 変異株の流行が危惧

される。  
 
 

 3 月 4 月 5 月 合計 

対象数 8 59 52 119 

変異陽性数 3 3 22 28 

判定不能 0 1 1 2 

陽性率（％） 37.5 5.1 42.3 23.5 

 
4. まとめ  
 COVID-19 の流行が始まって 1 年以上が経過

した。本県では今年 4 月以降感染が拡大し，ク

ラスターの発生も相次いだが，感染警戒レベル

の引き上げによる各種対応や，幅広い接触者調

査等によって 5 月末時点での感染状況は落ち着

きつつある。変異株については，国内でも種々

の変異株が検出され，秋田県においてもアルフ

ァ型が 3 月に初めて検出されて以降，確実に感

染が拡大しており予断を許さない状況が続いて

いる。また，他自治体ではデルタ型の検出報告

が相次いでおり，当センターでも国からの通知

に従い 6 月 3 日より L452R 変異のスクリーニン

グ検査を開始した。今後も状況の変化に対応し

た SARS-CoV-2 遺伝子検査を行い，事例を迅速

に探知し，保健所等と情報を共有しながら感染

拡大防止に努めたい。  

表 3 N501Y 変異検査結果（2021 年） 

表 2 検体種別で結果が異なった被検者 

図 1 年齢階級別新規陽性者数  図 2 年齢階級別検体数  

- 50 -



秋田県健康環境センター年報 第17号 2021 

 

令和 3 年度（第 16 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録 
 
食品衛生対策事業 

 

LC-MS/MS による有毒植物イヌサフラン調理品中に含まれる 
コルヒチン等の分析 

 
藤井愛実  松渕亜希子  古井真理子  中村淳子  若狹有望 

 
 
1. はじめに 

 園芸植物として栽培されるイヌサフラン(コ

ルチカム)は，コルヒチン及びデメコルシンと呼

ばれるアルカロイドを含有する有毒植物であ

る。イヌサフランの葉が食用のギョウジャニン

ニク及びウルイ(ギボウシ)，球根がニンニク，

タマネギ及びジャガイモに似ていることから，

誤食による食中毒がしばしば発生し，死亡例も

報告されている。本県でも令和元年 6 月に，誤

ってイヌサフランの葉を調理して喫食し，1 名

が死亡する食中毒事例が発生している。  
 イヌサフランの誤食による食中毒の際， 
LC-MS/MS を用いて原因を特定できるように分

析法を確立し，調理品中に含まれるコルヒチン

等のデータを得たので，その概要を報告する。  
 

2. 方法 

2.1 試料及び調理の条件 

 イヌサフラン(横手市十文字町産，令和 3 年 4
月採取)は葉と球根に分け，未調理又は表 1 のと

おり調理を行い，粉砕して試料とした。  
ギョウジャニンニク(横手市十文字町産，令和

3 年 4 月採取)とウルイ(由利本荘市岩城産，令

和 3 年 5 月採取)は葉を粉砕して試料とした。  
 試料に用いた植物の写真を図 1 に示す。 
 

表 1 調理の条件 

葉 

お浸し 葉 50 g を水約 500 g で 3 分間茹でる 
油炒め 葉 50 g を植物油 5 g で 3 分間炒める 

醤油煮 
葉 50 g を水 150 g 及び醤油 10 g で 
10 分間煮る 

醤油漬 
葉 30 g を醤油 200 g に 2 日間室温で 
漬ける 

球

根 

茹で 球根 100 g を水約 1 kg で 10 分間茹でる 

油焼き 
塩 2 g をかけた球根 100 g 及び植物油 50 g
をアルミカップに入れアルミホイルで包

み，オーブンにより 180℃で 30 分間焼く 

イヌサフラン   ギョウジャニンニク     ウルイ 

図 1 試料に用いた植物 

2.2 標準品 

 富士フイルム和光純薬(株)製のコルヒチン及

びデメコルシンをアセトニトリルに溶解し，

100.0 µg /mL の標準原液を調製した。 

 

2.3 前処理法及び測定条件 

 試料の前処理法を図 2 に，LC-MS/MS の測定

条件を表 2 に，イオン化条件を表 3 に示す。  

試料 2 g
超純水 8 mL, アセトニトリル 10 mL

振とう 1 min

遠心分離 3000 rpm, 5 min

NaCl 1 g, クエン酸3Na2水和物 1 g,
クエン酸水素2Na1.5水和物 0.5 g, MgSO4 4 g

上清

アセトニトリル 8 mL

定容 20 mL アセトニトリル

分取 0.5 mL（試料0.05 g相当）

精製 InertSepC18 500 mgとInertSepPSA 500 mgを連結

コンディショニング：メタノール 10 mL
溶出：0.1 M塩化Ca･0.2 %ぎ酸含有メタノール/水(9 : 1)混液 8 mL

定容 10 mL 超純水

ろ過（親水性PTFE製フィルター孔径0.2 µm）

希釈（メタノール/水(1 : 1)混液 50又は500 倍)

残渣

振とう 1 min

振とう 1 min

遠心分離 3000 rpm, 5 min

上清

試験溶液 10,000又は100,000 倍希釈
 

図 2 前処理法 

- 51 -



秋田県健康環境センター年報 第17号 2021 

 

表 2 測定条件 

LC-MS/MS 装置: QTRAP4500 (AB SCIEX 社製) 
カラム: Atlantis T3 (2.1 mm i.d.×150 mm, 3 µm) 
移動相: A 液(0.01 %ぎ酸, 2.5 mM 酢酸アンモニウム水

溶液)，B 液(0.01 %ぎ酸, 2.5 mM 酢酸アンモニウム含

有メタノール) 
グラジエント time (min) / B 液(%): 0/5→1/45→3/45 
→6/70→10/70→15/95→20/95→20.5/5→31/5 
流速: 0.2 mL/min，カラム温度: 40 ℃，注入量: 5 µL 
イオン化条件: ESI Pos，測定モード: Scheduled MRM 

イオン源温度: 500 ℃，イオン源電圧: 5000 V 

表 3 イオン化条件

成分名 コルヒチン デメコルシン 
定量イオン 
定性イオン 1 
定性イオン 2 

400 > 358 
400 > 310 
400 > 152 

372 > 341 
372 > 340 
372 > 310 

 

3. 結果及び考察 

3.1 検量線 
 0.2 ng/mL～20 ng/mL の範囲(7 点)で，ピーク

面積による絶対検量線を作成した。いずれも良

好な直線性(相関係数 0.999 以上)であった。 
 
3.2 添加回収試験 
 ギョウジャニンニク及びウルイから，コルヒ

チン及びデメコルシンが検出されないことを確

認し，添加濃度 20.0 µg/g，10,000 倍希釈で実施

した。結果は表 4 のとおり良好であった。  
 

表 4 添加回収試験の平均回収率(％) 

試料 コルヒチン デメコルシン 
ギョウジャニンニク 103.0 (1.0) 101.1 (3.0) 

ウルイ 95.1 (3.4) 97.7 (0.6) 

n=3，( )内は相対標準偏差(%) 

3.3 調理品 
 調理品の結果を表 5 に示す。未調理の葉はコ

ルヒチンが 1070.3 µg/g 検出され，4.0 g の喫食で

体重 50 kg のヒトの最小致死量 1)に達する結果

であった。｢お浸し｣｢醤油煮｣｢醤油漬｣｢茹で｣は

濃度が減少したが，調理前後の重量の変化をふ

まえると，茹で汁や調味料に拡散しただけと考

えられる。最も減少がみられた｢醤油漬｣でもコ

ルヒチンが 155.2 µg/g 検出され，27.7 g の喫食で

最小致死量に達する上，デメコルシンの影響も

懸念される。また，調理後重量が減少した｢油炒

め｣｢油焼き｣は未調理より高い濃度となり，通常

の調理程度の加熱ではコルヒチン及びデメコル

シンは分解しないことが示唆された。よって，

調理による低毒化は期待できず，イヌサフラン

は喫食してはならないと考えられる。  
 
4. まとめ 

本県では自然毒による食中毒がほぼ毎年発生

しており，食用と確実に判断できない植物は｢絶

対に採らない! 食べない ! 売らない! 人にあげ

ない! ｣ことを啓発している。今回の結果をさら

なる啓発に活用し，今後も自然毒の分析体制の

整備や，啓発に有用なデータの提供に努めてい

きたい。  
 

参考文献 
1) 厚生労働省 , 自然毒のリスクプロファイル

： 高 等 植 物 ： イ ヌ サ フ ラ ン .URL. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000058791.html〔accessed May 21, 2021〕. 

 

表 5 イヌサフラン調理品の結果 

試料 調理前重量 (g) 調理後重量 (g) コルヒチン(µg/g) デメコルシン (µg/g) 

葉 

未調理 － － 1070.3 677.1 
お浸し 

(茹で汁) 
50.0 

(約 500.0) 
56.2 

(422.9) 
160.3 
(69.6) 

318.5 
(54.7) 

油炒め 50.0 
 ※油を含むと 55.0 41.0 1073.0 889.4 

醤油煮 50.0  
※水と醤油を含むと 210.0 85.3 546.0 466.1 

醤油漬 
(漬け床) 

30.0 
(200.0) 

30.0 
(200.0) 

155.2 
(81.8) 

91.9 
(72.6) 

球

根 

未調理 － － 428.2 953.5 
茹で 

(茹で汁) 
100.0 

(約 1000.0) 
108.5 

(805.0) 
259.1 
(25.3) 

655.4 
(33.7) 

油焼き 
(球根以外の部分) 

100.0 
(52.0) 

96.2 
(49.0) 

538.3 
(136.6) 

995.3 
(269.2) 
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令和 3 年度（第 16 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録 
 

大気汚染常時監視網整備事業及び大気関係自動測定事業 

 

秋田県一般環境大気中メタン濃度測定結果（平成 12～令和元年度）について 
 

梶谷明弘 
 

 

1. はじめに 

 秋田県内では，令和 2 年 4 月 1 日現在大気汚染

防止法(昭和 43 年法律第 97 条)に基づき，秋田県

内 16 地点（秋田県設置 7 地点，秋田市設置 9 地

点）で一般環境大気の常時監視を行っている。 

 このうち，環境大気中の非メタン炭化水素（全

炭化水素から光化学反応性を無視できるメタン

を除いたもの）は，令和 2 年 4 月 1 日現在，秋田

県１局（船川局），秋田市 2 局（将軍野局，山王

局）で常時監視を行っているが，測定器の特性上

同時に環境大気中メタン（以下「メタン」と記述。）

濃度を測定している。 

 メタンは，国連気候変動枠組条約等で取り扱わ

れている温室効果ガスの一種でもあり，環境大気

中の二酸化炭素などとともにその挙動が注視さ

れている。 

 ここでは，過去 20 年（平成 12～令和元年度）

メタン濃度測定を行っている秋田県船川一般環

境大気測定局（男鹿市船川地内に設置。以下「県

船川局」と記述。）及び秋田市将軍野一般環境大

気測定局（秋田市港北地内に設置。以下「市将軍

野局」と記述。）の測定結果より，秋田県メタン

濃度変化について報告する。 

 

2. 方法  
 県船川局及び市将軍野局の平成 12～令和元

年度における大気汚染常時監視自動測定結果を

使用し，メタン濃度の短期的長期的変化要因を

考察した。なお，自動測定等については，環境

大気常時監視マニュアル第 6 版（平成 22 年 3
月環境省水・大気環境局）に基づき行われている。 
 
3. 結果及び考察  
3.1 大気汚染常時監視自動測定結果 

県船川局及び市将軍野局における平成 12～令

和元年度のメタン濃度の推移をそれぞれ図 1 に

示す。 

図 1 環境大気中メタン濃度推移 

 

3.2 メタン濃度の短期的変化 

 短期的には県船川局及び市将軍野局ともメタ

ン濃度の季節変動は確認できなかったが，県船川

局では，平成 23～25 年度にかけて，市将軍野局

では，平成 24～25 年度にかけて，メタン濃度が

顕著に増加していた。 

県船川局の平成 23～24 年度におけるメタン濃

度増加要因として，東日本大震災の影響（秋田国

家石油備蓄基地の備蓄石油緊急放出，船川港にお

ける代替輸送）などが考えられた。当時の状況を

確認したところ，秋田国家石油備蓄基地での緊急

放出は行われなかった 1, 2)が，船川港では平成

23 年度及び平成 25 年度に原油の移出量増加など

の現象が見られた 3)。   
また，市将軍野局の平成 24～25 年度における

メタン濃度増加要因として，秋田市道である土崎

環状線の整備 4)及び土崎環状線周辺の開発 5)に

よる影響等が考えられた。 
しかし，非メタン炭化水素(図 2 参照)及び窒素

酸化物濃度など他の測定項目に顕著な変化はな

く，メタン濃度増加要因となる事象は確認できな

かった。今後，同様の高濃度となった場合，周辺

環境，有害大気汚染物質の調査等が必要になると

考えられる。
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図 2 環境大気中非メタン炭化水素濃度推移 

 

3.3 メタン濃度の長期的変化 

平成 12 年度からのメタン濃度は，県船川局及

び市将軍野局とも長期的には増加傾向であった。 
メタン濃度増加傾向の要因として，周辺気温の

上昇が考えられるため，各局付近にある気象庁男

鹿及び秋田地域気象観測所の平成 12～令和元年

度における日平均気温の経年変化 6)は，男鹿で

-1.1×10-4 ℃ /年，秋田で-4.3×10-5 ℃ /年と長期的変

化があまりない状態であり，大気測定局周辺の気

温変化は，メタン濃度増加の長期的変化に関与し

ていないことが示唆された。また，平成 12～令

和元年度気象庁 GAW 観測所におけるメタン濃

度を図 3 に示す 7)。  

図 3 気象庁 GAW 観測所メタン濃度推移  
 
気象庁 GAW 観測所は局地的な影響を受けな

い地点で，大気成分の長期的変化を明らかにする

などの目的で設置 8)されており，メタン濃度は短

期的には冬期に高く，夏季に低い季節変動を繰り

返しながら，長期的には増加傾向にある。  
 

4. まとめ  
秋田県におけるメタン濃度は，短期的には冬期

に高く，夏季に低い季節変動が必ずしも現れては

いないが，長期的には増加傾向にあり，局地的な

影響を受けながら，全地球規模の影響を受けて変

化していることが示唆された。なお，局地的なメ

タン濃度変化要因特定については，高濃度発生時

の周辺環境の調査等が必要になると考えられる。 
また，大気測定局周辺の気温変化は，メタン濃

度増加の長期的変化に関与していないことが示

唆された。  
 

参考文献  
1）独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機

構：備蓄年表，URL．https://www.jogmec.goj
p/library/stockpiling_oil_009.html〔accessed 
May 31, 2021〕 

2）独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機

構：国家備蓄石油ガスの放出について，URL．
https://www.jogmec.go.jp/news/release/release0
321.html〔accessed May 31, 2021〕 

3）秋田県：秋田県港湾統計年報について，URL．
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1483 

〔accessed May 31, 2021〕 
4）秋田市役所：秋田都市計画道路の変更，URL．
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図 2 水試料中の総 PCBs 濃度の経年変化  

図 3 底質試料中の総 PCBs 濃度の経年変化  

令和 3 年度（第 16 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録 
 
環境省化学物質環境実態調査 

八郎湖における POPs 条約対象物質等の残留状況及び経年変化の把握 
 

玉田将文  和田佳久 
 
 

1. はじめに 

 秋田県は，1989 年から環境省委託事業であ

る化学物質環境実態調査 1）に参加し，八郎湖の

残留性有機汚染物質（POPs） 2）調査を実施し

ている。調査目的は POPs 条約の対象・候補物

質等の環境残留状況と経年変化の把握であり，

今回は 2002～2019 年度調査結果を報告する。  
 

2. 調査方法 

八郎湖（図 1）の水及び底質試料を採取し,調
査物質は環境省の委託指定機関にて測定した。  

なお，2002～2009 年度調査の底質試料に限

り n=3，その他試料は n=1 で測定された。今回

は，表 1 に示す 2 物質について報告する。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 八郎湖調査地点図（彩段図は水深を示す） 
  

表 1 報告物質 

名称 用途及び法規制 
PCBs 絶縁油・可塑剤等，1972 年生産使用 

中止，1975 年製造輸入禁止， 
POPs 条約 附属書 A（廃絶） 

HCH 殺虫剤・燻蒸剤等，1971 年使用禁止,  
POPs 条約 附属書 A（廃絶） 

 
3. 結果と考察 

3.1 PCBs（ポリ塩化ビフェニル） 

2002～2019 年度に毎年計 18 回の調査が実施

され，八郎湖の水及び底質試料中の総 PCBs 濃

度は，全国の水試料 48 調査地点及び底質試料

61 調査地点の幾何平均値を下回った。水試料中

の総 PCBs 濃度は 45.4～436.8 pg/L の範囲で減

少傾向を示し（図 2），平均 165.1 pg/L で環境 
基準を大幅に下回っていた。総 PCBs 濃度に

占める各同族体濃度割合は，2009 年度までは

2～3 塩素化物が 30%を超過する年もあった

が， 2010 年度以降は最大でも 15%程度とな

り，4～6 塩素化物濃度割合が 77.4～87.6%を占

めた。底質試料中の総 PCBs 濃度は, 69.9～4,625 
pg/g-dry の範囲で推移し（図 3），平均 1647.5 
pg/g-dry であり，総 PCBs 濃度に対する 4～6 塩

素化物濃度割合は全調査期間を通して 61.2～
90.4%であった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
底質試料中の総 PCBs 濃度は,試料間の差が

大きい結果となり，この理由として強熱減量と

の関係が示唆された（図 4）。八郎湖湖心周辺

の底質は，干拓事業時の浚渫により 3）水深変化

が大きく（図 1），強熱減量が大きく異なる試

料を採取した影響が考えられた。  
また，TEF（毒性等価係数）を持つ DL-PCBs

（ダイオキシン様 PCBs）の主要異性体組成は,  
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図 4 八郎湖底質試料中の総 PCBs 濃度及び 

強熱減量（2006～2019 年度） 

表 2 HCH 異性体の物性  

水及び底質試料共に PCBs 製品の Kaneclor 主要

異性体 2, 3',  4, 4 ',  5-ペンタクロロビフェニル

（IUPAC #118）4）であり，総 DL-PCBs 濃度に

対する濃度割合は，水試料が 41.9～64.8%，底

質試料が 42.6～53.8%であった。  

 
 

 

3.2 HCH（ヘキサクロロシクロヘキサン） 

2003～2019 年度に計 16 回の調査が実施され,  
水試料中の総 HCH（ここでは 4 異性体の合計と

する）濃度範囲は 526～2,680 pg/L で減少傾向

を示し（図 5），平均 1,233 pg/L であった。  
底質試料中の総 HCH 濃度範囲は 52.9～2,004 

pg/g-dry で推移し（図 6），平均 682.4 pg/g-dry
であり，底質試料間の濃度差が大きく，総

PCBs 濃度と同様の理由が考えられた。  

 

 

 
 

総 HCH 濃度に対する異性体  -HCH の割合

は，水試料では     年度の     %から     年

度の     %へ増加し，底質試料では，      ～

     で推移していた。水及び底質試料中の総

HCH 濃度に対する  -HCH の割合が，全調査期

間を通して相対的に大きい理由は，他 3 異性体

より蒸気圧及び水溶解度が低く（表 2）5)，環

境残留性が比較的高いためと考えられた。  
 

 
4. まとめ 

八郎湖における水試料中の総 PCBs 及び総

HCH 濃度は減少傾向を示したが，底質試料中

の総 PCBs 及び総 HCH 濃度は，試料間の差異が

大きい結果となった。その理由として ,  干拓事

業時の浚渫に起因する，底質試料中の強熱減量

の差異による影響が考えられた。また ,水及び

底質試料中の総 HCH 濃度に対する異性体  -
HCH の割合が，他 3 異性体より相対的に大きい

原因は，物性の違いによるものと考えられた。  
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令和3年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録 

秋田県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）感染症の 

届出状況及びサーベイランス結果 

 
髙橋志保  伊藤佑歩  鈴木純恵  鈴木忠之  今野貴之 

                                              
 
1．はじめに 

   カルバペネム系抗菌薬は，ペニシリン系やセフェ

ム系抗菌薬と同様に細菌の細胞壁合成を阻害するβ

-ラクタム系抗菌薬の一種で，様々な細菌に有効なこ

とから細菌感染症の治療薬として重要な役割を果た

している。しかし，近年はメロペネムやイミペネム

といったカルバペネム系抗菌薬に耐性を示す腸内細

菌科細菌が増加して問題となっている。これらの細

菌による感染症は，カルバペネム耐性腸内細菌科細

菌（Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae：CRE）感

染症として，2014 年 9 月より 5 類感染症全数把握疾

患として感染症発生動向調査の対象となった。全国

の CRE 感染症の報告数を見ると，2015 年から 2017
年は 1,600 例前後であったが，2018 年，2019 年は

2,300 例前後まで増加している 1～3)。 
CRE 感染症で特に問題となるのは，カルバペネム

系抗菌薬を分解する酵素（カルバペネマーゼ）を産

生する場合である。これらはカルバペネマーゼ産生

腸 内 細 菌 科 細 菌 （ Carbapenemase-Producing 
Enterobacteriaceae：CPE）と呼ばれ，ほとんどのβ-ラ
クタム系抗菌薬を分解し，多剤耐性となることが多

い。また，CPE が保有するカルバペネマーゼ遺伝子

は，異なる菌種間で水平伝達されることがあり，日

和見感染症や院内感染等を引き起こすことが危惧さ

れる。そのため，感染対策上，CPE かどうかの鑑別

が重要となる。 
2017 年 3 月には厚生労働省から「CRE 感染症等に

係る試験検査の実施について」の通知が発出され，

医師から保健所へ CRE 感染症の届出があった際に

は，地方衛生研究所等において起因菌に対する耐性

遺伝子の検出などの試験検査の実施及び医療機関等

への情報提供が求められている。今回，この通知に

基づき，CRE 病原体サーベイランスとして当センタ

ーで実施した試験検査結果についてまとめたので報

告する。 
 

2．調査対象と方法 

2.1 CRE感染症の届出状況 

2017 年 3 月から 2021 年 12 月までに，県内医療機

関から保健所へ届出された症例について，対象とな

った検体や菌種を調査した。 
 
2.2 薬剤耐性遺伝子及びβ-ラクタマーゼ産生性の

確認 

届出症例から分離され，当センターに搬入された

菌株について，薬剤耐性遺伝子の保有状況等につい

て調査した。検査は，国立感染症研究所病原体検出

マニュアル「薬剤耐性菌」4)の CRE 検査法に準じて，

薬剤耐性遺伝子の検出及び阻害剤を用いたβ-ラク

タマーゼ産生性の確認試験について，次のとおり実

施した。 
・薬剤耐性遺伝子の検出：マルチプレックス PCR 法

によりカルバペネマーゼ遺伝子（IMP，VIM，NDM，

KPC，OXA-48，GES）5)の有無について確認した。ま

た，カルバペネマーゼ以外の耐性遺伝子の保有状況

を確認するため，基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ

（ESBL）遺伝子（TEM，SHV，CTX-M-1 グループ，

CTX-M-2 グループ，CTX-M-9 グループ，CTX-M-8/25
グループ），及び AmpC β-ラクタマーゼ遺伝子

（ACC，CIT，DHA，EBC，FOX，MOX）について

マルチプレックス PCR 法 6,7)により確認した。 
・阻害剤を用いたβ-ラクタマーゼ産生性の確認試

験：メルカプト酢酸ナトリウム（SMA）及びボロン

酸を用いて，β-ラクタマーゼの産生性を確認した。

SMA はメタロ-β-ラクタマーゼを，ボロン酸は KPC
型カルバペネマーゼを阻害し，阻害反応が確認され

れば，それぞれに対応するβ-ラクタマーゼの産生を

示唆する。 
 

3．結果と考察 

 2017 年 3 月から 2021 年 12 月までに県内で CRE
感染症として届出された症例は計 87 例で，年別の届
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出数は 2017 年以降増加傾向にあり，2021 年は 30 例

とこれまでで最も多くなっている（図）。菌が分離さ

れた検体（重複あり）は，尿検体 34 例（37.8%），血

液検体 22 例（24.4%），呼吸器検体 18 例（20.0%）な

どで，全国の状況と同様の傾向であった 1～3)。また，

それらの検体から分離された菌種は，Klebsiella 
aerogenes が 44 例（48.9%），Enterobacter cloacae が

20 例（22.2%），Escherichia coli が 8 例（8.9%）など

で，全国で分離された菌種と比較すると Klebsiella 
pneumoniae の分離数が少ないものの，ほぼ同様の傾

向であった 1～3)。医療機関から当センターへ搬入され

た分離菌株は 83 株で，これまでに届出された症例の

検体数に対し，分離された菌株の検査実施報告率は

92.2%（83.3～96.8%）であった。 
薬剤耐性遺伝子検査でカルバペネマーゼ遺伝子が

検出されたのは，83 株中 3 株（3.6%，ESBL 遺伝子

及び AmpC β-ラクタマーゼ遺伝子同時保有株も含

む）のみで，すべて IMP 型であった。2017 年から

2019 年における全国の検出率（16.5～28.0%）8～10)と

比較すると，かなり少なかった。その他に ESBL 遺

伝子のみ検出された菌株が 10 株，AmpC β-ラクタ

マーゼ遺伝子のみ検出された菌株が 11 株あった

（表）。 
阻害剤を用いたβ-ラクタマーゼ産生性の確認試

験では，メタロ-β-ラクタマーゼを阻害する SMA に

より IMP 型カルバペネマーゼを産生する遺伝子保有

株での阻害反応が確認された。KPC 型カルバペネマ

ーゼを阻害するボロン酸による阻害反応が確認され

た菌株はなかった。 

当センターで実施した試験検査結果と，医療機関

から得られた薬剤感受性試験結果より，IMP 型保有

株はカルバペネム系抗菌薬及びセファロスポリン系

抗菌薬に高度耐性を示していることが確認できた。

カルバペネム系抗菌薬は腸内細菌科細菌等のグラム

陰性桿菌感染症において，切り札ともいえるもので

あり，カルバペネム系抗菌薬が効かない CPE による 
感染症の場合，治療が困難になることもある。さら

に，カルバペネマーゼ遺伝子が，染色体以外の伝達

性 DNA によって耐性化していない腸内細菌科細菌

に水平伝達されることで，さらなる耐性菌が生み出

されることにもつながるため，CPE であることが確

認された場合には医療機関へ速やかに情報提供して

いる。 
また，ESBL 遺伝子，AmpC β-ラクタマーゼ遺伝

子のみを保有する株にも，IMP 型保有株ほど高度で

はないものの，カルバペネム系抗菌薬等に耐性を示

す株が存在しており，CPE ではなくとも医療機関等

における薬剤耐性菌の蔓延を防ぐために，十分な感

染予防策を講じることが肝要である。 
 

4．まとめ 

2017 年 3 月から 2021 年 12 月までに県内で報告さ

れた CRE 感染症は計 88 例，搬入された CRE は計 83
株であった。そのうち，検出されたCPEは3株（3.6%）

であった。秋田県における検査実施報告率は 92.2%
であった。 
これまでのところ，県内の医療機関等における

CPE の検出率はかなり低く，衛生環境等は良好に保

図 CRE感染症届出数及び検査実施報告率 

表 PCR法で検出された耐性遺伝子 

株数 菌種名

カルバペネマーゼ

IMP 1 E. cloacae
IMP ＋ EBC 1 E. cloacae
IMP ＋ CTX-M-9 1 E. coli

ESBL
TEM ＋ CTX-M-1 5 E. coli
TEM ＋ CTX-M-9 1 E. coli
SHV 1 K. ozaenae
CTX-M-1 1 K. aerogenes
CTX-M-2 2 P. mirabilis

AmpC β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ
EBC 9 E. cloacae
CIT 1 C. freundii
DHA 1 M. morganii

耐性遺伝子
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たれているものと思われるが，地域における薬剤耐

性菌の流行及び拡散状況を把握するために，今後も

CRE 感染症の発生動向及び分離菌株の薬剤感受性試

験結果等に注視していく必要がある。 
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令和 3 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録 

食品中のヒスタミン分析法の検討 

 

古井真理子  藤井愛実  若狹有望  松渕亜希子  中村淳子  小川千春 

 

 

1 はじめに 

不揮発性腐敗アミン類の一種であるヒスタミン

は，腐敗や発酵の過程で食品中のヒスチジンにヒ

スタミン産生菌の酵素が作用して生成する化学物

質である。ヒスタミンによる食中毒は，食後数分か

ら数時間以内に顔面紅潮，頭痛，じんま疹，発熱な

どの症状を呈することから，アレルギー様食中毒

とも言われ，国内の化学性食中毒の中では最も発

生件数が多い。過去 10 年間の発生状況を見ると，

年間約 10 件，患者数は 200 名程度で推移しており，

保育所や学校などの給食施設で大規模食中毒も発

生している。 

ヒスタミン食中毒の原因食品は，主にサバ，マグ

ロ，イワシなどの赤身魚やその加工品，調理品であ

る。ヒスタミンは熱に安定であることから，加熱済

みの食品でも食中毒が発生する。また，食品中に一

定程度存在していることがあるため，食中毒の原

因探索においてはその存在の有無だけではなく，

含有量と食中毒濃度域との比較が重要となる。一

般的には，食品中のヒスタミン量が100 mg/100 g以
上の場合に発症するとされている1)。日本ではヒス

タミンの規格基準は示されていないが，Codex委員

会の国際食品規格をはじめ，諸外国では水産物中

の基準が設定されている。したがって，これらの基

準や発症濃度域を目安とした分析法が必要となっ

てくる。 

食品中のヒスタミンの分析法は，高速液体クロ

マトグラフ(HPLC) 法2)が従来から利用されてい

るが，近年，高感度かつ高選択性を有する液体クロ

マトグラフタンデム質量分析計 (LC-MS/MS) を
用いた分析法も多数報告されている3, 4)。そのほか，

生魚や魚醬などを対象として迅速にヒスタミンの

定量が可能なヒスタミン測定キットが市販され

ている。 

当センターでは，食中毒の原因探索の一助とす

ることを目的に，ヒスタミンの分析法について，

HPLC 法，LC-MS/MS 法，ヒスタミン測定キット法 
(以下「キット法」) の 3 種の方法について検討を

行ったので，その概要について報告する。 

  

2 実験方法                       

2.1 標準品 

 富士フイルム和光純薬（株）製のヒスタミン二塩

酸塩を 0.1 M 塩酸に溶解し，ヒスタミン       

1,000 µg /mL の標準液を調製した。 

 

2.2 試料及び添加回収試験 

 ヒスタミンが不検出であることを確認した魚肉

製品を主としたペーストを使用した。 

試料にヒスタミン濃度が 500 µg /g となるよう標

準液を添加し，添加回収試験を行った。 

 

2.3 前処理及び測定法 

HPLC 法，LC-MS/MS 法，キット法の各前処理法

を図 1～3 に示す。ヒスタミンはガラスへ吸着する

ため 3)，なるべくガラス器具を使用せずに実施した。 

HPLC 法は，食品衛生検査指針の方法 2)と半田ら

の方法 5)を参考とし，ダンシルクロライドを用い

てヒスタミンを誘導体化し，蛍光検出器付き HPLC
で測定した。LC-MS/MS 法は，試料を 100,000 倍希

釈したものを，HILIC カラムを用いて測定した。キ

ット法はキッコーマンバイオケミファ製「チェッ

クカラーヒスタミン」を用い，添付のマニュアルを

参考に抽出液を酵素反応によって発色させ，分光

光度計で吸光度を測定した。 

 

2.4 測定条件 

HPLC 法，LC-MS/MS 法，キット法の各測定条件

を表 1～3 に示す。  

 

3 結果及び考察 

添加回収試験の結果を表 4 に，検討した 3 種の

方法の比較を表 5 に示す。添加回収試験の結果は

厚生労働省通知 6）を参考とし，回収率 70%～120%，

併行精度 10%以下を目標値として評価した。 
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3.1 HPLC 法 

第 1 級及び第 2 級アミンと反応するダンシルク

ロライドによりヒスタミンを誘導体化し蛍光検出

器により定量した。検量線は 0.3 µg/mL～10 µg/mL
の範囲 (6 点)で良好な直線性（相関係数 0.998 以

上）が得られた。回収率は 140.4%，併行精度は

12.9%と目標値より高い値となった。原因としては，

ヒスタミン以外の夾雑物も誘導体化されたことが

考えられた。そのため，本法で分析を行うには精製

や反応の条件を見直し,前処理法を改良する必要

があると考えられる。 

LC-MS/MS 法より分析機器が安価であるが，前

処理工程が煩雑かつ，誘導体化に時間を要するため， 

迅速に結果を得ることは困難であった。 

 

 

3.2 LC-MS/MS 法 

0.5 ng/mL～15 ng/mL の範囲 (8 点) でピーク面

積による絶対検量線を作成したところ，良好な直

線性 (相関係数 0.999 以上) が得られた。回収率

は 102.4%，併行精度は 3.0%と良好な結果であった。

高価な分析機器を用いるが，移動相 B 液の 2 割を

メタノールにすると感度が上がり，0.5 ng/mL で

S/N 比が 10 以上であった。試料の 100,000 倍希釈

には精密な操作が求められるが，食品のマトリク

ス効果 (食品由来の妨害効果) を充分に低減する

ことが可能と考えられる。ただし，HILIC カラムは

食品由来の成分の影響を受けて感度の低下が起こ

ることがあるため，カラム洗浄をこまめに行い，試

料によっては希釈だけでなく精製も検討したほう

が良いと考えられた。 

試料1.0 g

振とう ボルテックス  10 sec

加熱 沸騰水中  20 min
氷冷  5 min

試験溶液 (a)～(d)

ろ過 5Cろ紙

分取 250 µL
沸騰水中で  20 min加熱した

0.1 M EDTA溶液  (pH 8.0) 1 mL

0.1 M EDTA溶液 (pH 8.0) 24 mL

希釈検液

発色試薬  500 µL
酵素試薬  500 µL (a) または

緩衝液  500 µL (b)

分取 500 µL

加温   遮光下 , 水浴中37 ℃, 15 min

4 µg/mL標準液  500 µL
発色試薬 500 µL        (c)
酵素試薬 500 µL

超純水  500 µL
発色試薬  500 µL    (d)
緩衝液  500 µL

(下線の試薬はキットに添付 )

分取 1250 µL
超純水  1250 µL

(a - b) ÷ (c - d) ×  4 (標準液濃度 ) × 125 (希釈倍率 )

125 倍希釈

図 3 キット法 

試料1.0 g
20 %トリクロロ酢酸 5 mL

振とう 1 min

定容 50 mL 超純水

分取 50 µL

試験溶液 100,000 倍希釈

ろ過 5Aろ紙

ろ液 残渣とろ紙を超純水で反復洗浄

定容 50 mL 超純水

分取 500 µL
アセトニトリル 500 µL

遠心分離 10,000 rpm 5 min 10℃

上清

図 2 LC-MS/MS 法 

試料2.5 g
20 %トリクロロ酢酸 2.5 mL, 水 20 mL

ホモジナイズ 15,000 rpm 10 min

遠心分離 3000 rpm 5 min  25℃

上清

分取 1 mL

精製  Sep-Pak Vac C18 Cartridge 1g (Waters)
コンディショニング：
①メタノール  10 mL ②蒸留水 5 mL
③0.05 M オクタンスルホン酸Na 5 mL
洗浄：蒸留水 20 mL
溶出：メタノール/水  (6:4 ) 混液  10 mL

減圧濃縮 40 ℃以下 約2 mLまで

ろ過 5Aろ紙

試験溶液

定容 50 mL 蒸留水

0.1 M オクタンスルホン酸Na 1 mL

メタノール 4 mL

炭酸カリウム  0.25 g 混和し溶解
内部標準溶液  1 mL
(1,8-ジアミノオクタン溶液  5 µg/mL)
2 %ダンシルクロライド・アセトン
溶液  1 mL

加温   遮光下 , 水浴中45℃, 1 hr
トルエン 5 mL

振とう 1 min

トルエン層

減圧濃縮 45 ℃以下 窒素吹付で乾固
アセトニトリル 1 mL
5 %プロリン・1 M炭酸カリウム
溶液 1 mL

アセトニトリル 5 mL

振とう 10 sec

アセトニトリル層

ろ過 親水性PTFE製フィルター  孔径0.45 µm

蒸留水  4 mL

図 1 HPLC 法 

LC-MS/MS装置 : QTRAP4500 (AB SCIEX), カラム : Atlantis HILIC Silica 
(2.1 mm i.d.×150 mm, 3 µm), 移動相 : A液 (0.2 %ぎ酸 , 60 mMぎ酸アンモニ

ウム水溶液), B液 (アセトニトリル  : メタノール  = 4 : 1混液 ), グラジエン
ト time (min) / B液 (%): 0/70→3/70→4/40→6/40→7/5→14/5→
15/70→35/70, 流速 : 0.2 mL/min, カラム温度 : 40 ℃, 注入量: 5 µL 

イオン化条件 : ESI Pos, 測定モード: Scheduled MRM , イオン源温度 : 500
 ℃, イオン源電圧 : 5000 V, カーテンガス : 20 psi , イオンソースガス1: 
50psi, イオンソースガス2: 50psi, コリジョンガス: 6psi, MRM条件Q1>Q3: 
定量112.0>95.0 (DP=36, CE=21) 定性112.0>68.0 (DP=36, CE=29)

HPLC装置: L-7000 Series 
(HITACHI), カラム: Inertsil 
ODS-3V (4.6 mm i.d.×250 mm, 
5 µm), 移動相 : アセトニトリ

ル : 超純水 = 65 : 35, 流速 : 1.0 
mL/min, カラム温度 : 40 ℃, 注
入量: 10 µL 

励起波長: 325 nm, 蛍光波長: 
525 nm

分光光度計装置: UV-2600 
(SHIMADZU), セル: 可視

光線用 , 材質ポリスチレ
ン, 測定範囲340 nm～900 
nm, 光路幅10 mm, 
寸法12.5×12.5×45 mm, 
容量2.5 mL～4.5 mL 
(BRAND) 

測定波長: 470 nm

表 1 HPLC 法            表 2 LC-MS/MS 法            表 3 キット法 
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3.3 キット法 

今回検討した中では最も迅速に結果が得られた

方法で，回収率が 92.5%，併行精度が 1.9%と良好

な結果であった。しかし，この方法が適用できる食

品は生又は冷凍の魚，魚缶詰，魚醬で，調理加工品

や発酵食品など，食品の種類によっては酸化還元

物質の影響を受けるため，精製工程などを追加す

る必要がある 7)。食中毒事件の際にはスクリーニ

ング検査とし，他の方法と組み合わせて活用する

とよいと考えられた。 

 

4 まとめ 

 HPLC 法，LC-MS/MS 法，キット法の 3 種の方法

を検討し，ヒスタミン食中毒発生時の迅速な原因

究明の方法を模索した。構築した LC-MS/MS 法と

キット法では添加回収試験において良好な結果と

なり，食中毒時の分析に十分に適用できるものと

考えられた。HPLC 法では添加回収試験が目標値を

満たすことができず，前処理法の更なる改良が必

要である。 

 今後は，ヒスタミンによる食中毒症状を増強す

るといわれている他の不揮発性腐敗アミン類を含

めた一斉分析法の開発や，切り身，魚醬，缶詰，干

物，調理加工品など，多様な食品試料においても幅

広く適用することが可能な分析法についても検討

していきたい。 
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表 4 添加回収試験の結果  

HPLC法 LC-MS/MS法 キット法

添加回収試験の
平均回収率 (n=3) 140.4 % (12.9) 102.4 % (3.0) 92.5 % (1.9)

( )内は併行精度(%)

表 5 3 法の比較  

  HPLC法 LC-MS/MS法 キット法

検査所要日数 3日 2日 1日

前処理 煩雑  (誘導体化が必要) 簡便  (精密な操作は必要) 簡便

前処理のコスト 高 (誘導体化試薬が高価) 低 中

分析機器のコスト 中 高 低

検査対象食品 生魚，調理加工品，発酵食品
生又は冷凍魚，魚缶詰，
魚醤  (調理加工品は不可)

検査項目
他の不揮発性腐敗アミン類  (チラミン，カダベリン，

プトレシン等) も一斉分析する文献あり
ヒスタミンのみ

注意点
誘導体化率に注意する

必要がある

特殊なカラムの操作に

慣れた検査員が必要
アグマチンやプトレシン
があると影響を受ける
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令和 3 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録  

県内流通食品の水分活性及び pH の調査結果について 

 
若狹有望  中村淳子  小川千春 

 
 
1. はじめに 

食品中に存在する水分は，食品成分と化学的に結

合した「結合水」と遊離している「自由水」に大別

でき，微生物は「自由水」を利用して増殖する。食

品に食塩や砂糖等の可溶性物質を加えると，自由水

が可溶性物質の溶解に使われるため，微生物の増殖

を阻害できる。自由水が占める割合を示した指標を

水分活性（以下 Aw）といい，0～1 の数値で表され

る。Aw0.6 以下では，ほとんどの微生物が増殖でき

ない 1)。従来から乾燥や塩蔵等により，常温でも長

期間保存できる保存食が作られてきたが，これらは

Aw を低下させて食品の保存性を高める工夫であっ

たといえる。 
現在は著しく保存技術が発達し，缶詰や真空パッ

ク等様々な形態で包装された長期保存が可能な食

品が店頭に並ぶ。しかし，それらは製造方法が不適

切だとボツリヌス食中毒を引き起こす危険性があ

る。日本では，昭和 26 年から「いずし」を原因食

品とした事例が続き 2），その後，真空パック等に密

封された要冷蔵食品を原因とした事例が散発した 3）。

ボツリヌス食中毒を未然に防止するため，平成 20
年には，十分に加熱するか冷蔵で流通する等の対策

が必要な食品として「容器包装詰低酸性食品」が定

められたが 4)，平成 24 年には，真空包装詰めの「あ

ずきばっとう」（岩手県の特産品）を原因とした事

例が発生し 3），容器包装詰低酸性食品についてボツ

リヌス食中毒対策の指導を徹底するよう通知された 5)。

容器包装詰低酸性食品の判断基準として食品の Aw
と水素イオン指数（以下 pH）の条件（Aw>0.94 かつ

pH>4.6）が示されている 4)。Aw と pH は，食品中で

どのような微生物が増殖可能か予測する目安とな

るため，微生物制御の基礎的かつ重要な指標である。 
これまでに，一般的な食品については Aw 及び

pH の平均的なデータが示されているが 6)，いぶり

がっこやきりたんぽ等の本県の特産品について

は，それらのデータがない。そこで，特産品を含

む県内流通食品について Aw 及び pH を調査した

ので，その結果を報告する。 

2. 対象と方法 

令和 2 年 8 月から令和 3 年 11 月までに実施し

た食品収去検査（理化学検査）の収去検体のほか，

検査担当者が持参した県内流通食品 124 検体を対

象とした。 
測定方法は，当センターの食品検査標準作業書

に従い，Aw は電気抵抗式機器で，pH はガラス電

極 pH 計で測定した。 
 

3. 結果及び考察 

Aw 及び pH の測定結果を食品の種類別に示す

（表 1，図 1）。 
3.1 水分活性 

検査を行った食品の多くは，Aw0.9～1.0 を示し

た。ほとんどの微生物が増殖できないとされる

Aw0.6 以下の食品は，一部のジャーキー，フライド

オニオン類及びわかさぎの唐揚（佃煮）であった。

このうちわかさぎの唐揚（佃煮）は，Aw0.39（平均

値）と非常に低い値であった。Aw の低かったジャ

ーキー，フライドオニオン類及び佃煮の製造工程に

は，共通して加熱，乾燥又は揚げの調理工程と食塩，

醤油，砂糖等による調味工程がある。これらによっ

て食品中の自由水が減少し，保存性が高められてい

ると考えられた。また，漬物には，食塩相当量が

高いほど Aw は低い傾向があった（図 2）。塩蔵

は Aw を低下させ，食品の保存性を高める方法

であることが確かめられた。 

 

3.2 pH 

pHの測定値は，検査した食品の多くがpH4.6より

高く，酸性～中性であった。pH4.6以下の食品は，

じゅんさい，山菜水煮，清涼飲料水（りんごジュー

スを含む），マヨネーズ及び梅干で，弱アルカリ性

を示した食品は，生菓子の饅頭・どら焼きと生めん

（中華麺）であった。梅干，清涼飲料水及びマヨネ

ーズは原材料のpHが影響していると考えられた。

じゅんさい及び山菜水煮にpH調整剤が，饅頭等に

膨張剤が，生めんにはかんすいが食品添加物とし 
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 表 1 食品の種類別の水分活性及び pHの測定結果 

食品種類 検体数 水分活性 pH

漬物

　いぶりがっこ 11 0.92 ～ 0.96 4.4 ～ 6.0

　梅干 2 0.83 ～ 0.92 2.6 ～ 2.7

  浅漬 3 0.96 ～ 0.97 5.4 ～ 6.1

　その他の漬物 15 0.90 ～ 0.97 4.0 ～ 6.1

食肉製品

　ハム・ソーセージ 14 0.96 ～ 0.97 5.5 ～ 6.6

　生ハム 2 0.88 5.9 ～ 6.2

　ジャーキー 2   0.43 ～ 0.75 6.0

穀類及びその加工品

　生めん（中華麺） 10 0.92 ～ 0.96 9.5 ～ 10.6

　醤油 7 0.83 ～ 0.87 4.7 ～ 5.0

　パン 7 0.86 ～ 0.95 5.4 ～ 5.9

　きりたんぽ 3 0.97 ～ 0.98 5.4 ～ 5.9

清涼飲料水

　りんごジュース 8 0.97 3.8 ～ 4.2

  その他の清涼飲料水 7 0.96 ～ 0.98 3.3 ～ 6.1

野菜加工品

　じゅんさい 6 0.98 3.3 ～ 4.3

　フライドオニオン類 3 0.26 ～0.47 5.2 ～ 6.5

　山菜水煮 2 0.97 ～ 0.98 4.2 ～ 4.4

　とんぶり 1 0.98 6.3

佃煮

　わかさぎの唐揚 2 0.19 ～ 0.59 6.7

  その他の佃煮 7 0.63 ～ 0.77 6.2 ～ 6.6

生菓子

　饅頭・どら焼き 3 0.87 ～ 0.91 8.2 ～ 8.3

  その他の生菓子 4 0.85 ～ 0.96 5.7 ～ 6.8

その他

  珍味 2 0.68 ～ 0.83 5.0 ～ 5.3

  そうざい 2 0.96 ～ 0.97 4.8 ～ 5.0

  マヨネーズ 1 0.96 4.0
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て使用されているため，食品添加物のpHが影響し

ていると推察された。pH4.6以下を示した山菜水煮 
及びじゅんさいは，いずれもpH調整剤が使用され

ており，これらの食品でpHを4.6以下に制御するた

めにはpH調整剤の使用が有効だと考えられた。 
 

3.3 容器包装詰低酸性食品に係るAw及びpHの条件

に合致した食品について 

容器包装詰低酸性食品に係るAw及びpHの条件

Aw>0.94 かつ pH>4.6）に該当する食品は，浅漬，

その他の漬物，ハム・ソーセージ，きりたんぽ，と

んぶり及びそうざいであった（図1 点線内）。いぶ

りがっこの平均値は境界付近の値で，一部が 
Aw>0.94 かつpH>4.6いぶりがっこの平均値は境界

付近の値で，一部が Aw>0.94 かつpH>4.6 に該当

した。Aw>0.94 かつ pH>4.6に該当した食品のうち，

いぶりがっこ，その他の漬物，きりたんぽ，とんぶ

り及びそうざいは，常温流通が想定される。前述の

点線内は容器包装詰低酸性食品に係る水分活性及び pH の条件（Aw>0.94 かつ pH>4.6）に該当する食品を示す。 

いぶりがっこ

梅干

浅漬

その他の漬物

ハム・ソーセージ

生ハム
ジャーキー
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図 1 食品の種類別の水分活性及び pH の平均値 

いぶりがっこ 
漬物（いぶりがっこ・梅干・浅漬以外） 

食塩相当量（ g /100 g）

R = -0.8423

水
分

活
性

y = -0.0257x + 1.0489

0.900

0.910

0.920

0.930

0.940

0.950

0.960

0.970

0.980

0.990

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

y = -0.0076x + 0.9653

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

食塩相当量（ g /100 g）

R = -0.9790

水
分

活
性

図 2 漬物の水分活性と食塩相当量との相関 

水

分

活

性 

水

分

活

性 

食塩相当量（g /100g） 
食塩相当量（g /100g） 

pH 

- 65 -



秋田県健康環境センター年報 第17号 2021 
 

  

「あずきばっとう」による食中毒の原因としては，

包装に要冷蔵の表示があったものの，流通から消費

までの間に温度管理が適切にされなかったことが

推察されている7)。 そのため，これらの製造業者は

特に，ボツリヌス食中毒防止のために製品の

Awと pHを把握した上で，製品の衛生管理及び温

度管理に留意することが重要だと考えられた。 
そこで，ボツリヌス食中毒防止の観点から，常温

流通される特産品のAw及び pHを把握する必要が

あると考え，いぶりがっこ，その他の漬物，きりた

んぽ，じゅんさい，山菜水煮，とんぶり及びそうざ

いの測定結果を解析した。その結果，容器包装に密

封した常温流通食品25検体のうち，容器包装詰低酸

性食品に係るAw及び pHの条件に合致した検体は

9検体であった（表2）。この9検体には，ボツリヌス

食中毒対策として，原材料の十分な洗浄に加え，Aw
≦0.94となるよう食塩や砂糖を加えることや，pH調

整剤等で pH≦4.6に制御することが必要であり，

Aw≦0.94又はpH≦4.6にできない場合は，十分な加

熱（120 °C，4分間又はこれと同等の効力を有する

方法）又は冷蔵流通を要すると考えられた。 
特産品は，消費者にとってなじみのない食品の場

合，その食品の本来の状態がわからず，異臭等の異

常を食品の変敗と認識せずに飲食する危険性が懸

念されるため，特産品の取扱いについて製造者と消

費者に情報発信が必要だと考える。製造者には，要

冷蔵等温度管理の方法を容器包装のおもて面に明

示することを，消費者には，保存方法の表示を確認

し適切な方法で製品を保存すること，賞味（消費）

期限を確認すること，喫食の際は製品に記載された

方法に則って加熱等の処理を行うこと，容器の膨張

や異臭等の異常があった場合は喫食しないことな

どを啓発することが重要だと考える。 
 
4. まとめ 

県内流通食品 124 検体を対象として，Aw 及び

pH を測定した。検査した食品の多くが Aw0.9～1.0，
pH 酸性～中性を示した。いぶりがっこ，その他の

漬物，きりたんぽ，じゅんさい，山菜水煮，とんぶ

り及びそうざいの測定結果を解析したところ，常温

流通食品 25 検体中 9 検体が容器包装詰低酸性食品

に係る Aw 及び pH の条件（Aw>0.94 かつ pH>4.6）
に合致した。当該 9 検体については，ボツリヌス食

中毒を未然に防ぐため，Aw 及び pH を調整するこ

と，これによらない場合は十分な加熱又は冷蔵での

流通が必要だと考えられた。また，漬物には，食塩

相当量が高いほど Aw は低い傾向が見られた。 
本研究で得られたデータが，県内独自の食品を含

む様々な食品の特性を把握する一助となり，食品の 
安全性の確保に貢献するものとなれば幸いである。 

 

参考文献 
1）三浦勝利：水分活性と食品衛生，調理科学，25，

4，1992，327-333. 
2）細貝祐太郎：食品衛生の歴史と科学，中央法規

出版株式会社，2013，263pp. 
3）一般財団法人日本食品分析センター：忘れては

いけない，ボツリヌス毒素の脅威を，最終更新

日 2012 年 8 月 1 日，https://www.jfrl.or.jp/storage/
file/news_vol4_no11.pdf〔accessed December 28, 
2021〕. 

食品の種類 全検体数
常温流通の

検体数
条件に合致した

検体数

　いぶりがっこ 11 9 1

　その他の漬物 15 3 3

　きりたんぽ 3 2 2

　じゅんさい※2 6 6 0

　山菜水煮※2 2 2 0

　とんぶり※2 1 1 1

　そうざい 2 2 2

合計 40 25 9

表 2 常温流通食品のうち容器包装詰低酸性食品に係る水分活性及び pH の条件※1に 

合致した食品の数 

※1 Aw>0.94 かつ pH>4.6 
※2 食品添加物として pH 調整剤が使用されている。 
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るボツリヌス食中毒対策について, 平成 20 年 6
月 17 日，食安基発 0617 第 3 号，食安監発 0617
第 3 号．5）厚生労働省通知：容器包装詰低酸性

食品に関するボツリヌス食中毒対策について, 
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令和 3 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録 

平成 28～令和 2年度における工場事業場排水の検査結果について 

 

野村 修 

 

 
１． はじめに 

 当センターでは，県内の工場事業場排水（以下，

事業場排水）について，水質汚濁防止法（以下，水

濁法）及び秋田県公害防止条例（以下，県条例）に

定められた項目の検査を実施している。今回，平成

28 年度から令和 2 年度までの直近 5 年分について，

検査結果をまとめたので報告する。 
 
２．対象事業場数および検査項目  

直近 5 年間で県内の工場事業場排水検査の対象

とした事業場数は 474 であり，5 年間累積の事業場

検査数は延べ 1,263 回であった。 
排水基準の検査項目は，表１に示す 25 項目であ

り，本発表では，大腸菌群数を除く 24 項目につい

て検査結果をまとめた。件数＊としては，延べ 6,781
件の検査を行っている。 
（＊件数：事業場検査数×検査項目数） 
 
３．結果と考察 

 図 1 に事業場排水の基準適合状況として，各年

度での事業場検査数とそれらの基準の適合及び超

過事業場数を示した。 
事業場検査数は年々減少しており，特に令和 2 年

度に大きく減少した。これは，新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から，4 月から 5 月末まで事業

場への立入を中止したためである。 
排水基準を超過した事業場数については，5 年間

ほぼ同数であり，累積では 1,263 回の検査のうち延

べ 132 回の超過が確認された。 
図 2 に基準を超過した項目とそれらの件数を示

した。検査を実施した 24 項目のうち，8 項目で基

準超過が確認され，基準超過が多く確認された項 
目は pH，BOD，SS であった。健康項目での基準超

過は，畜産農業のアンモニア等化合物の 1 項目で 1
件のみであった。 

人の健康に係る

被害を生ずる恐

れがある項目

（健康項目 12） 

Cd, CN, 有機リン, Pb, Cr6+, As, T-Hg, 
F, B, アンモニア等化合物,  
Se, PCB（1,825 件） 

水の汚染状態を

示す項目 
（一般項目 13） 

pH, SS, BOD, COD, 油分, 大腸菌群数,
 フェノール, T-N, T-P, Cu, Zn, Fe, Mn
（2,956 件） 

表１ 事業場排水の検査項目 

 

図１ 事業場排水の基準適合状況 

    図２ 基準超過項目及び件数 
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 直近 5 年間で排水検査対象とした 474 事業場の

うち 77 事業場からいずれかの項目での基準超過が

確認された。超過回数としては 132 回であり，同一

事業場が超過を繰り返していることになる。 
図 3 に基準超過回数別の事業場数とその割合を

示した。2 回以上の基準超過を繰り返している事業

場が 31 あり，全体の約 2/3 を占めた。また，31 の

事業場を業態別で分類すると，図 4 のとおり，その

半数近くが浄化槽系排水（水濁法に定める特定施設

66-3（旅館業用に供する施設）と特定施設 72（し尿

処理施設））であった。  
 
 

４．まとめ 

平成 28～令和 2 年度における 5 年間の工場事業

場排水の検査結果を考察したところ，以下の知見が

得られた。 
① 排水基準を超過した事業場数は，毎年ほぼ同数

であった。 
② 基準超過項目の過半が pH，BOD，  SS であ

り，健康項目の基準超過は 5 年間で 1 事業場の

みであった。  
③ 超過を繰り返している事業場が基準超過の約 

2/3 を占めており，その半数近くが特定の施設

からの排水であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３ 基準超過回数別の事業場数 
図４ 基準超過を繰り返している事業場の 

業態別数 
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1．学会発表 

 

SARS-CoV-2 不検出例からの呼吸器感染症ウ

イルス検出状況 

 
柴田ちひろ  佐藤由衣子  樫尾拓子  
齊藤志保子  藤谷陽子  秋野和華子  

斎藤博之  
 

第 70 回東北公衆衛生学会 
2021 年 7 月 秋田市（オンライン開催）  

 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が

2020 年 2 月 1 日に指定感染症に定められて以降，

全国の地方衛生研究所や医療機関等で新型コロ

ナウイルス（SARS-CoV-2）の遺伝子検査が実施

されている。当センターでも 2021 年 5 月末現在

で 200 名の陽性者を確認しているが，検査対象

の大部分は有症状であっても SARS-CoV-2 不検

出であり，他の呼吸器感染症が疑われた。これ

ら有症状者 1,142 名を対象に，他の呼吸器感染

症ウイルス等の検索を行ったので報告する。  
重複感染例を含め有症状者 1,142 名中 222 名

から何らかの病原体が検出され，検出率は

19.4%であった。若年層で検出率が高く，80 代

以上の高齢者で低い傾向がみられた。高齢者の

呼吸器症状には，基礎疾患や細菌性感染症等の

関与もあることから，本検討においてもこれら

ウイルス性感染症以外の要因が潜在していたと

考えられた。病原体別では，ライノウイルス

（HRV）  128 例，季節性ヒトコロナウイルス

（cHCoV）69 例，ヒトボカウイルス 11 例の順

に多く検出された。HRV は期間を通じて検出さ

れたが，2020 年 10 月～11 月に検出率の増加が

見られ，時期に県内で流行の拡大があったと推

察された。同じく cHCoV も継続的に検出された

が，冬季流行性が指摘されているように，夏季

に検出率の減少が認められた。  
COVID-19 が疑われた有症状者の中に，HRV

や cHCoV 等の一般的な呼吸器感染症ウイルス

の関与が認められたことから，COVID-19 に限

らず，総合的な感染症対策の重要性が改めて確

認された。  
 
 

パンソルビン・トラップ法により弁当食材

からノロウイルスが検出された食中毒の一

例 
 

斎藤博之 秋野和華子 野田 衛*1 上間 匡*1 

 

第 42 回日本食品微生物学会 

2021年9月 岡山市（オンライン開催）  

 
【目的】パンソルビン・トラップ法は，食品検

体からノロウイルス(NoV)を検出するための実

践的な手法である。2020 年 1 月に発生した食中

毒事例において，本法を適用したところ弁当食

材から NoV が検出され，原因究明に資すること

ができたので報告する。  
【材料と方法】2020 年 1 月 25～27 日にかけて，

介護老人保健施設 A で発生した食中毒事例の原

因究明のため，患者便 8 検体，弁当製造業者 B
の調理従事者便 3 検体，検食 12 検体，拭き取り

5 検体，及び施設厨房の委託業者 C の調理従事

者便 6 検体，拭き取り 6 検体について NoV と食

中毒菌の検査を行った。この内，検食の NoV 検

査についてパンソルビン・トラップ法を用いた。 
【結果と考察】患者便 8 検体全てと，弁当製造

業者の調理従事者 1 名の便から，NoV-GII.2 が検

出された。また，検体の一部からウェルシュ菌

と黄色ブドウ球菌も検出されたが，腸内常在菌

のため関連性は低いと判断された。拭き取り検

体は食中毒菌・NoV ともに不検出であった。検

食の内，胡麻豆腐，鱈フライ，チキンステーキ

ガーリックトマトソースがけから，NoV-GII.2
が検出された。汚染量は食品 1 g 当たり，胡麻

豆腐で 35 コピー，鱈フライで 48 コピーであり，

チキンステーキガーリックトマトソースがけは

ウイルス量が少なく定量には至らなかった。検

出された NoV の塩基配列を比較したところ，患

者便，調理従事者便，検食由来のものが全て一

致した。  
発症率は 13%と低かったが，NoV は食品中で

は増殖せず，汚染量も 35～48 コピー/g と少ない

ことから，暴露量にムラがあったものと考えら

れる。NoV が検出された食材は全て加熱調理の

プロセスを経ていることから盛り付け段階の汚

染が示唆された。NoV が検出された調理従事者
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は 1 月 20 日にカキを喫食していたため，これに

より感染し，無症状ではあったもののウイルス

排泄は続いていたものと推察される。  

 
*1：国立医薬品食品衛生研究所 
 
 
Application of allele specific primer for 

PCR to detect point mutation in 

SARS-CoV-2 
 

斎藤博之 秋野和華子 藤谷陽子 樫尾拓子  

齊藤志保子 柴田ちひろ 佐藤由衣子  

 

第 68 回日本ウイルス学会 

2021年11月 神戸市（オンライン開催）  

 
【目的】目下のところ，新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）の VOC（懸念される変異株）

への対応として，マーカーとなる塩基置換部位

をターゲットとしたスクリーニングが実施され

ている。基本原理は TaqMan assay によるものが

多く，特に N501Y 変異と L452R 変異について

は国立感染症研究所から通知されたプロトコー

ルが地方衛生研究所で用いられている。一方，

年明けから春にかけて主に関東以北において

E484K 単独変異株（R.1 系統）が流行し，また

VOC の中にも E484K 変異を有するものがある。

E484K 変異は免疫逃避の可能性が示唆されてい

ることから，モニタリングのために簡便に導入

できる allele specific primer を設計し検討したの

で報告する。  
【方法】基本となる検査系として，2021 年 1 月

22 日に国立感染症研究所から通知された

N501Y 変異検出 PCR を用いた（N501 は FAM，

501Y は VIC による蛍光で識別）。このプロト

コールの forward primer について E484K 変異を

検出できるように 3’末端が E484K に相当する

2 種類の改変 primer をデザインし，さらに特異

性を増強するために 3’末端から 3 番目の塩基

に意図的なミスマッチを導入した。また，応用

例として L452R 変異を検出できるように 3’末

端が L484R 変異に相当する forward primer も新

たに設計した。供試検体として，第 3 波と称さ

れる流行拡大局面から 8 月 16 日現在までに PCR
検査で陽性となった 342 検体と感染研ウイルス

第一部から分与された変異株の RNA を用いた。 
【結果】3’末端のみを違えた primer では，E484K
変異や L452R 変異の有無に関わらず同程度の

増幅が見られ識別できなかった。3’末端から 3
番目の塩基について E484K 変異検出用 primer
では T から G へ，L452R 変異検出用 primer で

は C から A へ意図的なミスマッチを導入したと

ころ，Ct 値において 7～10 サイクルの差が観察

でき変異の有無を容易に識別できた。ミスマッ

チ導入による感度低下は認められなかった。  
【考察】Allele specific primer は数千円のコスト

で手軽に導入でき，基本となる TaqMan assay の

系と組み合わせることで追加の情報が得られた。

N501Y 変異と同時に E484K 変異が検出できた

ことで流行株の推移を把握するのに役立った。

また，現在 L452R 変異検出には専用の TaqMan 
assay が使われているが，原理の異なる手段を用

意しておくことは判定に迷うケースへの備えと

して有意義である。本法は，どのような変異に

対しても設計できるが，ミスマッチの導入に際

して検討が必要である。  

 

 
新型コロナウイルス変異株検査の実際と県

内での検出状況 
 

斎藤博之 秋野和華子 藤谷陽子 樫尾拓子  

齊藤志保子 柴田ちひろ 佐藤由衣子  

 

秋田応用生命科学研究会第 34 回講演会  

2021年12月 秋田市  

 
【目的】2020 年 2 月 14 日に本県で初めて新型

コロナウイルス(SARS-CoV-2)の検査が実施さ

れてから 1 年 9 カ月が経過し，県内では 2021
年 11 月 26 日時点で 1,925 人から SARS-CoV-2
が検出されている。この間，医療機関・学校・

保育園・飲食店等で多くのクラスターが発生し，

さらには度重なる変異株の出現によって社会不

安が増大した。変異株については，「〇×型と
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判明した」と簡潔に報道されるだけであること

から，実際の検査がどのように行われているの

か関係者以外が知る機会はほとんどない。今回

の講演会では，変異株検査の実際を紹介すると

ともに，県内での検出状況について総括してみ

たい。  
【方法】2021 年 11 月 26 日までに新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）疑いで当センターに

搬入された検体は咽頭拭い液，鼻腔拭い液，唾

液，喀痰などを合わせて 9,978 検体であり，こ

の内 661 検体から SARS-CoV-2 が検出されてい

る。変異株検査については 2021 年 1 月 22 日に

N501Y 変異（アルファ株のマーカー），2021
年 5 月 21 日に L452R 変異（デルタ株のマーカ

ー）を検出する real-time PCR のプロトコール（2
波長 TaqMan assay）が国立感染症研究所から通

知され，全国の地方衛生研究所で使用されるこ

とになった。一方，2021 年 3 月頃から関東以北

において R.1 系統が流行したことを受けて，マ

ーカーとなる E484K 変異を検出するプロトコ

ール（allele specific primer assay）を当センター

で工夫した。いわゆる“第 3 波”と呼ばれる 2020
年 11 月以降に搬入され，SARS-CoV-2 が検出さ

れた 567 検体について上記の方法を用いて変異

の有無を判定した。  
【結果と考察】当センターで工夫した E484K 変

異検出プロトコールは，N501Y 変異検出プロト

コールと組み合わせることが可能で，両者の同

時判定が可能になった。  
 供試した 567 検体の内，N501Y 変異が 73 検

体，E484K 変異が 91 検体，L452R 変異が 287
検体から見つかった。本県では，E484K 変異を

有する R.1 系統が 2021 年 3～5 月に流行し，そ

のため感染力の強いアルファ株の流行時期が遅

くなり，結果としてワクチン接種体制整備のた

めの貴重な時間稼ぎができたものと考えられる。

2021 年 8 月中旬以降はデルタ株による大きな流

行が見られたが，ワクチン接種が進むにつれて

感染者は減少に転じた。  
 
 
大潟村干拓地から八郎湖への流入負荷量解

析について 
 
 

玉田将文  鈴木大志  鎗目隼平  
生魚利治  梶谷明弘  野村 修  

和田佳久  渡邊 寿  
 

第 48 回 環境保全・公害防止研究発表会  
2021 年 11 月 秋田市（オンライン開催）  

 
 秋田県では、湖沼水質保全計画に基づく各種

対策を実施してきたが，環境基準点における化

学的酸素要求量（COD），全窒素（T-N）及び

全りん（T-P）の年平均濃度等は，依然として環

境基準を超過している。今後の水質改善対策の

立案及び効果検証には，八郎湖への流入負荷の

定量的把握が重要である。そこで，流域農地の

中でも特に排出負荷割合が高い大潟村干拓地か

らの流入負荷を，南部排水機場（SDS）及び北

部排水機場（NDS）における，各分析項目の濃

度（mg/L）と採水日の日排水量（千 m3/日）を

用いた LQ 式により解析した。  
2006～2020 年度の非灌漑期及び灌漑期毎の

SDS 及び NDS での LQ 式において，COD は決

定係数が 0.8 超であった。懸濁物質（SS） は非

灌漑期よりも灌漑期の決定係数が低い結果とな

り，日排水量が約 1,500 千 m3 超時における SS 
のばらつきが影響しており，灌漑期の調査日時

点における代掻き面積の違いが考えられた。T-N 
は非灌漑期よりも灌漑期の決定係数が低く，ま

た単位排水量当たりの流入負荷量も小さいケー

スがあり，水田湛水下での還元層の脱窒作用に

よる無機態窒素の減少が考えられた。T-P は
SDS における決定係数が低く，干拓地南部の高

濃度リン湧出水等による日流入負荷量への影響

が考えられた。  

SDS 及び NDS における COD，SS，T-N 及び

T-P の年間流入負荷量は，ほぼ横ばいで推移し

ていた。年間流入負荷量における灌漑期割合は，

COD が 66.2～77.2％，SS が 78.7～87.8％，T-N 

が 59.7～72.1％，T-P が 60.7～70.8％であり，灌

漑期における水田排水の影響が示唆された。  
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2．他紙掲載論文等 

 

2.1 筆頭著者論文 
 
Distribution of the O-genotypes of 

Escherichia albertii isolated from 

humans and environmental water in Akita 

Prefecture, Japan 
 

Takayuki Konno, Shiho Takahashi, Sumie Suzuki, 
Hiroko Kashio, Yuho Ito, Yuko Kumagai 

 
Japanese Journal of Infectious Diseases, 74, 2021, 
381–384. 
 
 In Japan, isolation of Escherichia albertii, newly 
recognized enteric pathogen and closely related to 
E. coli, in human gastroenteritis outbreaks were 
increasingly reported. However, the epidemiology 
of E. albertii is yet fully unknown. To determine the 
distribution of O-genotypes of E. albertii strains 
derived from humans and environmental water in 
Akita Prefecture, a total of 44 E. albertii strains, 
including 29 strains of human origin and 15 strains 
of environmental water origin, were subjected to 
PCR for EAO-genotyping. The results showed that 
38 of the E. albertii strains were shared by 19 other 
O-genotypes and six strains were untypable. Among 
these, 24 strains were agglutinated with the 
antiserum of E. coli O-antigen. The most dominant 
EAOg in human strains was EAOg18. Five 
O-genotypes, including EAOg6, EAOg12, EAOg18, 
EAOg25, and EAOg32, were detected in both 
human and environmental strains.  Future studies 
focused on the prevalence of O-genotype in E. 
albertii might be useful for understanding the 
pathogenic potential and epidemiology of E. 
albertii. 
 
 
国内のCampylobacter jejuni 血清型別に対

応した改良 Penner PCR 型別法 
 

今野貴之 山田和弘*1 赤瀬 悟*2 坂田淳子*3 

尾羽根紀子*4 森 美聡*5 横山敬子*2 

山本章治*6 朝倉 宏*7 

 
日本食品微生物学会雑誌, 38, 3, 2021, 23–128. 
 
  カンピロバクター属菌を原因とする事件数は

細菌性食中毒として最も多くなっている。また，

下痢症患者から検出されるカンピロバクター属

菌の大部分は Campylobacter jejuni が占めてお

り，C. jejuni は食中毒の原因菌として特に重要

な菌種である。C. jejuni は主に莢膜多糖の抗原

性を基に Penner 型として 47 種類に分類でき，

これらは疫学マーカーとして有用である。そこ

で，これまで国内で行われてきた血清型別法に

即した簡易な改良 Penner PCR 型別法を検討し

た。市販血清を用いた血清型別法で型別された

228 株のうち，改良 Penner PCR 型別法で血清型

別法と同様の血清群の Penner 遺伝子型に分類で

きたのは 220 株（96.5%）であった。また，血清

型別不能であった 178 株のうち，166 株（93.3%）

がいずれかの Penner 遺伝子型に型別できた。改

良 Penner PCR 型別法は，国内で疫学解析に利用

されてきた主要な血清型を網羅しており，効率

的に型別することが可能である。今後，本法を

用いて C. jejuni の Penner 遺伝子型を把握するこ

とによって，C. jejuni の疫学解析や食中毒調査

における感染源および感染経路の究明に役立つ

ことが期待される。  
 

*1：愛知県衛生研究所 

*2：東京都健康安全研究センター 

*3：大阪健康安全基盤研究所 

*4：山口県環境保健センター  

*5：熊本県保健環境科学研究所  

*6：国立感染症研究所  

*7：国立医薬品食品衛生研究所  

 

 

秋田県内で市販されている食肉および野菜

類からの Escherichia albertii の検出と分

離株の性状 
 

今野貴之 鈴木純恵 髙橋志保 樫尾拓子  
伊藤佑歩 熊谷優子  

 
日本食品微生物学会雑誌, 38, 4, 2021, 144–152. 
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Escherichia albertii は，2003 年に発表された比

較的新しい菌種で，国内で健康被害が散見され

ている。しかしながら，過去の集団食中毒事例

において原因食品が特定された事例は少なく，

食中毒の原因となりうる食品やその汚染経路に

関する調査は不十分である。そこで，食品にお

ける E. albertii の汚染実態を明らかにするため，

秋田県内で流通していた食肉および野菜類から

の E. albertii の検出を行った。その結果，食肉お

よび野菜類 12 検体から E. albertii が分離され，

E. albertii による食品の汚染実態が明らかとな

った。特に，ブタ由来の検体からの E. albertii
の検出頻度が最も高く，ブタはトリと同様にヒ

トへの感染源として重要と考えられた。食品由

来の E. albertii はヒト由来株などに見られる主

要な性状と病原因子を保有し，特に野菜由来の

菌株で環境水由来株やヒト由来株と分子疫学解

析における類似性が確認され，野菜類の E. 
albertii の感染源としての重要性も示唆された。 

 

 

保育施設を起点とした腸管出血性大腸菌感

染症の集団発生 
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腸管出血性大腸菌はベロ毒素を産生し，強い

感染力を有する。特徴として，出血性大腸炎や

溶血性尿毒症症候群などの重篤な合併症を引き

起こす場合がある。国内では，腸管出血性大腸

菌感染症の集団発生の早期探知やその原因究明

を目的として，厚生労働省通知に基づき菌株の

分子疫学解析が進められている。秋田県におけ

る腸管出血性大腸菌感染症の報告数は例年 40
件前後であり，規模の大きな集団発生はまれで

ある。しかしながら，2020 年 10 月に保育園児

を含む家族内感染の探知をきっかけに，保育施

設での腸管出血性大腸菌の集団感染が発覚し

た。発症者数 56 名で，被検者 294 名の内，

O26:H11 が家族内二次感染を含め 49 名で確認さ

れた。腸管出血性大腸菌感染症は，原因となる

菌株によって軟便程度の軽症者や無症状病原体

保有者が多い場合があるが，感染力は強いため，

それらの患者から接触感染等によって感染が拡

大する可能性があり，注意が必要である。菌陽

性者の内，2 名の感染者は保育施設との関連は

なかったが，分子疫学解析により集団発生事例

由来の菌株と遺伝子型が一致した。その後，集

団発生事例の患者の家族と接点があったことが

管轄保健所の疫学調査で判明しており，集団発

生に含める患者範囲の特定に分子疫学解析の結

果が役立った。  

 

 

SARS-CoV-2のN501Y変異とE484K変異の

同時スクリーニングのための工夫  
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 目 下 の と こ ろ ， 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

（SARS-CoV-2）のVOC（懸念される変異株）へ

の対応として，2021年1月22日に国立感染症研究

所（感染研）から送付されたTaqMan assayを基

本原理とするPCR検査プロトコールが用いられ，

N501Y変異をターゲットとしたスクリーニング

が実施されている。N501Y変異は英国型変異株

の特徴であるが，さらにE484K変異を併せ持つ

南アフリカ型とブラジル型変異株もスクリーニ

ングで検出される。一方で，現時点での報告対

象とはなっていないが， N501Y 変異がなく

E484K変異のみを有するウイルス（R.1系統）が

関東から東北にかけて広がりつつある。R.1系統

は，現行のスクリーニングでは検出できず，感

染研のゲノム解析で判明することが多い。今回，

我々は現行プロトコールに最小限度の改変を加

えることでE484K変異の検出能を付加する工夫

を行ったので報告する。  
いわゆる第 3 波とされる流行拡大局面から 5

月 31 日現在に至るまでに N2 セットによる PCR
検査で陽性となった 226 検体について，スクリ

ーニングを実施した。1 月に初めて R.1 系統を確

認したが，首都圏からの持ち込み例（家族 2 名）

で，他の陽性例とは独立していた。3 月以降に
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検出されたウイルスは 28 例の N501Y 変異株（13
例と 6 例はそれぞれ同一の感染源由来）以外は

全て R.1 系統に置き換わっていた。N501Y 変異

と E484K 変異を併せ持つウイルスはこれまで確

認されていない。7 例は判定不能であったが，

いずれも N2 セットによる PCR 検査での Ct 値は

36 以上であった。  
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